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結
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第

四

章

結

語
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第
一
章

序

説

そ
の
展
開
方
法
に
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
流
れ
が
あ

「
行
為
」
を
他
の
犯
罪
概
念
構
成
要
素
か
ら
独
立
に
論
ず
る
立
場
そ
の
こ
は
、
「
行
為
」

を
単
に
、
構
成
要
件
要
素
と
考
え
れ
ば
足
り
る
と
し
て
、
構
成
要
件
該
当
性
か
ら
犯
罪
論
を
展
開
す
る
立
場
で
あ
る
)
O

後
者
の
立
場
か

ら
、
小
野
博
士
は
「
刑
法
上
に
お
い
て
問
題
と
な
る
行
為
は
、
構
成
要
件
的
行
為
で
あ
る
。
そ
の
行
為
と
は
、
倫
理
的
な
行
為
で
あ
る
。

従
来
の
犯
罪
論
体
系
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
古
典
的
犯
罪
概
念
の
確
立
以
降
、

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
は
、

刑
法
学
は
そ
れ
を
構
成
要
件
の
中
核
的
な
要
素
と
し
て
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
に
関
係
の
な
い
行
為
は
、
刑
法
学
に

お
い
て
問
題
と
す
る
必
要
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
来
刑
法
学
者
は
概
ね
構
成
要
件
前
の
(
裸
の
)
行
為
論
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
は
行

為
の
倫
理
的
、
法
的
意
味
を
見
失
っ
た
実
証
主
義
的
、
自
然
主
義
的
な
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
マ
て
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
体

系
的
に
誤
っ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
話
。
成
程
、
自
然
主
義
的
実
証
主
義
的
行
為
概
念
は
第
二
章
で
論
ず
る
よ
う
に
行
為
の
法
的
意
味
を
見

失
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
行
為
概
念
規
定
が
自
然
主
義
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
か
は
疑
問
と
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
し
、

し
か
も
、
構
成
要
件
該
当
行
為
が
行
為
自
体
を
検
討
せ
ず
し
て
、
何
故
に
法
的
倫
理
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
か

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
博
士
は
「
裸
の
」
行
為
論
は
体
系
的
に
誤
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
成
程
、
犯
罪
論
体
系
を
目
的
論

的
に
構
成
要
件
該
当
性
か
ら
展
開
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
犯
罪
論
体
系
を
行
為
概
念
か

ら
展
開
す
る
こ
と
が
体
系
的
に
誤
り
で
あ
る
と
何
故
一
宮
?
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
c

構
成
要
件
該
当
行
為
が
行
為
自
体
を
前
提
と
し
て
い
る
の
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で
あ
っ
て
、
行
為
概
念
が
犯
罪
論
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
知
ら
ず
し
て
、

構
成
要
件
該
当
行
為
も
ま
た
判
ら
な
い
。
し
か

も
、
刑
罰
は
行
為
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
人
間
行
為
の
検
討
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
。
従
っ
て
、
犯
罪
論
体
系
を

行
為
概
念
か
ら
展
開
す
る
こ
と
は
充
分
、
意
味
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

単
な
る
罪
刑
法
定
主
義
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
行
為
論
の
展
開
は
、
実
に
法
と
道
徳
の
峻
別
、
並
び
に
法
治
国
の
要
請
が
そ
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
刑
法
は
外
的
態
度
、
結
果
か
ら
考
察
を
始
め
る
の
に
対
し
て
、
道
徳
の
出
発
点
は
内
心
、
心
情
な
の
で

あ
る
。
法
も
内
心
を
問
題
に
す
る
の
は
「
そ
れ
自
体
と
し
て
で
な
く
、
結
果
の
挺
子
と
し
て
の
み
重
要
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
道
徳
も

外
的
結
果
を
考
察
す
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
心
情
の
表
現
で
あ
る
か
の
証
明
手
段
と
し
て
重
要
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
、
法
と
道

徳
は
「
関
心
方
向

(
E
a巾
52nzgm)日
)
を
逆
に
す
る
の
で
札
日
。
こ
の
法
哲
学
的
根
拠
と
関
連
す
る
法
治
国
の
要
請
も
行
為
刑

犯罪論における行為概念の研究

法
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
行
為
刑
法
の
必
要
性
を
人
間
の
内
心
の
立
証
上
の
困
難
性
か
ら
指
摘
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。

と
い
う
の
は
、
通
常
、
法
廷
で
は
行
為
者
の
内
心
、
即
ち
故
意
、
過
失
が
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
又
、
近
代
科
学
の
発
達
に
よ
っ

て
麻
酔
分
析
等
の
手
段
で
、
何
等
、
外
的
態
度
に
及
ば
ず
と
も
判
定
可
能
で
あ
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
犯
罪
徴
表
説
の
論
理
的
帰
結
は

そ
れ
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
を
要
求
す
る
も
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、
単
な
る
内
心
だ
け
で
は
そ

の
社
会
的
害
悪
の
微
少
の
た
め
に
刑
罰
を
も
っ
て
制
裁
す
る
こ
と
の
、
即
ち
、
国
家
権
力
の
法
的
干
渉
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
の
近
代
市
民
社
会
の
法
的
確
信
に
基
づ
い
て
い
刻
。
行
為
者
の
潜
在
的
危
険
性
を
行
為
の
現
実
的
危
険
性
の
前
面
に
置
く
こ
と
は
国
家

権
力
に
よ
る
心
情
統
制
を
許
す
危
険
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
法
治
国
思
想
と
は
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
哲
学
的
要
請
と
法
治
国
思
想
か
ら
の
要
請
を
基
礎
と
す
る
行
為
概
念
は
犯
罪
論
体
系
と
の
関
連
で
は
行
為
と
非
行
為
(
従
っ
て
非
可

罰
〉
の
区
分
す
る
機
能
即
ち
、
選
別
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
違
法
性
、
有
責
性
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
担
う
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
行
為
概
念
は
秩
序
概
念
(
。
邑
ロ
ロ
ロ
唱
宮
唱
日
)
あ
る
い
は
機
能
概
念
笥
ロ
ロ
宮
山

0
5官
官
民
)
で
な
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説

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

本
稿
は
構
成
要
件
か
ら
独
立
し
た
一
般
的
行
為
概
念
の
樹
立
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
章
で
は
従
来
の
行
為
概
念
を
そ
の
選
別

並
び
に
体
系
機
能
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
検
討
し
た
後
、
第
三
章
で
「
存
在
論
的
行
為
概
念
」
の
展
開
を
試
み
る
)
O

(
1
)

〈
m
-
-
F
ω
n
r
R
F
z
r
z
r
ι
g
ω
仲間白円
a
v
a
-
-
u
g
-
ω
・
5
印
R
-
舟
口
市
-
Z・
宮
内
開
口
g
F
n
E
g
m
仏
日
〈
2
F
R
E
E
Z
mロ同町田
g
u
E再
EEι

自

X
F
-
g
m
Fロ
〈
q同
-
a
n
r
g
x
L
2
0
m窓口
g
n
E
ω
n
r
g
H
h
r
H
F
E
H
N∞
可
巧
吋
ω・
ω・
↓
寸

U
R
-

(
2〉
「
行
為
」
「
構
成
要
件
な
い
し
侵
害
性
」
「
違
法
性
」
「
責
任
」
と
す
る
も
の
に
、
烈
c
E
F
C
E邑
g
ι
2
仏
2
再
宮
口

ω
E
P
R
y
a
-
-
∞
-N-

∞
-
M
R・
滝
川
「
犯
罪
論
序
説
」
昭
和
二
二
年
、
一
五
頁
以
下
。
牧
野
「
刑
法
総
論
上
巻
」
昭
和
一
二
三
年
、
二
五
九
頁
以
下
。
泉
二
「
刑
法
大
要
」

昭
和
一
七
年
、
八
六
頁
以
下
。
「
行
為
」
「
違
法
性
」
「
責
任
」
「
構
成
要
件
」
と
す
る
も
の
に
、
〈
-
C
E
-
r
r円g
n
v
L
2
0
2再
宮
口

ω
g同日一
H
F

S
¥ミ
〉
己
2・
3
8・
ω・
二
日
戸
「
行
為
」
「
不
法
」
「
責
任
」
と
す
る
も
の
に
、
ピ
印
刷
7ω
円
7
2《
F
F
o
r円E
n
F
仏
自
骨
三
ω円-百ロ

ω昨日同門
2rz-

Mm
〉
E2・
ω・
3ω
同町・・玄

a四
F
g
g
P
2
Z
-
∞
〉
C2・
ω・
∞
由
民
・
佐
伯
「
刑
法
講
義
(
総
論
〉
」
昭
和
四
三
年
、
一
四

O
頁
以
下
。
滝
川
「
刑
法

講
話
」
昭
和
二
六
年
、
一
五
五
頁
以
下
。

ハ
3
〉
「
構
成
要
件
」
「
違
法
性
」
「
有
責
」
と
す
る
も
の
に
、

ζ・肘・

ζ
a
p
〉・吋
-

N

〉
E2・
ω
-
a
R
小
野
「
刑
法
講
義
総
論
」
昭
和
二
五
年
、

八
六
頁
以
下
。
木
村
「
刑
法
総
論
」
昭
和
三
四
年
、
一
二
五
頁
以
下
。
間
藤
「
刑
法
綱
要
」
昭
和
四
一
年
、
七
五
頁
以
下
。

(

4

)

小
野
「
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
」
昭
和
四
四
年
、
五
七
頁
。

(
5
)

平
場
教
授
も
「
構
成
要
件
該
当
と
は
或
る
も
の
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
或
る
も
の
と
構
成
要
件
が
当
然
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
・
:
違
法
、
有
責
の
評
価
を
う
け
る
の
も
構
成
要
件
で
は
な
く
し
て
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
の
『
あ
る
も
の
』
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。

「
刑
法
に
お
け
る
行
為
概
念
の
研
究
」
昭
和
四
一
年
、
三
三
頁
注
(

5

)

。
〈
四
一
-
〉
z
r日
剛
山
h
c
h
g
g
p
。
ぽ

gs-DmF月
日
目

ω可戸
HV内
昨
日
仏
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出
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・

一gmw
ルロ一回・

ζ
ω
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T
F
ユo
n
E
F
呂
田

?
ω
・
∞
一
-

mor・
〈
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出
苛
円
出
f
u
g
g
n
Y
2
2
E『『
2
7グ
円
切
仏
J

一回日印・

ω.
印C
A
・

河川凶

Lr門口口
y
刷

N
R
7
3同》町
W
M

一oaC唱
rFP
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ωド

ω・
ω〕1
・
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S
S
E
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N
R
Z
o
g
g
t
E
L
2
0
Z岳
民
〈
F
E
E
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ω
片足
B
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-ロ
HNω
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8
・
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Z
F
r
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ω
・印
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印
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吉
田
-
z・

(
6
)
 

〈

7
)
(
8
)
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帽
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説

和
九
年
、
二
九
頁
、
同
「
行
為
概
念
の
構
造
」
甲
南
法
学
、
第
五
巻
一
、
二
合
併
号
一
四
頁
)
他
方
、
「
行
為
概
念
の
考
察
は
行
為
の
法
的
-
評
価
を
無

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
に
導
く

P
E
Zゆ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
C
Z
T与
・

5
¥コ
宮
内
fω
・

8
・

krgc

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
竹
田
教
授
が
「
リ
ス
ト
H
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
行
為
概
念
の
方
法
論
的
意
義
に
於
て
は
何
等
論
ず
る
こ
と
な
く
」
(
「
行
為
性

の
限
界
汁
」
二
七
頁
「
構
造
」
二
七
頁
)
と
さ
れ
る
点
は
適
切
で
な
い
。
も
っ
と
も
、
リ
ス
ト
は
体
系
的
要
請
に
失
敗
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
な
お
、
本
文
と
同
じ
意
味
で
の
行
為
概
念
の
機
能
を
ア
ル
ト
ウ
l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
マ
イ
ホ
l
プ
ァ
l
は
の
2
邑
止
命
日
g
F
〈
a
r
z
E品
目
l

r
g
g
?
の
耳
目
巳
。
BOR-
〉ユ

rE同
開
宮
内
g
g
p
p
F
0・
ω・∞一
-
-
Y
向丘

ro内
耳
-
ロ
ω同
国
g
仏一口口四
m
g同
丘
町
同
日
〈
RF-R耳
目
ω官民
0
5
・一回印
ω・

ω・
コ
?
舟
E
g
o
-
U
2
5
2
F
F邑一
g
m
ω
g
mユ町内・

5
日開『・

ω各
包
会
lFω
窓口
E
F
ω
・
一
∞
プ
メ
ツ
ガ
l
は

E
B
F
E
E
Z
E
-
P
E
E
Dロ

ζ
日間
p
g
E『3
F
F
・〉・
H

J

A

〉ロ
2
・
ω・
ω∞
『
・
と
指
摘
し
て
い
る
。
〈
四
-
・
】
何
回
r
n
F
F
o
F
F
h
y
ω
・
GO--LS。一
rFORω
昨日『円
R
Z
F
r
p

ω・
一
色
J

何
色
r
g
n
y
u
R
民
自
色

g
m
ω
g問
ユ
町
四
百
百
戸
口
2
F
L
E
Eロ
四
芯
『
品
目
印
S
P
R
y
g
mヨ
c
u
p
-
U
2・
ω・
ご
『
・

論

第
二
章

因
果
的
及
び
目
的
的
行
為
論
の
検
討

第
一
節

選
別
機
能
の
考
察

心
理
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
問
題

有
意
性
の
問
題

有
意
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
自
然
的
・
因
果
的
行
為
概
念
の
特
徴
の
一
つ
を
な
す
も
の
で
あ
列
。
こ
の
有
意
性
(
者
E
E
H
E
n
F
E
)

は
、
元
来
、
意
思
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た

(
m
m
E見
。
仏

2
唱
考
書
ご
態
度
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
意
識
と
い
う
内
的
世
界
の
現
実

の
中
で
確
定
で
き
る
事
実
と
し
て
の
有
意
性
が
欠
け
る
が
、
可
罰
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
人
聞
の
態
度
が
あ
る
。
ラ
!
ト
ブ
ル

プ
が
不
器
用
運
動

(
g唱団
n
z
n
w
g
ω
2
2
m
C
H
H
m
g
)
と
名
称
し
、

し
た
一
連
の
態
度
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
結
果
の
目
的
的
意
図
を
全
く
無
視
し
て
も
、
態
度
の
因
果
的
決
定
が
既
に
欠
け
て
い

マ
イ
ホ

I
プ
ァ

l
が
軽
卒
犯

(
Z
R
z
r
a
m
F
2丘
町
}
持
芯
)

と
名
称

る
。
従
っ
て
、
因
果
的
行
為
概
念
を
維
持
す
る
と
、
行
為
者
は
外
的
行
動
に
は
で
た
が
、
全
く
意
欲
し
て
い
な
い
態
度
を
行
為
概
念
か
ら

北法22(4・70)712



排
除
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
厳
格
な
意
味
で
有
意
性
を
維
持
す
る
限
り
、

が
充
分
な
自
己
規
律
を
も
て
ば
、
運
動
を
正
し
く
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
絶
対
的
力
で
強
制
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
純
粋
な
反
射
運
動

と
異
な
っ
て
。
」
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
け
る
有
意
性
に
代
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
有
意
性

エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
「
不
器
用
運
動
で
は
、
我
々
は
常
に
、
行
為
者

を
、
外
的
現
象
が
何
ら
か
の
意
思
刺
激
(
巧

E
2
3
H
6
c
ε

に
よ
っ
て
物
理
的
に
招
来
さ
れ
た
時
に
、

心
理
的
に
も
意
欲
さ
れ
て
い
る

行
為
で
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
即
ち
、
意
欲
さ
れ
た
身
体
運
動
と
全
く
異
な
っ
た
も
の
が
外
部
的
に
現
わ
れ
る
時
で
も
有
意
的
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
単
に
機
械
的
物
理
的
意
味
に
お
け
る
筋
肉
神
経
刺
激
伝
達

(
Z
E
Z
-
E
5
2
E
5る

っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
有
意
的
と
は
一
言
え
な
い
態
度
を
有
意
的
と
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
、
弛
緩
し
た
意
味
で
の

に
す
ぎ
な
い
。
従

有
意
的
態
度
と
認
め
る
こ
と
に
し
て
も
、
何
等
、
事
態
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

犯罪論における行為概念の研究

例
え
ば
、
母
親
が
乳
児
と
一
緒
に
寝
て
い
る
際
、
輯
転
反
側
し
て
、
乳
児
を
圧
死
さ
せ
た
場
合
、
ど
こ
に
有
意
性
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
成
程
、
通
常
の
場
合
、
有
意
性
を
就
寝
前
の
「
寝
る
態
度
」
「
寝
る
意
思
」
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
う
っ
か
り
寝
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
「
犯
罪
の
世
界
の
中
で
、
小
な
る
も
の
の
中

で
、
最
も
小
な
る
も
の
」
に
「
最
大
の
栄
誉
」
が
払
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
忘
却
犯
の
場
合
に
は
、
厳
格
な
意
味
で
の
有
意
性
は
勿
論
、

外
的
状
態
に
対
す
る
反
応
す
ら
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
、

メ
ツ
ガ
!
も
「
認
識
の
な
い
過
失
不
作
為
で
は
、
成
程
、
何
等
現
実
的
心

一
定
の
具
体
的
期
待
と
の
関
係
に
お
か
れ
た
非
意
欲
が
問
題
に
な
一
匁
」
と
し
て
、
リ
ス
ト
リ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

不
作
為
と
は
「
結
果
の
有
意
的
非
血
民
」
で
あ
る
と
い
う
定
義
が
疑
い
も
な
く
可
罰
的
た
り
得
る
忘
却
犯
に
は
適
合
し
な
い
と
批
難
す

る
。
し
か
し
、
メ
ツ
ガ
l
自
身
、
心
理
的
に
は
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
、
行
為
の
要
素
と
し
て
意
欲
を
要
求
す
る

「
意
欲
は
不
作
為
の
本
質
に
属
さ
な
い
」
と
す
る
こ
と
と
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

理
的
現
象
で
は
な
い
が
、

ん
」
晶

c
、

認
識
の
な
い
過
失
不
作
為
に
お
け
る
非
意
欲

(
Z
n
r同

145-rs
は
現
実
に
存
す
る
意
欲
、
即
ち
、

心
理
的
に
確
定
で
き
る
も
の
で
は

北法22(4・71)713



説

な
く
、
価
値
と
い
う
社
会
的
精
神
的
世
界
で
の
存
在
-
で
あ
っ
て
、
現
実
の
世
界
の
中
で
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ

る
o

従
っ
て
、
有
意
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
行
為
概
念
定
義
に
際
し
て
維
持
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
七
日
。

こ
の
有
意
性
概
念
を
行
為
概
念
か
ら
排
除
し
よ
う
と
と
す
る
者
と
し
て
、
先
ず
ヒ
ッ
ベ
ル
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
刑
法
上
重

要
な
行
為
に
属
す
る
意
思
要
素
を
意
思
活
動
と
し
て
で
な
く
、
作
為
、
不
作
為
の
瞬
間
に
意
思
活
動
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

即
ち
、
行
為
自
由
に
求
め
る
。
又
、

論

エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
も
有
意
性
を
「
心
理
的
、
物
理
的
に
他
の
態
度
を
な
す
状
態
に
あ
っ
た
、
即
ち
行
為

自
由
(
回
日
正
-
ロ
ロ
m
M
E
7
2
φ

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

由
、
強
制
等
か
ら
の
自
白
山
」
に
求
め
、
ザ
ウ
ア
ー
も
「
作
用
(
行
為
)
と
は
通
常
、
期
待
さ
れ
得
な
い
社
会
的
事
実
へ
の
傾
向
を
有
す

n
u
v
 

る
人
間
の
自
由
な
(
有
意
的
」
H
E
E
-
-
n
y
)
外
的
態
度
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
こ
の
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
意
性
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
行
為
自
由
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
有
意
性
概
念
は
人
聞
の
意
欲
の
可
能
性
の
外
的
条
件
、
潜
在
的
有
意
性

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
従
来
の
有
意
性
の
概
念
と
は
全
く
異
な
っ
た
意
味
内
容
を
も
っ
有
意
性
概
念
が
得
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

」
の
自
由
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
麻
簿
か
ら
の
自

目
的
性
の
問
題

困
問
日
的
行
為
論
を
批
判
し
て
成
立
し
た
目
的
的
行
為
論
は
成
程
、
因
果
的
行
為
論
の
因
果
教
条

(HESE02と
か
ら
は
解
放
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
真
に
自
然
主
義
的
考
察
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
「
人
聞
は
因
果
知
識

に
基
づ
い
て
自
ら
の
活
動
の
可
能
な
結
果
を
一
定
範
囲
で
予
見
し
、
だ
か
ら
、
種
々
の
目
標
を
設
定
し
、
活
動
を
こ
の
目
標
達
成
に
向
け

て
計
画
的
に
操
縦
す
る
こ
と
が
で
仁
出
。
」
と
す
る
と
き
、
明
ら
か
に
、
因
果
現
象
の
知
的
意
欲
的
予
見
の
人
間
能
力
即
ち
、
精
神
的
範
時

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
あ
ら
ゆ
る
作
用
が
因
果
的
に
規
定
さ
れ
る
因
果
連
関
と
異
な
っ
て
、
予
見
す
る
現
実
化
意
思
に
取

り
込
ま
れ
る
結
果
の
み
が
目
的
連
闘
に
属
す
M
P
」
と
す
る
と
き
に
は
、
心
理
的
範
障
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
脅
し
か
も
、
こ
の

北法22(4・72)714



後
者
の
範
時
、
が
目
的
的
行
為
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
身
体
運
動
が
そ
し
て
、

そ
の
結
果
、
が
何
ら
か
の
意
思
活

動
(
者
己
2
8
W
H
)
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
有
意
性
概
念
よ
り
も
実
質
的
に
、
具
体
的
結
果
と
の
心
理
的
関
係
を
要
求
す
る
範
時
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
意
性
は
「
何
か
が
」
意
欲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
目
的
性
は
具
体
的
結
果
が
意

欲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
心
理
的
事
実
を
問
題
に
す
る
。
即
ち
、
目
的
的
行
為
論
が
目
的
意
識
的
に
因
果
現
象
を
操
縦
す
る
意
思
を
、
外
的

現
象
を
客
観
的
に
支
配
す
る
結
果
意
思
と
し
て
、

ヲ
匂
。

心
理
的
|
目
的
的
概
念
と
し
て
使
用
す
る
と
き
、
因
果
的
行
為
論
以
上
の
困
難
に
陥

犯罪論における行為概念の研究

例
え
ば
「
イ
ス
ラ
ム
教
の
托
鉢
修
道
者
の
悦
惚
的
舞
踊
」

な
い
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
「
恒
常
的
訓
練
に
よ
っ
て
自
動
化
さ
れ
た
身
体
運
動
は
行
為
の
目
的
的
操
縦
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に

支
持
す
る
o

」
と
す
る
が
、
逆
に
支
持
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
訓
練
、
習
慣
に
よ
っ
て
自
動
化
さ
れ
た
態
度
は
も
は
や
計
画
、

操
縦
を
必
要
と
は
し
な
い
の
で
あ
出
。
心
理
的
領
域
|
現
実
的
領
域
の
二
段
階
か
ら
成
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
行
為
論
に
よ
る
と
、
意
欲
さ

れ
た
、
意
識
的
に
操
縦
さ
れ
た
行
為
の
み
が
目
的
的
と
言
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
動
行
為
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
行
為
を
意
思
行
為
(
巧
己

F
B
E
E
-
g
m巾
ロ
)
の
派
生
物
(
ロ
2
-
4
2
4
だ
と
し
て
拡
大
さ
れ
得
る
に
し
て
も
、

「
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
霊
歌
」
等
は
心
理
的
目
的
的
行
為
論
で
は
説
明
が
つ
か

情

動

行

為

(〉片岡巾

T
E
E
-
g
m
g
)
の
説
明
で
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
怒
り
の
発
作
(
巧
己

E
E
C
、
性
的
衝
動
、
放
火
狂

9
1
0
B
Z〉
に

よ
る
放
火
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
衝
動
力
が
意
識
的

F
Y
か
ら
で
は
な
く
、
意
識
下
の
深
み
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
思
索

的
予
見
の
領
域
を
通
過
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
操
縦
下
に
も
な
い
。
即
ち
、
行
為
者
は
行
為
を
意
識
的
に
操
縦
し
て
は
い
な
い
。
行
為

が
計
画
者
と
一
致
し
な
い
。
決
意
が
履
行
に
よ
っ
て
追
い
越
さ
れ
て
い
る
。
情
動
放
出
(
〉
同
片
品
芯
己
『
円
H
C
H
H
m
)

は
人
聞
の
深
層
か
ら
の

爆
発
で
あ
る
。
図
式
的
に
一
言
う
と
「
情
動
行
為
」
は
「
考
え
る
前
に
為
さ
れ
た
。
」

さ
れ
る
前
に
考
え
ら
れ
た
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
(
問
。

「
熟
慮
さ
れ
た
行
為

(
Z
Zユ
巾
宮
市
叶
え
)
」
は
「
為

北法22(4・73)715



説

従
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
目
的
的
行
為
概
念
は
徹
底
的
に
合
理
的
人
間
像
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
故
時
、
因
果
的
行
為
論
の
有
意

性
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
〈
の
刑
法
上
重
要
な
人
間
熊
庭
-V
排
除
せ
ぎ
る
-V
得
た
〈
た
る
の
で
あ
お
r

論

(
1
)

因
果
的
行
為
論
に
よ
る
行
為
概
念
の
内
容
は
、
意
思
|
(
因
果
関
係
〉
|
身
体
運
動
|
(
因
果
関
係
)
!
結
果
と
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
〈
同
一
-

F
F
E
n
y
u母
国
自
色
g
m凹
r
m円仲
間

C
例
え
ば
、
「
人
間
意
欲
(
巧
D
Z
g〉
に
戻
り
う
る

(
N
E
F
n
r
E
r
g
H〉
外
部
世
界
に
お
け
る
変
化
の
作
用

(∞
2
耳
g
巴

」

守

-
E
m
N
y
r
r
z
n
y
品
〉
E
P
ω
・
芯
∞
)
後
に
は
不
作
為
の
身
体
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
外
部
世
界
に
お
け
る

変
化
の
有
意
的
招
来

(
i
E
r
-
-
n
Z
〈。
2
2
n
Eロ
間
)
あ
る
い
は
非
阻
止
」

(
z
z
z
n
y
g
¥二
〉
民
fω
・↓

Nア
)
と
改
説
。
「
有
意
に
よ
っ
て

担
わ
れ
た
身
体
的
態
度
」

(
F
Zロ
m-
。
言
ロ
品
NU問。

ι
2
ω
g片岡
R
E
P
-
O
K戸己
2
・
ω
-
N
0・
〉
「
結
果
を
含
め
た
動
機
づ
け
ら
れ
た
意
思
表
動

(
2
5

E
D
H
-
i
E
o
d司王。ロ
M
Z診
巴

mz口
問
)
」
(
云
-HW・
ζ
ミ
F

P

P

0・
ω・
]
C
M
・
)
「
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
(
昌
宏
g
m
g
m
m
g
)
人
間
態
度
」

(
F
C
S
E
F
T
S
F
R
Z
-
〉・、
HJω
〉
E
2・
ω・

-mm・
)
こ
の
他
に
、
改
説
前
の
岡
山
邑
v
g円
Y
〈〈同一・

0
母
国
白
色
ロ
ロ
問
ω宮
町
ロ
戸
)
並
び
に

Nロ

ロG
T
ロ
P
(〈
町
一
・
り
2
〉ロ同
r
E
仏
南
〈
弓
rHRYgmrrHP
ム
〉
百
四
ア

ω・
豆
町
・
〉
宮
白
山
『
四
日
l
E
2
(〈四一-∞片岡
m
P
R
E
-
-
-
エ
〉
¢
2
・
ω
お
同
町
・
)

ωnyBロ
rmlωnFH主
R
(〈
m
f
g
E
R
g
s
-
}
c
n
r・
-

印

krcb-ω-N品
同
町
・
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
様
に
、
因
果
的
行
為
論
の
代
表
者
達
は

行
為
の
内
部
で
の
重
要
な
意
思
要
素
に
因
果
機
能
を
認
め
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
た
が
、
意
思
概
念
の
異
な
っ
た
使
用
の
故
に
、
責
任
論
の
領
域
で

差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
ベ

l
リ
ン
グ
、
ラ
!
ト
プ
ル
ク
に
よ
る
と
、
行
為
者
の
責
任
問
題
は
何
を
意
欲
し
た
か
に
よ
る
。
故
意
犯

で
は
、
身
体
運
動
が
結
果
を
含
め
て
意
欲
さ
れ
る
。
(
意
思
説
〉
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
結
果
は
決
し
て
意
欲
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
結

果
を
条
件
づ
け
る
身
体
遼
動
の
み
が
意
欲
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
責
任
論
で
は
、
表
象
内
容
か
問
題
と
な
る
。
即
ち
、
故
意
は
意
思
活
動
に
付
惰
す
る
表

象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
意
思
活
動
、
因
果
性
、
結
果
予
見
の
表
象
が
故
意
犯
に
は
必
要
と
さ
れ
る
。
(
表
象
説
〉
〈
m-・
ぐ
-
F
-
M
E
R
-
E
O
開口同
l

i
n
r
-
E
m
仏
B
2
5
r
R
Z
z
n
v
g
回
目
色
Emωvom江
氏
自

JBロ
H
1
2
2
r
R
r
r
u
r
E
E
E
2
r
g
c
a
2
2
F志。
gFortm山
口
口
問
仏
耳
国
Aum巳
R
Yロ
-p

-umm-ω
・
玉
ア
わ
が
国
で
は
、
因
果
的
行
為
説
、
が
通
説
の
観
を
呈
し
て
い
る
が
、
意
思
l
身
体
活
動
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
自
覚
的
な
展
開
は
な
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
意
思
に
基
づ
く
身
体
の
動
静
」
(
青
柳
「
刑
法
通
論
I
総
論
」
昭
和
四

O
年
、
七
-
一
一
頁
)
「
有
意
的
な
身
体
の
動
静
」

(
大
塚
「
刑
法
要
論
」
昭
和
四
四
年
四
四
頁
)
「
意
思
に
基
づ
く
動
作
」
(
植
松
「
刑
法
概
論
I
総
論
」
昭
和
三
五
年
、
二
四
頁
)
「
意
思
決
定
に
基

北法22(4・74)716
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づ
く
身
体
の
運
動
又
は
静
止
」
(
斎
藤
「
刑
法
講
義
」
昭
和
四
五
年
、
四
六
頁
)
な
お
、
下
村
「
ラ
l
ト
ブ
ル
ツ
フ
の
行
為
論
」
中
央
大
学
七
十
周
年

記
念
論
文
集
所
収
昭
和
三
十
年
、
同
「
メ
ツ
ガ
l
の
行
為
論
」
法
学
新
報
第
六
二
巻
第
十
二
号
一
九
五
五
年
参
照
。

(
2
)

豆
島
E
E
-
U
2
5
E
-
p
ω
・
5
印
・
ベ

i
リ
ン
グ
に
よ
る
と
「
行
為
の
内
的
(
精
神
的
)
面
は
身
体
を
動
か
す
、
動
か
さ
な
い
と
い
う
意
思
(
巧
正
也

の
中
に
あ
る
(
有
意
者
E
E
H
)。
」
と
さ
れ
、
こ
れ
が
通
説
の
有
意
性
の
意
味
を
形
成
し
て
い
る
。

(
3
)

例
え
ば
、
自
動
車
の
運
転
手
の
前
に
突
然
、
子
供
が
飛
び
出
し
て
来
る
。
充
分
、
避
止
あ
る
い
は
制
止
可
能
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
驚
悔
の
あ
ま
り
、

ブ
レ
ー
キ
を
踏
も
う
と
し
た
の
が
逆
に
、
加
速
ベ
タ
ル
を
押
し
、
そ
の
結
果
、
傷
害
あ
る
い
は
死
を
招
来
し
た
。
運
転
手
の
意
思
に
反
し
た
あ
る
い
は

意
思
な
し
の
態
度
が
そ
れ
で
あ
る
。
〈
同
一
宮
色
HUFF
口
問

ωお
E
P
ω
・
一
宮
・
問
主
r
g
n
y
u
R
E
S
&
g
m田宮岡丘町戸

ω・二∞・

(
4
)
H
w
a
-
5・
口
角
公
E
F
E
E
-
5
m
m
g
E同
士
ロ

H
F
v
-
2
5
l町
内
回
再

E
E
-
-
U晶子

ω・一

2
・
E

S
∞
N・

(
5
)
〈
問
]
・
冨
巳
70『
F
F
H
民
自
己
g
m
M
F
m
H戸
∞

-
N
m
J
L
3
0
-
F
U
R
S
-と
0・
ω・
5
印
・
合
同
舟
m
F
E
Z
-
巧
司
Z
品
名
H
c
r
r
s
二
E

F
間口氏
ω

ι
2
b
s一g
出
自
己
g
m・
呂
田
?
ω
・
二
ω
・

(
6
)

田口《出口
m
-
U庁

Z
O口出角川口ロロ同日

F
7
2
d『
ωえ
E
Zロ
m-
口
・
切
内
山
ア
出
-
M
〉己
P
-
u
-
kア

ω・さ・

(

7

)

Y
向
日
開
。
ァ
ョ
E
P丹
Z
W
F
〉
"
吋
・
品
〉
£
2
・
ω
-
E・

(
8
)
〈

-FFωN円
lω
円

7
5広
F
F
o
f
r
E
Y
N印
〉
c
p
ω
・
-
8・

(
9
〉
ロ
向
。
N向。
H
-
g
s
p丹
zwω

〉え一
.
ω
.
5
m
.
〉ロ
B
N
N・

(
問

)
ζ
s
m
F
F
P
C
-
ω
・

5
一-

(
け
〉
既
に
、

M
・
E
・
7

イ
ア
!
は
不
作
為
は
意
欲
さ
れ
た
身
体
休
止
で
あ
る
か
ら

(Fω

。・

ω・
5
8、
他
人
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
、
と
り
わ
け

国
家
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
意
思
活
動
は
鋭
く
、
不
作
為
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
忘
却
犯
の
場
合
「
こ
の
不
活
動
は
意
思
活
動
に
基

づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
不
作
為
で
は
な
く
、
従
っ
て
行
為
で
は
な
い
。
」

(
F
P
C
-
ω
・
5
u
l二
口
〉
従
っ
て
、
意
思
活
動
の
な
い
犯
罪
が
存

在
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ド
!
ナ
も
同
様
に
、
行
為
の
本
質
を
意
思
現
実
化
に
求
め
る
時
、
認
識
の
な
い
不
作
為
を
説
明
で
き
ず
、
「
こ
れ
ら

の
場
合
、
成
程
犯
罪
は
存
す
る
が
行
為
は
存
し
な
い
。
と
も
か
く
人
間
態
度
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
通
例
を
確
認
す
る
の
が
例
外
現
象
で
あ
る
。
」

?
?
C
ω

一
品
〉
と
す
る
の
は
、
有
意
性
を
行
為
要
素
と
す
る
限
り
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
。

(
ロ
)
〈
・
出
芯
唱
。
一
-
下
。
rHrznrι
田
辺
白
骨
丹
r
t・
-uωN-ω
・
2
・

(刊日〉

HWロ
mFωnr-pmw・
0
ω
・↓

2
・

北法22(4・75)717



説

(
リ
門

)
ω
2
2・
0
2ロ
ι
g
m
g
ι
g
g
g
P
R
r
a
-
-
u
N
f
ω
-
A
M印
『
・

(
時
)
ノ
ヴ
ァ
コ
ア
ス
キ
ー
は
フ
ォ
ル
テ
ィ
(
巴
買
の
&
g
r
ι
2
N
c
g
E
Z持
岳
・
芯
ωデ

ω・
8

R
〉
、
マ
イ
ホ
1
7
7
1
の
影
響
の
下
に
、
行
為
概

念
を
物
理
的
心
理
的
概
念
と
し
て
で
な
く
、
純
粋
に
、
物
理
的
な
身
体
的
態
度
と
定
義
し
て
、
従
っ
て
、
反
射
運
動
、
外
的
身
体
強
制
下
の
運
動
、

就
寝
中
の
運
動
、
意
識
喪
失
下
の
運
動
を
含
ま
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
過
失
犯
は
意
思
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
態
度
ば
か
り
で
な
く
、
有
意
的

に
支
配
可
能
な
態
度
も
本
質
的
た
り
得
る
と
す
る
時
、
明
白
に
有
意
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
行
為
概
念
か
ら
排
除
し
て
い
る
。

z
c
g
r
c
z
r
r
u
q

2ω

件。ロ
g
n
E
R
Z
g
S
F
2
Z
宮

月

5
8
の
日
ロ
仏
N
E
向。
p
-
∞印♂

ω・ム
ω
同・

(
日
山
)
目
的
的
行
為
論
の
代
表
的
論
者
と
し
て
「
人
間
行
為
は
目
標
活
動
の
履
行
で
あ
る
。
」
「
目
的
性
は
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
因
果
的
関
与
の
結
果
を

予
見
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
目
標
到
達
の
た
め
に
計
画
的
に
操
縦
す
る
能
力
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
因
果
現
象
を
操
縦
す
る
目
標
意
識
的

意
思
が
目
的
的
行
為
の
背
骨
で
あ
る
。
」
(
巧
島
内
f

ロ
自
己

2
耳目凶作

ω
E昨
R
T
w
コ
〉
ロ
『
ア

ω・
ωω
ご
と
す
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
及
び
「
行
為
と

は
操
縦
意
思
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
一
定
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
周
囲
関
係
的
(
己
ヨ
耳
巳
号
向
。
四
g
)
人
聞
の
態
度
。
」
(
冨
E
g
n
y
ロ
2
耳
r
g

ω
E
Z円
rF
〉・、
H
J
A
〉
ロ
戸

ω・
5
ア
〉
と
す
る
マ
ウ
ラ
ツ
ハ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ウ
ラ
ツ
ハ
の
行
為
概
念
は
構
成
要
件
論
に
前
置
さ
れ

る
点
で
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
と
共
通
で
あ
る
が
不
作
為
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
「
何
か
を
し
な
い
こ
と
由

g
g
d
w
r
7吋ロ
E
)
」
の
「
何
か
」
は
刑
法

規
範
か
ら
与
え
ら
れ
る
か
ら
行
為
の
存
在
論
的
要
素
が
評
価
的
な
も
の
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
不
作
為
を
包
合
す
る
行
為
概
念
は
法
概
念

で
あ
る
と
主
張
す
る
点
で
異
な
る
。
又
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
結
果
を
行
為
概
念
に
包
含
す
る
が
マ
ウ
ラ
ツ
ハ
は
結
果
を
含
め
な
い

o
Z
E
E
n
y
o
g
l

z
r
F
ω
・
5
一
民
・
我
が
国
で
は
木
村
「
刑
法
総
論
」
昭
和
四
三
年
、
一
六
六
頁
以
下
。
問
「
犯
罪
論
の
新
構
造
〈
上
)
」
昭
和
四
三
年
、
一

O
七

貰

以
下
。
福
田
「
刑
法
総
論
」
昭
和
四
六
年
、
五
二
頁
以
下
。

(
げ
)
巧
島
。

-L-
印
。
・

ω・
8
・
ω
g
Z
5
2
7
T
E
S
E
-
〉
・
同
J

S吋ア

ω
-
E
-

(
問
)
巧
品
。
}
・

ω
-
m
・

o-
∞・

8
・

(
悶
)
〈
四
一
・

5
F
c
F
U
2
S
E
r
-
ω
・
5
0

(
加
)
メ
ッ
カ
1
も
「
刑
法
体
系
の
基
礎
と
し
て
の
行
為
は
目
的
的
概
念
で
あ
る
。
」
(
〈
O
B
巴
ロ
ロ
仏
q
a
g
h
g
Eロ
民
自
己

g
m
-
E
H
』

N・
3
日
N・

戸
田
吋
ω)
と
い
う
こ
と
を
以
前
か
ら
強
調
し
て
い
た
と
し
て
、
刑
法
的
意
味
に
お
け
る
行
為
が
存
す
る
と
い
う
確
定
の
た
め
に
は
「
行
為
者
が
自
発
的

に
(
者
己

F
Z
F
Z
活
動
し
た
と
い
う
確
実
性
」
で
充
分
で
あ
る
と
す
る
。

(
ω
g
z
n
z・
3
2
・
ω・
5
8
こ
こ
に
、
自
発
的
と
は
意
欲
と
同
義
語

で
あ
っ
て
、
「
個
々
の
意
思
活
動
(
巧
エ
一

g
E
r
c
即
ち
、
行
為
者
自
身
が
自
ら
表
象
し
た
結
巣
の
現
実
化
に
対
す
る
原
因
と
し
て
自
ら
を
置
く
内
的

t命
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心
理
的
活
動
公
g
g
E
z
z
p
mゆ
ゆ

Z
R
r
g
〉
rH〉
」
を
意
味
す
る
。
ハ
ω
-
F
C
ω
・
-
C
印
同
・
〉
〈
同
一
-
宮
内
N
m
z・
0
弓
民
自
伝
g
m
E
ω
E町田
nyy

Z
H
E
E。
7
3
2
ω
円

F
5・
3
印ア

ω・
-N
ア
し
か
し
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
指
摘
す
る
様
に
メ
ツ
ガ
l
の
「
有
意
性
」

U

「
目
的
性
」
と
い
う
の
は
「
何

か
が
」
意
欲
さ
た
て
い
る
と
い
う
に
す
引
き
ず
、
「
何
が
」
意
欲
さ
れ
て
い
る
か
は
「
行
為
論
」
の
範
囲
外
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
の

目
的
性
概
念
と
は
異
な
る
。
(
〈
間
一
-
巧
品
。
一
口
2
2
5
田
正
《
同
盟

ω
E
P
2
7
E
3
R
B
P
M
〉
C
2・∞
-
-
P
〉
ロ
ヨ
一
)
但
し
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
と

同
じ
く
メ
ツ
ガ
ー
は
日
的
性
概
念
を
心
理
的
概
念
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
両
者
は
一
致
す
る
。

(
甘
口
)
出
鉛
-
f
阿
片
山
「
円

Z
E
F問
r
2
H
5
〈
O
B
2問・

3ω
少

ω・
玉

(
辺
)
巧
。
一
N巾一
-
U
E
0
2
z
z
-
ω
・
ωア
〈
四
一
・

4
〈
吾
作
ア
ロ
自

2
5
里
子
ム
〉
戸
M2
・∞
-
P
福
岡
「
過
失
犯
と
目
的
的
行
為
論
」
過
失
犯
i
昭
和
四
四

年
、
二
六
頁
。

(
お
)
〈
住
民
自
}
E
L
)
2
ζ
g
R
r
E
H
N
R
Z・
5
一
ω門
戸

(
-
E
E
C
g
q
o一P
E
E
-
ω
-
M
ω
∞
J
E
2
P
K
F一一四
σ
E
2
5
吋
E
Fロ宮可口
YD一G
開

F

Z
広場

ω-
一
5
・

(
刊
け
)
〈
四
一
-
〉
コ
r己
穴
E
『

B
E
p
p
p
。・

ω・
二

Mw
〉
=
日
一
一
四
・

ハ
お
)
出
g
r
z
w
m
-
P
。・

ω
-
M
8・

(
お
)
〈
同
]
・
』
gnyonFP
口
氏

E
E
P
2
z
z
r
p
ω
・
玉
∞
-
z
s
z一w
F
P
C
-
ω
-
N
ω
吋

l
N
8・
Z
2
a
-
ω
O・
C-
∞
-
N∞
ω・

(
げ
)
民
主
一
-
F
P
C
-
ω
-
A
S
-
-
h
ω
者
向
向
。
g
p
同日戸。
y
m丘
R
Y円メ
2
何
回
当

R
m
O
L
E
E
-
角
川

Y
問。仏官
Z
3・

(
お
)
目
的
的
行
為
論
、
が
人
間
行
為
の
「
典
型
例
」
「
理
念
型
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
者
に
、

kF『円宮司

F
口町

2
5・
P
F
0・
ω
・一

O∞噌

豆
E
r
c
F
F
O
R
ω
C
N
E
0・
∞
-
一
コ
・

ω
E
S
E
E
ユY
ω
・
P

0・
ω・
印
∞
・
〈
四
一
・
出
・
三
宅
R
-
F
P
C
-
ω
・
GU--
《伊良。
-
Z・
ω可
hwP2Z-
〉
-
吋
・

-∞印
ω
・
ω・
会
・
佐
伯
「
刑
法
講
義
(
総
論
〉
」
一
四
八
頁
。
レ
エ
ブ
エ
レ
ン
ツ
も
叉
、
目
的
的
行
為
論
の
合
理
主
義
主
知
主
義
を
批
判
し
て
「
草
案
抑

一
目
:
・
所
為
を
知
識
と
意
欲
で
も
っ
て
現
実
化
す
る
者
は
故
意
に
行
為
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
行
為
者
は
疑
い
も
な
く
、
行
為
を
、
結
果
を
、
因

果
連
関
を
知
っ
て
表
象
し
、
意
欲
し
た
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
生
活
か
ら
か
け
離
れ
た
、
そ
し
て
今
日
の
心
理
的

認
識
と
は
、
統
合
で
き
な
い
行
為
の
心
理
学
が
基
礎
に
あ
る
。
行
為
者
が
行
為
、
結
果
両
者
の
方
法
を
展
望
し
、
熟
考
し
、
行
為
へ
の
決
意
を
把
握
し

た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
理
性
人
が
こ
れ
で
あ
り
、
草
案
が
こ
れ
を
要
求
し
て
い
る
と
す
る
と
、
多
く
の
場
合
、
行
為
が
な
さ
れ
な
い
。
」

と
o
c
z
g
N
-
F円
何

Z
5広
舟
凹
〉

E
3
3
B
U
M
-
3
2
ω
E
R
g
s
z
n
y
S
F
E
E
D
-
c
m
R
F
R
ω
R
F
E
H
N
ω
可

巧

吋

O
ω
・
8
・

(
却
〉
木
村
教
授
が
「
行
為
と
は
予
見
せ
ら
れ
た
結
果
を
実
現
せ
ん
と
す
る
意
識
的
目
的
的
動
作
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
即
決
(
又
は
短
絡
)

行
為
』
(
民
C
Z
N
R
E
E
a
E
E一g
m
)
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
反
対
表
象
の
動
機
化
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
速
さ
で
決
意
が
な
さ
れ
る
に
と

北法22(4・77)719



説

ど
ま
り
、
そ
れ
が
目
的
(
的
)
行
為
た
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。
」
(
「
刑
法
総
論
」
一
六
七
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
目
的
的
行
為
論
か
ら
の
系
離
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
〈
同
一
・
ζ
E
S
Y
P
F
0
・

ω
・
5
∞-
t
司。一

NO--F凶

Ugzz・
ω・
3
印・

論

E 

身
体
性
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
問
題

不
作
為
の
本
質
は
既
に
、
ラ
l
ト
プ
ル
フ
が
正
当
に
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
何
も
し
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
何
か
を
し
な
い
こ
と
、
即

ち
、
法
規
範
、
道
徳
規
範
、
慣
習
、
経
験
等
か
ら
期
待
さ
れ
た
積
極
的
行
為
を
、
換
言
す
れ
ば
、
思
考
さ
れ
た
行
為
を
為
さ
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
但
し
、
こ
の
期
待
概
念
は
法
的
作
為
義
務
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
、
単
に
、
罪
刑
法
定

主
義
と
の
同
誇
反
復
に
す
ぎ
ず
、
何
等
不
作
為
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
期
待
さ
れ
た
積
極
的
行
為
は
身
体

的
運
動
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
不
作
為
時
に
お
け
る
身
体
運
動
(
人
聞
は
常
に
身
体
的
存
在
で
あ
る
)
は
行
為
者
の
身
体
作
用
(
同
公
胃
1

5
t
t
m
F
a
c
と
し
て
存
在
す
る
、
が
、
行
為
の
身
体
性
(
烈
ミ
官
同
町
口
F
F
2
C
と
し
て
は
無
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ベ
l
リ
ン
グ
の
絶
対
的

不
作
為
、
即
ち
「
こ
の
様
に
し
て
行
為
の
意
味
か
ら
抽
象
す
る
と
、
誰
か
が
行
為
を
し
た
と
い
う
確
定
は
外
面
的
に
、
即
ち
彼
が
何
ら
か

(
3
)

ハ
4
〉

の
身
体
運
動
、
非
運
動
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
。
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
非
運
動
の
着
手
」
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
犯
し
、

さ
ら
に
、
行
為
と
は
「
有
意
(
巧

E
E
C
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
人
間
態
度
」
を
意
味
す
る
と
し
て
、
最
近
、

ハ
ウ
マ
ン
が
ベ
l
リ
ン
グ

と
同
様
の
観
点
か
ら
「
作
為
、

不
作
為
に
は
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
身
体
態
度
が
共
通
で
あ
る
、

と
い
う
の
は
、
身
体
態
度
は
決
し
て

積
極
的
活
動
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
何
も
し
な
い
こ
と

(zrzacロ
)
も
ま
さ
に
拡
大
さ
れ
た
身
体
態
度
で
あ
る
。
」

し
、
メ
ツ
ガ

1
も
同
様
に
、
身
体
態
度
を
「
積
極
的
作
為
で
は
身
体
運
動
、

不
作
為
で
は
活
動
(
吋
r
F
m
r
a
c
が
要
求
さ
れ
て
い
る
場

合
の
身
体
的
非
活
動

(
Z
F
n
r
7
4含
提
唱
巾
丘
四
ロ
)
で
あ
る
。
こ
の
身
体
態
度
は
意
思
活
動
の
様
な
内
精
神
的
現
象
で
は
な
く
て
、

に
知
覚
で
き
る
外
部
世
界
に
お
け
る
現
象
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
関
係
」
と
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
不
作
為
の
本
質
を
見
遁
し
て

感
覚
的

北法22(4・78)720
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い
る
o

メ
ツ
ガ
!
が
不
作
為
行
為
の
身
体
性
の
基
礎
と
し
て
、
感
覚
的
に
知
覚
で
き
る
外
部
世
界
へ
の
関
係
を
主
張
す
る
と
き
、
知
覚
で

き
る
も
の
は
作
為
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
誤
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
メ
ツ
ガ
!
自
身
、
不
作
為
の
因
果
性
の
結
節
点
を
求
め
る
際
、
不

作
為
は
心
理
的
l
物
理
的
無
即
ち
、
何
ら
所
与
性
が
な
い
、
従
っ
て
、
外
的
結
果
と
直
接
結
合
が
無
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
自
ら

の
拠
っ
て
立
つ
行
為
論
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
認
識
の
な
い
過
失
不
作
為
で
は
、
身
体
性
と
結
果
の
因
果
性
の

欠
如
の
み
な
ら
ず
、
意
思
と
身
体
性
の
因
果
性
の
欠
如
を
も
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
認
識
の
あ
る
過
失
不
作
為
で
は
、

心
理
的
有
、
物
理

的
無
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

こ
の
物
理
的
無
が
身
体
的
何
か
に
な
る
こ
と
を
メ
ツ
ガ
l
は
身
体
的
非
活
動

(
欠
。
同
℃
巾
同
日

Fnrg

Z
F
n
E
吋
釦
片
山

md司

2rロ
)
に
求
め
る
が
、
行
為
者
の
自
体
作
用
は
不
作
為
と
構
成
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
失
敗
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

マ
イ
ホ

1
7
7
1
が
「
不
作
為
行
為
の
時
点
で
の
行
為
者
に
知
覚
で
き
る
他
の
任
意
の
活
動
は
タ
自
然
的
。

不
作
為
の
タ
身
体
的
非
活
動
。
で
は
な
い
。
)
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

経
験
に
と
っ
て
は
何
ら
か
の
身
体
的
作
為
で
あ
る
が
、

ら
に
、

「
我
々
の
思
惟
の
論
理
的
、
認
識
論
的
形
成
は
完
全
に
無
内

メ
ツ
ガ
l
は
期
待
さ
れ
た
行
為
を
中
間
項
と
し
て
置
か
な
い
限
り
、

容
に
な
る
。
」
と
し
て
、
不
作
為
の
「
身
体
性
」
の
結
節
点
を
「
期
待
さ
れ
た
行
為
」
に
求
め
る
が
、
こ
の
行
為
は
仮
設
的
な
も
の
で
あ

犯罪論における行為概念の研究

る
か
ら
、
現
実
界
で
は
無
で
あ
る
。

る2
O~ 従

即っ
ちて

因
果
的
行
為
論
者
の
中
で
も

リ
ス
ト
、
ラ
l
ト
ブ
ル
フ
は
不
作
為
の
本
質
を
正
確
に
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

リ
ス
ト
は
ご
く
初
期
の
有
意
的
身
体
運
動
に
代
え
て
、
「
行
為
と
は
外
部
世
界
に
お
け
る
変
化
の
有
意
的
招
来
、
あ
る
い
は

非
阻
止
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
明
確
に
身
体
性
を
放
棄
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
作
為
を
有
意
的
運
動
と
す

れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
は
不
作
為
に
お
い
て
は
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、

の
非
着
手
の
中
に
見
る
の
で
あ
る
。

不
作
為
の
本
質
を
行
為
の
可
能
性
、
行
為

さ
ら
に
「
身
体
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
困
難
を
生
ず
る
一
連
の
犯
罪
が
存
す
る
。
例
え
ば
、
爆
発
物
を
運
搬

北法22(4・79)721



説

し
て
来
た
者
か
ら
、
暗
黙
裡
に
保
管
を
了
解
す
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
は
、
身
体
運
動
と
何
等
関
係
が
な
い
と
言
え
る

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
所
持
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
叉
、

論

酒
気
帯
び
運
転
の
場
合
で
も
勿
論
、
先
行
行
為
、
即
ち
飲
酒
行
為
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
運
転
し
さ
え
し
な
け
れ

ま
さ
に
、
酒
気
を
帯
び
な
が
ら
運
転
す
る
と
い
う
状
態
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ば
違
法
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ハ
1
)
〈
包

-m邑
σ
E
n
y
-
U四
回
g
e
s岡
町

Z
間
口
氏
・

ω・
5
印・

(

2

)

マ
イ
ホ
l
フ
ァ
ー
が
「
不
作
為
行
為
は
グ
思
考
さ
れ
た
四

amnrz
現
実
性
の
領
域
か
ら
始
め
て
、
即
ち
、
刑
法
的
態
度
規
範
か
ら
生
ず
る
期
待
さ

れ
た
態
度
の
尺
度
で
汐
身
体
的
4

何
か

(
2
3る
に
な
る
。
」
(
ロ
司
出
E
L
-
g間的
romHE唱

ω・
一
回
)
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
違
法
性
の
問
題
で
あ
っ

て
、
行
為
論
の
問
題
と
交
錯
し
て
い
て
適
切
で
な
い
。
〈
悶
「
〉
正
E

F
戸町
g
g
p
U
F
O
F仏
E
Z口
同
町
ミ
℃
O
P
2
5
V再
開
門
問
。
-
m
ω
E
B
R
V
B
古

ω
E
P
R
Y
F
吉
日
開
タ

ω
n
r
E会
1
司
自
書

E
F
∞-
N
C
C

同
町
・
カ
ウ
フ
マ
ン
も
こ
の
論
文
の
中
で
「
期
待
さ
れ
た
作
為
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
不
作
為
概

念
に
対
し
て
で
は
な
く
、
不
作
為
の
不
法
に
対
し
て
構
成
的
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
口
町

g
g
g
m
F
R
y
o・

s・
一
宏
司
〉
ロ
ヨ
∞
一
〉
の
論
文
で

は
、
法
秩
序
(
結
果
避
止
の
法
義
務
〉
の
期
待
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
限
り
正
当
で
は
あ
る
が
結
果
避
止
一
般
の
期
待
(
道
徳
、
習
慣
、
慣
習
、
法
)

は
不
作
為
概
念
に
属
す
る
と
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
因
果
現
象
に
対
す
る
「
答
責
性
」
の
人
的
行
為
要
素
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る

の
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

〈

3
〉
切
乙
g
m・
0
弓
戸
。
7
3
〈
G
B
〈勾同町。
n
y
g
-
-
u
o一少

ω・
手

(
4
)
〈
間
一
・
〈
・
凶
戸
『
ロ
己
『
?
?
?
0
.
ω
-
Z
ω
・】
O
R
F
R
r
.
U
M円
ω汁宮
内

『

R
Z一w
r
p
ω
・一
A
N
・

(
5
)
切

E
E
S
P
E
E
P
R
Z
-
ω
・
ミ
ム
・

(
6
〉

忽
a
m
F
ω
同g
P
R
Z・
同
・
〉
・
、
同
，
・
品
〉
出
向
}
ω
・
1

(
7
)

〈
四
一
-
玄
丘
町
立

F
F
白・

0
・
ω・
コ
こ
の
こ
と
は
「
感
覚
的
に
知
覚
で
き
る
外
部
世
界
」
の
存
し
な
い
真
正
不
作
為
犯
で
は
明
ら
か
で
あ
る
。

《
】

OB伶
F
0・
0
2
ぐ
2
M
c
n
r
ι
2
C
2
2
F田口口問・

3
h
の〉・一回目∞・

ω
-
M∞
∞
ロ
・

〈

8
)
冨
日
開
。
ッ

ω可
弘
司
nz-ω

〉出
2
・
ω・
5
∞
〉
ロ
E
M
M
-

(
9
)

宮白
F
C『
戸
口
。
門
出
E
円
山
一
戸
口
四
谷
高
江
戸

ω
一∞-
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犯罪論における行為概念の研究

(
叩
)
冨
自
問
。
円
・

2
2四円。円
Z
-
ω
k
F
E
2
・∞・

5m-
〉
白
出

M
M
-

(
け
)
ベ

1
リ
ン
グ
も
「
行
為
と
は
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
人
間
態
度
が
存
す
る
時
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
操
縦
す
る
意
思
が
何
を
目
指
し

て
い
よ
う
と
存
す
る
。
」

(
U芯

F
S
F
ω
・
ミ
・
)
と
す
る
時
、
身
体
性
の
欠
如
の
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
刑
法
の
基
礎
」
(
の
E
l

出
品
N
Z悶

P
ω
・
M
O
)

で
は
最
後
ま
で
身
体
性
を
維
持
し
て
い
る
。

(

ロ

)

〈

-
F
F同
F

H

L
角
川

Y
H『

cnr・
-
N
¥
一
ω
〉
ロ
2
・
ω・一
N
ム・

〈
門
川
〉
∞
円
r町長
Tω
の
『
邑
F

F

F

0
・
ω・
ω
O
R
・
な
お
、
木
村
教
授
は
不
作
為
の
行
為
性
の
基
礎
づ
け
と
し
て
「
人
を
殺
さ
な
い
と
い
う
不
作
為
は
、

人
を
殺
す
と
い
う
こ
と
を
標
準
と
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
要
素
を
含
ん
だ
作
為
例
え
ば
人
を
殺
さ
な
い
で
散
歩
す
る
と
い
う
よ
う
な
一
定
の
作
為
、

従
っ
て
行
為
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
非
行
為
で
は
な
く
、
行
為
で
あ
り
得
る
」
〈
総
論
一
六
八
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
他
行
行
為

説
と
同
じ
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
妥
当
で
な
い
。
ま
た
教
授
は
、
忘
却
犯
を
も
目
的
的
行
為
で
あ
る
と
し
て
「
構
成
要
件
的
に
重
要
で
な
い
結
果

を
認
識
し
た
目
的
(
的
〉
行
為
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
・
:
。
例
え
ば
、
転
轍
手
が
飲
酒
し
て
い
た
た
め
に
失
念
し
て
転
轍
を
怠
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
飲
酒
行
為
は
目
的
(
的
)
行
為
に
外
な
ら
な
い
。
」
(
総
論
、
二
ハ
七
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
う
っ
か
り
寝
む
り
込
ん
で
し
ま
っ

た
場
合
で
す
ら
目
的
的
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
参
照
。
福
田
、
総
論
、
五
七
頁
注
(

2

)

こ
れ
に
対
し
て
、
佐
伯
、
講
義
、
一
四
六

真
、
注
(
2
〉。

(
M
門
)
例
え
ば
、
臓
物
収
受
罪
(
刑
法
二
五
六
条
)
、
爆
発
物
所
持
罪
(
爆
発
物
取
締
罰
則
三
条
)
酒
気
帯
び
運
転
の
禁
止
(
道
路
交
通
法
六
五
条
〉
麻
薬

所
持
罪
(
麻
薬
取
締
法
一
二
条
〉
等
。

第
二
節

体
系
的
機
能
の
考
察

因
果
的
行
為
論

行
為
概
念
が
犯
罪
論
体
系
の
礎
石
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
系
的
矛
盾
を
招
来
す
る
こ
と
な
く
、
体
系
を
整
序
で
き
る
か

が
問
題
と
な
る
。

違
法
性
の
問
題
か
ら
検
討
し
よ
う
。
代
表
的
な
因
果
的
行
為
論
者
に
よ
れ
ば
、
違
法
と
い
う
の
は
法
の
客
観
的
規
範
に
違
反
す
る
こ
と

北法22(4・81)723



説

を
意
味
す
る
。
こ
の
法
は
「
客
観
的
生
活
秩
序
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
不
法
は
「
こ
の
秩
序
の
侵
害
」
と
さ
れ
る
。
秩
序
づ
け
る
法
意
思

の
対
象
は
「
何
が
こ
の
秩
序
に
適
合
し
、
何
が
反
す
る
か
」
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
法
は
「
客
観
的
評
価
規
範
」
と
し
て

機
能
す
る
。
だ
か
ら
「
違
法
性
〈
不
法
)
は
行
為
と
法
秩
序
と
の
矛
盾
に
関
す
る
非
人
格
的
!
客
観
的
判
断
守
口
胃
同
日

S
-
w
r
l
S
E
Eろ

で
あ
る
が
、
責
任
は
行
為
の
行
為
者
に
対
す
る
帰
属
」
と
す
る
「
客
観
的
違
法
論
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
利
益
の

保
護
が
規
範
秩
序
の
意
味
で
あ
り
:
・
利
益
の
侵
害
の
中
に
違
法
性
が
働
句
」
と
す
る
と
き
、
不
真
正
不
作
為
犯
で
は
直
ち
に
困
難
を
呈
す

る
の
で
あ
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
結
果
回
避
義
務
が
違
法
性
の
本
質
的
要
素
を
構
成
す
る
。
だ
か
ら
、
法
令
に
よ
る
義
務

(
例
え
ば
、
父
親
と
し
て
、
医
者
と
し
て
等
々
)
、
契
約
上
の
義
務
(
登
山
案
内
人
等
〉
、
先
行
行
為
に
よ
る
義
務
等
は
す
べ
て
、
一
定

の
人
(
官
同
由
。
ロ
)
の
社
会
的
地
位
、
役
割
を
度
外
視
し
て
は
違
法
性
の
確
定
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

過
失
犯
の
領
域
で
も
因
果
的
行
為
論
は
失
敗
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
因
果
的
行
為
論
に
よ
れ
ば
過
失
は
常
に
、
責
任
種

3
n
r

己
含
ス
)
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
お
v

従
っ
て
、
因
果
的
行
為
論
者
で
あ
る
パ
ウ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
結
果
の
避
止
不
可
能
性
は
違
法
阻
却

f命

事
由
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
子
供
や
自
殺
者
が
自
動
車
の
前
に
突
然
、
飛
び
込
ん
で
き
て
、
も
は
や
適
切
に
制
止
し
得
な
い
と

き
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
し
か
し
、
違
法
性
阻
却
事
由
と
は
行
為
者
に
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
他
方
、

被
害
者
に
は
法
益
の
侵
害
を
耐
え
る
義
務
の
発
生
を
意
味
す
る
。

「
殺
人
の
権
利
を
与
え
ら
れ
る
ノ
し
こ
の
奇
妙
な
結
論
は
「
結
果
の
避

止
可
能
性
」
が
違
法
性
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
因
果
的
行
為
論
で
は
考
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
従
っ
て
、
可
能
性
の
問
題
を
許
容
性
の
問
題
に
す
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
合
理
な
結
論
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
不
合
理
な
結
論
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
客
観
的
予
見
可
能
性
、
客
観
的
避
止
可
能
性
を
構
成
要
件
該
当
性
(
違
法
性
)
で
問
題

と
す
る
こ
と
は
、
因
果
関
係
論
と
し
て
、
相
当
説

意
味
す
る
。
客
観
的
結
果
回
避
義
務
を
違
法
性
の
犯
罪
要
素
と
す
る
こ
と
は
「
行
為
に
関
す
る
現
実
の
判
断
」
で
は
な
く
「
行
為
者
に
対

(
K
戸
内
田
判
明
お
ロ

NFgHF巾
)

条
件
説

aazmロ諸国件
}Mg同庁〉

を
採
用
し
、

の
放
棄
を
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す
る
人
的
批
難
」
即
ち
「
人
が
為
す
べ
き
で
あ
り
、
為
す
こ
と
が
で
き
た
様
に
は
、
汝
、
こ
こ
で
行
為
し
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
を

問
題
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
「
客
観
的
不
法
概
念
」
の
放
棄
を
意
味
す
る
。

責
任
論
の
領
域
で
も
問
題
は
残
る
。
「
有
意
性
」
概
念
は
そ
の
内
容
を
全
く
無
視
し
た
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
責
任
論
で
は
、

認
識
の
な
い
過
失
に
あ
っ
て
は
結
果
の
主
観
的
予
見
可
能
性
が
認
識
の
あ
る
過
失
並
び
に
故
意
犯
に
あ
っ
て
は
結
果
の
主
観
的
予
見
が
心

理
的
要
素
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
責
任
実
体

S
n
yロ
E回
国
内

T
a
z
r
)
を
構
成
し
、
こ
れ
に
対
し
て
責
任
批
難
が
可
能
に
な
る
。
従
っ
て
、

責
任
の
実
質
は
意
思
内
容
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
意
性
概
念
は
全
く
排
他
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
っ
て
内
容
を
包
含
す
る
余
地
は

全
く
無
い
か
ら
責
任
評
価
の
結
節
点
た
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
因
果
的
行
為
論
は
違
法
性
論
に
お
い
て
も
、
責
任
論
に
お
い
て
も
体
系
的

に
維
持
で
き
な
い
。

犯罪論における行為概念の研究

(
1
)
云
自
問

2
・

ω
E『
HREω
〉ロ
2.ω
・

5
N
R

(
2
)
Z
R
m
F
P
E
F再
Z
F
品
〉
己

2・
ω・
2
・

(
S
E
E
-
E
F
E
n
z
g
r
z
a
n
E
g
g
s
g
n
r
z
L
U
E
-
ω
・
二
回
・
〈
間
一

-

E
口
問
己
目
ロ
生
向
0

・
ω・
8
ほ

L
-
C
E
L
M
¥一ω
〉
ロ
戸

ω・
ζ
一
・
「
国
家
規
範
に
よ
っ
て
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
へ
の
攻
撃
」
わ
が
国
で
は
、
利
益
侵
害
説
を
強
く
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
江
家
「
法
規

範
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
社
会
的
生
活
利
益
す
な
わ
ち
法
益
を
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
」
(
「
刑
法
(
総
論
)
」

昭
和
二
六
年
、
八
五
頁
。
〉
滝
川
「
刑
法
に
お
い
て
は
違
法
行
為
を
対
向
せ
ら
れ
る
被
害
者
の
利
益
が
違
法
の
実
質
」
(
序
説
、
八

O
頁
。
)
ノ
ヴ
ァ

コ
ヴ
ス
キ
ー
は
「
行
為
は
常
に
そ
れ
が
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
の
み
違
法
で
あ
る
。
」

(Zogrosr・
?
?
。
・

ω・
印
日
・
)
と
い
う

「
客
観
的
違
法
論
」
を
忠
実
に
「
行
為
概
念
」
に
反
映
さ
せ
て
い
る
論
者
と
言
え
よ
う
。
〈
問
?
の
か
ω
持一
-
F
P
C
-
ω
・由吋・

(
4
)

マ
イ
ホ
l
フ
ア

l
は
ハ
イ
デ
ガ
I
の
「
存
在
と
時
間
」

3
2ロ
g
L
P
F
沼恒
2
5
z
g内
庁
間
四
司
)
の
重
要
な
範
瞬
で
あ
る
「
世
界
内
存
在

Q
ロl

円山
2
1当。一昨
lω
包
囲
〉
」
を
「
法
内
存
在
(
ゲ
ム

qad司
岳
lιglH凶
onrzjω
包
ロ
)
」
と
し
て
応
用
を
試
み
た
「
法
と
存
在
」
(
岡
山
R
Z
ロ
邑

ω。
F
5
2〉

の
中
で
人
聞
の
実
存
(
冨
gRZFnZHWHEEMN〉
は
本
質
的
に
社
会
的
・
実
存
(
岡
村
芯
芯
何
HFmgR〉
と
す
る
。
即
ち
、
現
存
在
〈

F
3る
は
自
己
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説

存
在

(V-Ego-る
ば
か
り
で
な
く
「
と
し
て
存
在
〈
邑
需
宮
)
」
で
も
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
連
結
を
「
客
観
化
(
。
z
m
E
S苦白)」

と
名
づ
け
る
。
〈
同
一
-
害
宮
町
F
F
H
C
R
R
E
S
3
E
Z
H
M
C
H
己号明
S
E
E
P
-
u
戸
ω
-
Z
P
E
g
-
印
・
従
っ
て
、
不
真
正
不
作
為
犯

に
お
い
て
は
「
保
障
者
地
位
(
の
釦
H
g
s
a
g
-
Z口
問
〉
」
と
「
保
障
者
義
務
(
の
白
g
E
g又
znvC
」
と
は
厳
密
な
区
別
を
必
要
と
す
る
。
前
者
が
不
法

構
成
要
件
要
素
(
作
為
義
務
を
根
拠
づ
け
る
事
情
)
を
構
成
し
そ
の
錯
誤
は
構
成
要
件
錯
誤
で
あ
る
。
後
者
は
法
的
判
断
即
ち
違
法
性
判
断
で
あ
っ

て
、
そ
の
錯
誤
は
禁
止
の
錯
誤
で
あ
る
。
〈
伺
】
・
〉
2
7日
開
E
E冨ロ
P
N
E
M
H
R
Z
S
Z
5
5
R
Z
g
c
z
a
-
B
E
E悶
ωLOZE0・
5
H
伊
F己仏

g
L
ω
g
F
呂田町・

ω・一品目

h
F
-
P白色「
0・
N己
門
戸
OHH540ロ
《
世
間
口
口
角
官
民
話
ロ
吋
巳
r
g宮口
LMgqrロ邑
g
-
2
H
』

N・
3
2・∞
-
m印
ω
吟・

4

司。
-
N
O
-
-
U
8
0
2
Z口宮

ω
E
P
R
V
F
二
〉
己
2
・
3
m
p
ω
・
N
S・

(
5
)

〈
問
「
〈
-
F
E
F
H
L川町
z
n
y
一M¥]ω
〉口町一
-ω
・
5
品
開
問
よ
冨
a
向。
Fω
昨日間

HRZ-ω

〉口町一-∞・

2
u
R
-

(
6
)

〈同一
-MNog-Nω
可
巧
∞
0

・
ω・
ヨ
「
巳
・

ω口7
5
E
F
E
U
F
E
E
-
c晶
m
r
r
p
E
u
肘
口
問
胃
rl司
自
耳
E
F
E
E
-
-
ω
品∞・〉
5
5
J

4

司自布一白・

ω
5同
5
7
Y
〉・、
H

，・

3
8・∞
-
-
2・

(
7
)
〉
H
岳
民

F
Z同
E
S
F
U
F。
cue-D同
E
n
F
ω
-
U
2
・
何
〉
・

d
〈

D
-
R
-
U
R
Fロ
ι一5
m
m
F四
円
以
ご
ロ
仏
R
F
E
S
S
〈
2
5
Z
P
一回
E-

ω・一回・

論

E 

目
的
的
行
為
論

目
的
性
概
念
と
故
意
概
念
の
相
異
に
よ
る
体
系
的
混
乱

「
立
法
者
は
物
理
的
自
然
の
法
則
に
拘
束
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
規
制
客
体
に
於
け
る
一
定
の
事
物
論
理
的
公
営
E
。
包

R
Z
構
造

を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
規
制
は
必
然
的
に
失
敗
す
る
。
と
り
わ
け
行
為
の
存
在
論
的

(
O
E♀
o札
m
n
r
〉
構

造
は
あ
ら
ゆ
る
評
価
、
規
制
の
前
所
与
で
あ
る
。
行
為
を
規
範
化
し
よ
う
と
す
る
者
は
行
為
の
存
在
論
的
構
造
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
立
法
者
も
人
間
目
的
活
動
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
故
意
の
機
能
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
立
法
者
が
そ
れ
を
規
範
化
し
ょ

さ
も
な
い
と
規
制
客
体
を
失
う
。
」

う
と
す
る
時
、
規
制
に
お
い
て
は
そ
れ
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
し
て
、

目

的

性
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(EE--芯
岬
〉
を
因
果
性
と
同
じ
く
存
在
論
的
概
念
で
あ
り
、
故
意
が
目
的
性
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
き
、
果
し
て
、

目
的
性
概
念
か
ら
故
意
概
念
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
為
論
の
哲
学
的
保
証
者
(
の
巾
司
書
ロ
自
由
ロ
ロ
)
と
さ
れ
て
い
る
N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
目
的
連
闘
を
検
討
し

て
み
る
と
勺
目
的
連
関

(
E
S
F
Z
Zる
は
履
行
意
識
裡
で
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
互
に
分
離
し
、
孤
立
化
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
第
一
活
動
(
〉
宮
〉
、
時
間
の
流
れ
を
超
越
し
た
意
識
裡
の
目
標
の
設
定
、

将
来
の
も
の
の
予
見
と
し

て
。
第
二
活
動
、
意
識
裡
に
お
け
る
設
定
さ
れ
た
目
標
か
ら
の
手
段
の
選
択
(
後
退
的
決
定
)
。
第
三
活
動
、

(
H
R
Z
E
c
b
m白
河
巾
即
日
官
。
潟
、
)
さ
ら
に
、
こ
の
白
標
設
定
、
手
段
の
選
択
、

一
連
の
選
択
さ
れ
た
手
段

に
よ
る
現
実
化
、

の
三
個
の
活
動
で
、
意
識
は
二
度
挿
入
さ
れ
る
と
す
る
。
第
一
に
は
、
目
標
設
定
意
識
、
第
二
に
は
現
実
化
意
識
。
と
い
う
の
は
、
第
一

活
動
、
第
三
活
動
は
直
接
、
意
識
か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
活
動
は
現
実
化
に
対
し
て
、
第
一
の
活
動
と
と
も
に
狭
い
統
一

体
守
口
唱
同
町
田
口

rac
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
活
動
と
結
び
つ
く
。

現
実
化

意
識
裡
の
外
の
法
則
的
過
程

「
即
ち
、
目
的
構
造
に
お
い
て
意
識
の
二
つ

の
主
要
機
能
を
意
欲
的
(
請
。
ロ

gε
並
び
に
行
為
的

(72母
Fε
意
識
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
。

犯罪論における行為概念の研究

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
行
為
論
の
目
的
構
造
は
本
質
的
に
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
行
為
構
造
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
二
点
の
ず
れ
が
あ

M
r
そ
の
一
点
目
は
、

N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
で
は
前
設
定
さ
れ
た
目
標
と
現
実
化
さ
れ
た
目
標
は
存
在
様
式

(ω
巳

5
5
5
)
に
お
い
て
異

な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
内
容
の
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
目
的
的
行
為
論
で
は
、
打
撃
の
錯
誤
、
概
括
的
故
意
、
〉
客
体
の
錯

誤
の
場
合
で
も
、
客
観
的
予
見
可
能
性
領
域
、
即
ち
、
相
当
性
の
範
囲
内
で
の
ず
れ
で
あ
る
限
り
、
前
設
定
さ
れ
た
結
果
と
異
な
っ
た
結

果
が
生
じ
た
時
で
も
目
的
性
即
ち
故
意
を
認
め
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
目
的
的
構
造
が
刑
法
解
釈
学
の
た
め
に
多
分
に
修
正
を
受
け
て

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

よ
り
重
要
な
相
違
は
、

N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は
目
標
設
定
意
識
、
現
実
化
意
識
を
意
図
(
〉
官
庁
宮
〉
と
同
義
語
と
し
て
使
用
し
て
い
た
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説

が
、
そ
れ
に
対
し
、
目
的
的
行
為
論
は
目
的
的
行
為
意
思
を
獲
得
さ
れ
る
べ
き
結
果
を
超
え
て
、
副
次
的
結
果
へ
も
拡
げ
た
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
行
為
者
が
そ
れ
を
確
実

(
m
g
iき
だ
と
考
え
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
計
算
し
た

場
合
に
は
目
的
構

(
同

Awnr
ロ
巾
ロ
)

論

造
に
包
含
さ
れ
る
が
、
行
為
者
が
そ
れ
は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
と
信
頼
し
た

(
4
2片
岡

2
8
)
可
能
な
結
果
は
目
的
連
関
か
ら
排
除
さ
れ

M
r
し
か
し
、
こ
れ
も
又
、
徹
底
さ
を
欠
い
て
い
る
。
目
的
的
行
為
意
思
が
確
実
な
因
果
性
の
意
識
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
と
、
未
必
の

故
意
は
排
除
さ
れ
る
し
、
目
的
的
行
為
意
思
が
可
能
な
因
果
性
の
意
識
を
も
含
め
る
と
認
識
あ
る
過
失
も
又
目
的
構
造
に
含
ま
れ
る
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。
目
的
的
行
為
概
念
か
ら
は
未
必
の
故
意
を
も
目
的
性
概
念
に
含
め
る
と
認
識
の
あ
る
過
失
が
目
的
的
行
為
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
の
区
別
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
可
能
性
あ
る
結

果
の
非
発
生
へ
の
信
頼
、
木
村
教
授
、
福
田
教
授
に
よ
れ
ば
「
結
果
の
発
生
を
認
容
」
と
い
う
様
に
、
全
く
情
緒
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

何
等
目
的
性
と
は
関
係
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
不
徹
底
さ
は
つ
い
て
は
、
既
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
認
識
あ
る
過
失
に
と
っ
て
特
徴
的
な
結
果

の
非
発
生
へ
の
希
望
は
刑
罰
価
値
性
の
程
度
に
つ
い
て
の
み
異
な
っ
て
い
て
、
可
能
な
因
果
性
の
意
識
に
つ
い
て
は
何
等
変
ら
な
い
。
行

為
構
造
を
注
視
す
る
と
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
責
任
段
階
が
異
な
る
。
」
と
し
て
目
的
性
は
認
識
の

あ
る
過
失
に
も
拡
大
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
目
的
性
即
故
意
と
い
う
図
式
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
目
的
性
概
念
に
何
等
か
の
情
緒
的
要
素
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
認
識
の
あ
る
過
失
と
未
必
の
故
意
を
、
両
者
と
も
に
副
次
的
結
果
の
発
生
を
意
識
し
、
目
的
的
被
覆

で
あ
る
。
実
際
、

決
定
、
意
思
に
よ
る
因
果
過
程
の
操
縦
は
共
通
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
方
で
は
、
行
為
者
は
結
果
を
ど
う
で
も
よ
い
と
考
え
て
お

り
、
他
方
で
は
、
そ
の
不
発
生
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
す
る
時
、
目
的
的
行
為
論
の
故
意
概
念
は
「
犯
罪
的
結
果
へ
の
一

定
の
情
緒
的
態
度
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
目
的
性
」
と
い
う
付
加
的
要
素
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
目
的
性
概
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念
の
知
的
要
素
、
意
思
的
要
素
の
区
別
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
情
緒
的
要
素
が
加
わ
っ
て
故
意
概
念
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
主
張
す
る
存
在
論
的
範
鴨
と
し
て
の
目
的
性
概
念
と
は
何
等
関
係
の
な
い

」
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
目
的
的
行
為
論
者
と
違
っ
て
、
ガ
ラ
ス
は
こ
の
事
態
を
正
確
に
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
v

彼
は
故

意
は
心
理
的
概
念
で
あ
っ
て
、
不
法
の
意
識
を
包
含
す
る
悪
意
と
は
異
な
る
、
他
方
、
目
的
性
概
念
に
つ
い
て
は
行
為
目
標
へ
の
関
係
の

み
を
、
行
，
為
の
衝
動
契
機
(
〉
ロ
丹
江
各
回
目
。

g
g
H〉
の
み
を
包
含
す
る
結
果
の
意
欲
即
意
図
に
限
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
な
が

ら
も
、
行
為
は
意
思
の
現
実
化
で
あ
る
と
す
る
行
為
の
主
観
的
意
味
の
観
点
か
ら
は
狭
す
ぎ
る
と
し
て
、
意
思
活
動
を
引
き
起
す
表
象
ば

か
り
で
な
く
、
行
為
者
が
行
為
し
な
が
ら
考
意
す
る
全
体
の
行
為
像
(
叶
Z
Z
E
)
も
含
め
て
「
こ
の
像
が
獲
得
さ
れ
る
べ
き
結
果
と
並

ん
で
、
獲
得
さ
れ
る
べ
き
結
果
の
必
然
的
な
あ
る
い
は
可
能
な
帰
結
と
し
て
、
又
は
、
可
能
な
二
者
択
一
的
結
果
と
し
て
表
わ
れ
る
そ
れ

以
上
の
結
果
あ
る
い
は
行
為
状
況

a
g
pロ
唱
白
色
弘
正
丹
市
と
を
も
含
む
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
行
為
の
目
的
的
内
容
に
属
す

zuJ

ガ
ラ
ス
に
よ
る
と
、
可
能
な
望
ま
れ
な
い
結
果
の
表
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
望
ま
れ
た
目
標
へ
自
ら
の
作
為
を
操
縦

と
す
る
。
だ
か
ら
、

犯罪論における行為概念、の研究

す
る
場
合
、
望
ま
れ
な
い
結
果
も
、
元
々
、
操
縦
の
範
囲
に
属
し
、
そ
れ
が
実
際
に
発
生
し
た
場
合
に
は
行
為
者
の
業
(
巧
R
W〉

っ
て
、
盲
目
的
招
来
の
出
来
事
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
目
的
性
の
概
念
は
認
識
あ
る
過
失
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ガ
ラ
ス
は
未
必
の
故
意
と
認
識
の
あ
る
過
失
の
区
別
は
動
機
評
価
、
心
情
評
価
に
あ
る
と
す
る
。
そ
の
行
為
が
結
果
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
希
望
、
期
待
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
保
護
さ
れ
る
法
益
や
法
秩
序
の
諸
要
求
に
対
し
て
無
関
心
を
示
す

者
が
未
必
の
故
意
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
準
は
ガ
ラ
ス
自
身
認
め
る
よ
う
に
、
行
為
の
目
的
的
意
味
に
は
関
係
が
な
い
。
そ
の
非

難
可
能
性
の
程
度
に
関
す
る
。
従
っ
て
、
目
的
性
概
念
は
故
意
概
念
よ
り
も
広
く
な
る
。
ガ
ラ
ス
は
こ
れ
を
美
的
欠
陥

(ωnEロ
r
a
Eー

巾

rrc
で
は
あ
る
が
、
体
系
上
の
困
難
は
生
じ
な
い
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
未
必
の
故
意
は
悪
意
と
同
じ
く
、
目
的
性
の
領
域
を

で
あ
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説

突
破
し
て
、
従
っ
て
、
不
法
構
成
要
件
を
超
え
て
、
責
任
構
成
要
件
に
属
す
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
目
的
的
行
為
論
の
主
張

論

で
あ
る
故
意
構
成
要
件
と
過
失
構
成
要
件
は
既
に
不
法
構
成
要
件
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
矛
盾
を
意
味
す
る
。

と
い
う
の
は
、
未
必
の
故
意
は
責
任
論
の
領
域
で
確
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ガ
ラ
ス
の
弁
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
体
系
上
の

困
難
が
生
ず
る
と
言
え
る
。

情
緒
的
要
素
に
よ
っ
て
故
意
と
過
失
が
区
別
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
目
的
的
行
為
論
者
の
よ
う
に
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
と
す
る
立

場
か
ら
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
目
的
的
行
為
論
者
で
あ
る
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
っ
て
情
緒
的
要
素

「
故
意
は
操
縦
意
思
か
ら
の
避
止
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
そ
の
発
生
や
存
在
が

可
能
な
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
結
果
及
び
状
況
(
冨

OE--Hrg)
を
含
む
。
」
と
し
て
結
果
回
避
処
置
の
有
無
に
よ
っ
て

未
必
の
故
意
と
認
識
の
あ
る
過
失
を
分
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
目
標
達
成
へ
向
け
ら
れ
た
行
為
が
同
時
に
希
望
さ
れ

な
い
(
ロ
ロ
向
者
台
湾
宮
)
副
次
的
結
果
の
避
止
へ
と
操
縦
さ
れ
る
場
合
と
し
て
二
事
例
を
挙
げ
る
。
例
副
次
的
結
果
の
避
止
へ
向
け
ら
れ

を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
行
為
が
目
標
を
確
実
に

(anya--nr)
達
成
す
る
だ
ろ
う
と
行
為
者
が
誤
信
し
た
場
合
に
は
現
実
化
意
思
の
知
的
要
素
に
欠
け
て
い

る
か
ら
現
実
化
意
思
は
副
次
的
結
果
発
生
を
包
含
し
な
い
。

ω副
次
的
結
果
の
避
止
の
た
め
の
処
置
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
行
為
者
が

疑
問
を
も
っ
場
合
即
ち
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
計
算
し
て
い
る
場
合
に
も
目
的
的
現
実
化
意
思
は
副
次
的
結
果
の
避
止
に
向
け
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
目
標
の
到
達
の
た
め
に
手
段
が
介
在
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
何
等
変
ら
な

W

成
程
、
例
の
事
例
で
は
結
果
の
回
避
処
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
副
次
的
結
果
」
は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら

結
果
の
発
生
の
可
能
性
の
意
識
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
目
的
性
に
も
欠
け
る
と
言
え
る
。
し
か
し
似
の
事
例
に
は
疑
問
が
残

る

カ
ウ

フ
・マ

ン

は
ー「

回
避
意
思
は
招

の奉
/，).. 主罫

註早

言語
次除

的す
結。

果
の勿

由帯
避停
の号L

存芳

Z 2 
妻Z
履 5
空長:
〈士 ロ司
れ E・
る'-ン
場責

合恵
玖ソ カl

Jそa閉
じむ題

と~;:.

説な
る
明
場
す会
る旦
1う
結ゴ

即
ち
対
抗
要
素

(
の
叩

mmHHFE。
同
叩
ロ
)
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果
回
避
処
置
の
成
功
率
が
非
常
に
わ
ず
か
で
あ
る
場
合
に
も
目
的
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
回
避
処
置

を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
と
の
目
的
的
操
縦
に
関
し
て
重
要
な
差
異
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
恥

こ
の
こ
と
は
結
局
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
否
定
し
て
い
た
目
的
性
概
念
を
獲
得
さ
れ
る
べ
き
目
標
に
の
み
関
係
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
、
結
果
回
避
処
置
な
る
基
準
に
よ
っ
て
未
必
の
故
意
と
認
識
の
あ
る
過
失
の
区
別
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
故
意
概
念
を
情
緒
的
要
素
を
混
入
せ
し
め
る
こ
と
な
し
に
構
成
す
る
可
能
性
は
な
お
存
す
る
。
即
ち
、
規
範
的
な
故
意
概
念

に
影
響
さ
れ
た
目
的
性
概
念
か
ら
故
意
概
念
を
得
る
の
で
は
な
く
存
在
論
的
概
念
と
し
て
の
目
的
性
概
念
を
そ
の
ま
ま
修
正
す
る
こ
と
な

く
、
故
意
概
念
と
一
致
せ
し
め
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
結
果
の
発
生
の
可
能
性
の
認
識
が
あ
れ
ば
未
必
の
故
意
が
認
め

円
M
M
)

ら
れ
る
か
ら
「
認
識
の
あ
る
過
失
」
の
存
立
余
地
は
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
コ
l
ル
ラ
ウ
シ
ュ
が
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
認

av 

識
の
あ
る
過
失
は
存
在
論
的
に
は
故
意
の
一
形
式
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
未
必
の
故
意
は
認
識
あ
る
過
失
と
と
も
に
結
果
発
生

の
具
体
的
危
険
の
認
識
を
共
通
に
有
し
て
い
る
が
(
抽
象
的
危
険
の
認
識
の
場
合
に
は
認
識
の
な
い
過
失
が
認
め
ら
れ
る
)
前
者
は
結
果

発
生
の
是
認
即
ち
、
侵
害
故
意
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
後
者
は
「
結
果
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
故
意
的
危
険
犯
」
が
問
題
と
な

犯罪論における行為概念の研究

る
と
こ
ろ
に
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

従
っ
て
、
故
意
概
念
を
情
緒
的
要
素
を
混
入
せ
し
め
る
こ
と
な
し
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
故
意
概
念
を

不
法
構
成
要
件
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
責
任
構
成
要
件
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

(
1
)
巧
吾
作
一

.2ω
宮
百
円
宮

E
E
ζ
呉
自
己
ぬ
の
q
R
Z
F
m
r
2
F
N
〉
ロ
『
一
二
∞
印
印
・

ω・
3
吋

(
2
)
巧
巳

N
O
-
-
C
B
《出

0
2
2
-何
回
g
e
g
m
ω
-
o
y円
タ
一
宝
田
・

ω・
7
〈
四
一
・
〉
同
国
皆
同
恒
三
ヨ

E
P
U
F
O
F
m
g
g
r
仏

2

C口百円
-
5
5
m
m仏
Z
T
o
-
-
U印
U・

∞
四
円
「
目
的
構
造
は
因
果
性
の
基
礎
の
上
に
あ
る
、
第
一
の
存
在
論
的
範
隣
は
第
二
の
範
瞬
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
3
)

巧
品
。
ァ

C
B
止
命
『

M
E
r
-
ω
-
M∞-
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説

(
4
)
Z
S
F日
出

R
E
E
F
明

H
E
F
E
m
-
ω
・
3
0
R
J
E笠
岡
門
事
2

5
仏
巧
FHr--円
y
r
g
F
E
ω
∞
ム
-M印
OJ
ロ
q
E
P
E
L司
3
-
g
巧
巳

F

-Uムロ

ω・
8
吋
同
町
よ
り
SHVHDVFEι
何
回

mam丘
四

g
ω
2
5・一
UAU-ω
・一日
ω・
・
吋
巴
g
F岡山
ω
n
r
B
U
E
r
g
-
一回目ア

ω・
主
同
町
・
な
お
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル

の
行
為
論
の
哲
学
的
保
-
証
者
が
N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
。

(Fω
・
0
・
ω・
5
6
も
っ
と

も
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
自
身
は
否
定
し
て
い
る
。

(
U
B
5
5
g
-
p
h干
〉
戸
2
・
ω・
HMh・
)
〈
問
}
・
同
一
広
岡
・
同
v
E
E
o
u
vぽ
ロ
ロ
仏
河
丹
『
H
F
E
H
の
・
〉
・
開
ヨ
問
中
t

m，g
g
n
r
ュF
呂田

0・
ω・
ωω
同町・

(
5
)
Z
-
F
H
g
S
F
O
E
-
D
四国立
B

F
ロ
r
p
ω
・
2
R
-

(τ6)
〈問包一
f.
〉E
同ユ同E
r宮zロE吋み烈FωE己え『
E
ロFロP
唱己ロ巴F一芯と。工ユ同岱旨-吉E
E
ロE
E俗包号-r巾
出Fω
ロ昆
ι
}
E
ロEロ問立印弘}伶昔r『

z吋お。:ロE口邑島
Z仏岳骨F庁。同
Fりよω
E伊g
E
明邑-開

(
7
〉

4巧〈歪-⑦弘告⑦弘告一rN住巴子噂】
U)ω訟回

U
2宮

z.
一己C

〉ロ忌同己
}.ω.
吋弓
O.
一
定
の
行
為
客
体
に
向
け
ら
れ
た
行
為
が
、
こ
れ
に
対
し
て
で
な
く
、
違
っ
た
も
の
、
し
か
し
構
成

要
件
的
に
は
同
種
の
も
の
に
あ
た
る
場
合
、
ず
れ
た
生
起
過
程
の
可
能
性
が
相
当
因
果
性
の
領
域
に
あ
り
、
招
来
さ
れ
た
結
果
が
構
成
要
件
的
に
意
欲

さ
れ
た
結
果
と
同
種
の
場
合
、
配
地
遂
の
故
意
犯
を
認
め
て
い
る
。
同
旨
木
村
「
総
論
」
二
ニ
二
頁
、
福
田
「
総
論
」
九
七
頁
。

(
8
〉
巧
忠
弘

-
p
m
-
。・

ω・
コ
・
行
為
者
は
行
為
を
完
遂
し
た
と
信
ず
る
が
、
結
果
は
行
為
を
隠
そ
う
と
し
て
行
な
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
、
ヴ

エ
ル
ツ
エ
ル
は
意
思
が
秘
密
殺
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
被
害
者
の
隠
匿
は
全
体
行
為
(
の
内
g
E
E邑
-
E問
)
の
非
独
立
的
活
動
(
氏
ロ
持
-gi

忌
邑
釘
向
同
，

azrc
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
故
意
の
既
遂
犯
が
存
す
る
と
し
、
他
方
、
被
害
者
の
隠
匿
が
憶
測
上
の
殺
人
の
後
で
初
め
て
考
え
ら
れ
た

場
合
、
殺
人
未
遂
と
過
失
殺
人
の
実
在
競
合
に
な
る
と
す
る
。
木
村
「
総
論
」
二
二
五
頁
、
福
田
「
総
論
」
九
八
頁
。

(
9
)

毛
色
。
一
-
m
-
P
O
ω
・
芯
・
同
旨
、
木
村
「
総
論
」
ニ
三
三
頁
、
福
田
「
総
論
」
九
七
頁
。

(
叩
〉
〈
間
一
-
〉
吋
叶
}
M
R
F
C同E
E
L
-
m・
o・
ω・一品∞・

ζ
a
y
o『
F
O臼
S
u
r・
ω
二一

R
-
F
E
E
-
何

HF-m凹
E
d
z
z
g仏
国
自
主
回
口
問
ω
5
4
2ユ

5
C
R丹
戸

E
H
N
ω
同
門
巧
吋
∞

ω・念・

(
円

)
4
3
}
Nぬ
f
p
F
C
ω
-
m
N
R・-
ι
3
0一『
0・
〈
O
B
切

]
O
F
Z
E
g
E
L
S
E
〈
qmRロ
mEnyg
古
島
2
2
S
P
R
V信
者
皆
吉
田
n
g
F
E
E
-
ω
-
u・

k
p
ロ
B
一
吋
・
木
村
教
授
も
「
結
果
発
生
の
可
能
性
を
認
識
し
、
そ
の
結
果
が
発
生
し
て
も
構
わ
な
い
と
し
て
結
果
の
発
生
を
認
容
し
た
場
合
が
未
必
的

故
意
で
あ
る
」
(
「
総
論
」
二

O
九
頁
)
と
さ
れ
る
。
福
間
教
授
も
「
未
必
的
故
意
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
認
容
し
た
ば
あ
い
で
あ
り
、
認
識
あ

る
過
失
は
そ
う
で
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
技
側
、
幸
運
等
を
過
失
し
て
結
果
の
発
生
を
否
定
し
た
ば
あ
い
」
(
「
総
論
」
九
一
一
一
|

J
九
四
頁
)

と
さ
れ
る
。

岡山口問
F
R
Y
-
?
?
C・
ω・

5
2・・岳
a
F
-
F
J
Z
E
ι
a
v
n
Z
E
M
g
ω
g
h
s
z・
甘
い
巴
・

ω
n
E
5
1間
宮
仲
間

E

F
∞-一

oω
片岡・

E命

ハロ)
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説

因
果
的
行
為
論
の
代
表
者
た
る
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
が
作
為
と
不
作
為
は
甲
と
非
甲
の
関
係
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
位
概
念
を
形
成
す
る
こ
と

5命

は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
彼
自
ら
の
存
在
論
的
構
造
か
ら
得
た
の
と
同
様
に
、
行
為
と
不
作
為
の
行
為
面
で
の
統
一
を
放
棄
し
た
の
が

ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
流
の
目
的
的
行
為
諭
な
の
で
あ
っ
幻
v

こ
の
不
作
為
論
は
種
々
の
問
題
点
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
関

心
事
た
る
体
系
的
考
察
に
限
定
す
る
。

一
定
方
向
の
行
為
を
即
ち
、
全
く
具
体
的
な
行
為
を
否
定

カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
、

不
作
為
は
行
為
自
体
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

)
定
の
考
え
ら
れ
た
行
為

(
m
a
R
r
s
出
血
ロ
己
ロ
ロ
巴
に
関
連
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

不
作
為
さ
れ
た
行
為
は
常
に
、
目
的
的
行
為
と
し
て
把
握
さ
れ

ur
し
か
も
、
不
作
為
の
概
念
は
不
作
為
が
一
定
の
人
間
に
帰
属
す
る

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
の
概
念
は
常
に
、

(
N
C
H巾
h
y
ロ
ロ
口
町
)

(
非
技
術
的
意
味
)
と
い
う
こ
と
を
意
味
内
容
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

不
作
為
は
行
為
の
非
存
在
で
は
な

く

一
定
の
主
体
に
お
け
る
行
為
の
非
存
在
、
行
為
の
非
着
手

(
Z
n
F
2
2
5
r
gる
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
の
概
念
が
一
定
の
人

不
作
為
連
聞
は
無
限
に
拡
が
る
。
そ
こ
で
、
可
能
性
概
念
を
必
要
と
す
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は

不
作
為
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
。
こ
の
概
念
要
素
上
し
て
「
物
理

潜
在
的
目
的
性

Q
2
3
5
F

聞
の
一
定
の
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
と
、

こ
れ
を
「
行
為
能
力
(
出
g
&
g
q田訟
E
m
F巾
止
と
概
念
に
求
め
、

出
血
ロ
&
ロ
ロ
m朗自。
m--口
Fwac
」
と
目
的
操
縦
へ
の
能
力
即
ち
、

出

E}xr)
を
あ
げ
る
。
こ
の
潜
在
的
目
的
性
が
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
認
識
基
礎
(
巧

u
n
g
g
g
)
を
必
要
と
す
る
。

得
さ
れ
る
べ
き
目
標
の
認
識
、
あ
る
い
は
目
標
を
可
能
だ
と
考
え
る
こ
と
が
!
行
為
が
作
用
す
べ
き
客
体
の
l
具
体
的
行
為
能
力
の
不
可

欠
の
前
提
と
な
る
。
目
的
的
操
縦
は
把
握
さ
れ
た
目
標
か
ら
の
み
計
画
さ
れ
過
程
へ
と
設
定
さ
れ
る
。
目
的
的
操
縦
は
さ
ら
に
、
認
識
さ

的
行
為
可
能
性

(
u
r
Z可
g
n
z

即
ち
、
獲

れ
た
目
標
の
達
成
の
た
め
の
適
切
な
手
段
の
挿
入
を
要
求
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
手
段
の
認
識
も
行
為
能
力
に
属
す
る
か
と
い
う
問
題
が

内

sv

生
ず
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
手
段
選
択
は
既
に
目
的
的
操
縦
の
一
部
で
あ
る
か
ら
と
し
て
否
定
す
る
。

従
っ
て
、

カ
ウ
フ
マ
ン
の
行
為
能
力
概
念
は
意
思
現
実
化
、
即
ち
行
為
自
由
(
人
聞
は
意
欲
し
た
も
の
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
)
と
意
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思
自
由
、
即
ち
現
実
化
意
思
(
行
為
者
の
支
配
内
に
あ
る
も
の
を
意
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
か
ら
成
る
複
合
概
念
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
か
d
だ
か
ら
、
行
為
論
と
責
任
論
を
包
含
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
行
為
能
力
即
潜
在
的
目
的
性
を
行
為
者
個
人
の
心
理
的
、
主

観
的
状
態
か
ら
純
粋
に
自
然
的
に
規
定
す
る
か
ら
、
行
為
者
自
身
の
潜
在
的
目
的
性
が
欠
け
る
場
合
に
、
そ
の
地
位
そ
の
状
況
(
違
法
性

の
問
題
)
に
あ
る
人
な
ら
ば
結
果
を
避
け
得
る
時
で
も
、
違
法
性
や
有
責
性
は
何
等
問
題
と
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
不
作
為
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
医
者
が
患
者
の
病
名
が
は
っ
き
り
と
は
判
ら
な
い
。
従
っ
て
行
為
目
標
が
確
定
で
き
な
い
場
令
、
医
者
が
有

効
な
手
段
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
は
不
作
為
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
常
識
で
は
耐
え
難
い
帰
結
に
陥
る
。
し
か
も
、
不
作
為
に
お
い
て

法
義
務
の
発
生
の
た
め
に
は
行
為
事
情
の
認
識
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
必
然
的
に
作
為
犯
に
お
い
て
も
不
作
為
を
根
拠
づ
け
る

行
為
事
情
の
認
識
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
て
救
い
難
い
体
系
的
混
乱
を
招
来
す
る
。

体
系
上
、
最
も
重
視
す
べ
き
は
行
為
能
力
が
不
作
為
概
念
の
要
素
と
な
っ
た
の
に
反
し
、
責
任
非
難
と
し
て
の
「
動
機
統
制
可
能
性

(
富
。
江
〈
巳
古
ロ
回
目
。
関
口
口
Y
F
2
C
」
が
不
作
為
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は

N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
を
引
用
し
て

「
意
思
は
不
自
由
な
行
為
で
自
由
た
り
得
る
。
行
為
は
不
自
由
な
意
思
に
お
い
て
自
由
た
り
得
る
。
・
:
前
者
は
そ
の
極
端
な
限
界
例
を
到

犯罪論における行為概念の研究

達
で
き
な
い
も
の
へ
の
無
力
な
憧
僚
に
、
後
者
は
そ
れ
自
体
、
容
易
に
到
達
で
き
る
も
の
に
直
面
し
て
の
意
思
萎
縮
、
決
意
無
能
力
、
道

徳
的
臆
病
の
中
に
あ
ふ
吃
」
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
必
然
的
知
識
、
精
神
的
能
力
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
判
断
に
至
ら
な
い

場
合
、
責
任
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
事
は
と
も
か
く
、
行
為
能
力
、
外
的
行
為
自
由
の
問
題
に
と
っ
て
は
関
心
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
す

る
。
従
っ
て
、
威
嚇
に
よ
っ
て
不
作
為
へ
強
制
さ
れ
て
い
る
者
は
彼
が
行
為
へ
強
制
さ
れ
て
い
る
時
に
目
的
的
に
操
縦
し
て
い
る
の
と
同

様
に
行
為
能
力
は
あ
る
。
又
、
責
任
無
能
力
者
も
彼
が
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
的
操
縦
へ
の
能
力
を
示
す
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的

的
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
は
疑
問
が
な
い
と
し
て
、

し
か
も
他
の
為
さ
れ
て
い
な
い
行
為
と
の
連
関
で
も
、
そ
の
た
め
の
物

理
的
知
的
諸
前
提
を
提
示
し
、
行
為
の
貫
徹
の
た
め
に
必
要
な
意
思
力
を
有
し
て
い
る
限
り
行
為
能
力
は
あ
る
と
。
そ
し
て
、
行
為
能
力

北法22(4・93)735



説

と
動
機
統
制
可
能
性
の
区
別
の
理
由
に
つ
い
て
、
必
然
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、
通
常
、
何
か
が
目
的
活
動
的
に
作
用
さ
れ
得
た
か
ど
う
か

が
問
わ
れ
、
し
か
る
後
、
動
機
統
制
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
か
ら
、
目
的
性
(
事
実
故
意
)
あ
る
い
は
潜
在
的
目
的
性

が
確
定
さ
れ
た
場
合
に
の
み
規
範
適
合
的
な
動
機
統
制
可
能
性
の
問
題
が
生
ず
る
と
。
し
か
も
、
行
為
能
力
は
可
能
性
と
い
う
範
鴫
の
意

論

味
に
お
け
る
行
為
の
存
在
可
能
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
理
的
物
理
的
性
状
か
ら
周
囲
の
所
与
と
の
関
連
で
推
宣
さ
れ
る

人
間
の
属
性
の
こ
と
で
あ
る
と
。

こ
の
こ
と
は
、
責
任
の
問
題
が
動
機
統
制
可
能
性
の
み
を
残
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
も
明
確
に
「
我
々
は
非
難
可
能
性
の

諸
前
提
を
潜
在
的
目
的
性
の
概
念
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
我
々
は
周
知
の
様
に
、
責
任
非
難
の
基
体
と
し
て
他

の
行
為
の
可
能
(
〉
ロ
母
ロ

y
g号
E
r
g
sロ
)
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
可
能
性
は
即
座
一
に
、

命
令
さ
れ
た
行
為
に
闘
し

て
行
為
可
能
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
我
々
が
見
た
様
に
、
行
為
能
力
の
要
素
が
時
に
は
全
体
で
、
:
・
し
か
も
ほ
と
ん
ど
常
に
、
部
分

的
に
責
任
へ
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
他
の
行
為
の
可
能
性
は
:
・
規
範
適
合
的
動
機
統
制
へ
の
能

力
に
の
み
関
係
す
る
。
即
ち
、
特
殊
な
意
味
を
有
す
る
動
機
統
制
可
能
性
。
現
実
化
す
べ
き
一
定
の
行
為
は
具
体
的
能
力
の
意
味
に
お
け

る
潜
在
的
目
的
性
と
は
何
等
関
係
な
い
。
は
と
。

従
っ
て
、
他
の
行
為
の
可
能
性
の
個
人
的
能
力
は
行
為
能
力
と
の
関
連
で
不
作
為
概
念
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
初
期
の

目
的
的
行
為
論
が
過
失
構
成
要
件
論
に
お
い
て
違
法
性
、
有
責
性
を
非
分
離
の
ま
ま
取
り
扱
い
、
体
系
上
の
混
乱
を
招
来
し
た
の
と
同
様

に
、
責
任
非
難
の
前
提
か
不
作
為
概
念
要
素
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
指
摘
し
た
様
に
、
行
為
者
個
人
に
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
不
作
為
も
又
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
逃
が
し
て
お
り
、
し
か
も
、
動
機
統
制
可
能
性
の
み
を
責
任
論
の
問
題
と
す
る
こ
と
は

責
任
概
念
の
無
内
容
化
を
導
く
も
の
と
な
っ
た
v

だ
か
ら
、
潜
在
的
目
的
性
の
概
念
の
完
全
な
主
観
主
義
化
及
び
心
理
主
義
化
は
命
令
説

が
陥
っ
た
の
と
同
様
、
違
法
論
の
前
に
責
任
論
が
置
か
れ
る
と
い
う
体
系
上
の
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
れ
v
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(
1
)

ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
も
カ
ウ
フ
マ
ン
の
大
学
教
授
資
格
論
文
「
不
作
為
の
解
釈
学
」
(
〉
H
E口
問
ω巳
B
Eロ
・
担
。

u
o
m
g
s
r
仏
司
己
己
主
自
E
口問
v
l

《E
F
r窓
・
一
白
山
田
)
を
一
評
し
て
「
こ
の
作
品
は
行
為
と
不
作
為
は
何
等
の
共
通
す
る
上
位
概
念
を
も
た
な
い
と
い
う
ラ
l
ト
プ
ル
フ
の
主
張
の
例
証
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
」
(
出
向
仏
3
m
-
〈
O
B
R
E
d
E
E
2
5
m
m斥
F
E
w
-ロ
日
間
可
-
巧
戸

ω
N
3
と
す
る
も
の
も
そ
の
根
拠
は
方
法

論
上
の
同
一
性
に
求
め
ら
れ
る
。
〈
問
]
・
〉
ロ
仏
門
SEr-mωzι
田口

N
R
F
o
r
-
m
g
E
r
門山内『

E
R
Z
E
C口件。ユ
ω自己口問印《
E
H
W同0・一
U
8・
ω
-
u・

(
2〉
〈
m--
〉
『
ヨ
ロ
穴
E
h
g
gロ
-
F
F
0・∞
-
M吋
・
「
目
的
的
行
為
論
者
に
と
っ
て
、
不
作
為
の
関
係
点
は

H
的
的
行
為
の
み
で
あ
る
こ
と
、
意
思
現
実

化
の
欠
陥
♀
E
F
E角

2
ロ
R
tそ
F-FE〈
常
霊
長
FrEHM向
〉
が
行
為
の
不
作
為
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
」

ル」。

(
3
)
な
お
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
不
作
為
論
の
詳
細
な
紹
介
と
し
て
は
、
金
沢
「
不
作
為
犯
の
講
造
I
E」
〈
広
島
大
学
政
経
論
叢
第
一
五
巻

一
、
二
号
)
の
他
に
同
「
不
作
為
の
因
果
関
係
」
(
広
島
論
叢
第
一
五
巻
四
号
)
「
不
作
為
犯
に
お
け
る
故
意
お
よ
び
過
失
」
(
広
島
論
叢
第
一
六
巻

第
五
・
六
号
)
参
照
。

(
4
)
Z
-
E
m
E
g
g
p
開
PHr・
ω
〉
ロ
『
一
-
∞

-mωuimAD-
〈向]・円、
ωヨヨ
-
U
5
3
1
0
r
r
s
R
F
r
ι
q
c
-
E
n
H
H
M
E
r口
問
〈
C口
出
自
《
庄
ロ
ロ
ロ
仏

C
R
R
F目。ロ

昨ロ∞同『
ω片岡
⑦
円

7
7

ルロ

uNω
円ちてぐ吋
U・
ω・品市山田町・

(
5
)

ぐ
同
一
・
開
口
問

E
f
』

N
-

呂
田
ツ

ω・
3
0・
金
、
沢
教
授
は
ジ
フ
テ
リ
ア
と
い
う
認
識
を
欠
い
た
医
者
の
場
合
「
ジ
フ
テ
リ
ア
を
治
療
す
る
た
め
に
血
清
注

射
を
す
る
と
い
う
具
体
的
行
為
は
、
子
供
が
ジ
フ
テ
リ
ア
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
に
可
能
と
な
る
か

ら
:
こ
の
具
体
的
行
為
に
関
し
て
は
行
為
能
力
が
な
い
」
(
「
構
造
」

E
一
一
一
貝
)
と
さ
れ
、
そ
も
そ
も
不
作
為
で
は
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
様
な
結

論
が
法
常
識
的
に
許
さ
れ
る
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
巧
2
2
n
E
1
5・
E
E
Z
Z円
E
5
5
一

(
Fロ
B
S
F
。一門戸口
ι
r
a丘
町
伶
ロ
ロ
仏

ω
E
3

L
2
2
5『円再
r
F
N
〉ロ
2.ω
・

mM)

(
6
)

〈問}・

ω
E
g
g
p
h
y
p
o
-
∞・

2
・

(
7
)
Z
-
Z
ω
Z
E
g
p
p
m・
o-ω
・
2
0・
〉
口
百
ロ
欠
E
m
g
g
p
p
ω
・
。
・
∞
・

8
・

(
8
)
〉口出
E
Hハ
g
h
g
g
p
ω
P
0・
ω・
40・

(
9
)

〈
間
一
・
当
。
一
N
F
ω
E
3
2
5
r
m
g
B
ι
g
g
E
R
g
-
5
H
N
ω
可
巧

g

h
・印印

ω
同町・

(
印
)
責
任
概
念
の
無
内
容
化
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
ツ

l

・
ド
l
ナ
が
最
初
で
あ
っ
た
。
ハ
〈
同
一

-
E
D
D
Y
E
w
O
R
〉
CHEz-ω
・
ご
・

MMwωU)
彼

は
「
評
価
の
客
体

(
o
r
y
r
ι
自

宅

2
5
m
)
」
と
「
客
体
の
評
価
(
巧
2
5
m
仏
g
c
r
y
r
H
C
」
を
厳
密
に
区
別
し
た
。
客
観
的
構
成
要
件
で
は

犯罪論における行為概念の研究
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説

行
為
、
不
作
為
が
問
題
と
な
り
、
主
観
的
構
成
要
件
で
は
故
意
、
過
失
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
が
「
評
価
の
客
体
」
を
構
成
す
る
。
こ
の
思
考
様
式

は
新
カ
ン
ト
学
派
の
存
在
と
当
為
の
厳
密
な
区
別
に
対
応
す
る
極
端
な
規
範
主
義
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
構
造
を
受
け
入
れ
た
の

が
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
責
任
概
念
か
ら
主
観
的
精
神
的
要
素
(
剛
NE--ω
宮
与
え

5
)
を
排
除
し
て
、
非
難
可
能
性
(
〈
D
吋唱え
g
T

E同
)
(
p
z
g口
)
の
基
準
の
み
を
残
し
た
。
(
〈
間
一
-
t
司
岳
巾
f
v
m
u
g
g口
Z
・
5
〉ロ
2
・
ω・
5
3
し
か
し
、
こ
の
責
任
は
非
難
可
能
性
で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
同
語
反
復
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
既
に
、
ロ

l
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ト
が
指
摘
し
て
い
る
。
「
責
任
を
非
難
可
能
性
と
し
て
の
み

(〈
0
2司
P
民
宮
町
邑
耳
、
吋
色
色
宮
町

G
Z
5
理
解
す
る
こ
と
、
こ
の
説
明
は
内
容
的
に
は
、
我
々
に
何
も
提
供
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
同
語
反
復
に

な
る
。
と
い
う
の
は
、
根
本
に
お
い
て
答
責
的
合
問

E
Z
D
E
E
U
に
成
り
得
る
場
合
に
の
み
答
責
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
し
か
き
一
回
っ
て
い
な
い
。
」

と。

(
m
-
S
S
F一仏・

ω口
E
E
ロ
ロ
仏
〈

O
B
R
g
d、・
tmN丹、
n
v
g
H
a
o
r
r
z
n
F
E
H
N
ω
可
巧

ωド
ω・
会
ご
同
様
の
趣
旨
で
ツ
ィ
ム
マ

1
ル
も
「
定

義
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
定
義
の
中
に
入
る
責
任
概
念
の
定
義
:
・
か
か
る
定
義
は
定
義
へ
の
無
能
の
自
白
を
意
味
し
て
い
る
。
」
と
。

(
N
E
S
E
-

〉
え
g
E
L
g
g
E
P
2
r
g百件。
S
F
一泊

ω0・
ω-
一
g
・
)
従
っ
て
、
責
任
概
念
で
問
題
と
な
る
の
は
、
非
難
と
か
非
難
可
能
性
と
か
い
っ
た
形
式
的

(問。円

st〉
な
も
の
で
は
な
く
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
何
か
、
何
が
義
務
違
反
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
主
観
的
責
任
要
素
、
客
観
的
責
任
要
素
と
い

う
実
質
的
(
ヨ

2
3色
)
な
も
の
の
探
究
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
違
法
論
の
段
階
で
は
実
体
概
念
と
し
て
の
不
法

(
C
E
2
7『
)
と
関
係
概
念
と
し
て
の
違
法
(
同
R
r
a三
舎
炉
問
符

εを
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
〈
同
一
-

t
司
島
内
f
u
g
E
E何
回
-
P
N
K
F口町一-

ω・
3
『
同
・
)
(
も
っ
と
も
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
消
極
的
権
成
要
件
要
素
は
構
成
要
件
の
問
題
で
は
な
く
、
違
法
性
の
問
題
で
あ
る
と
は
し
て
い
る
が
。

〈
四
「
巧
島
o
f
U
E
U白
書
70・
二
〉
戸
戸
∞
口
同
町
・
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
概
念
の
と
こ
ろ
で
は
、
単
に
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
の
原
因
は
責
任
概
念
を
基
礎
づ
け
る
も
の
を
行
為
論
で
問
題
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
理
的
に
目
的
的
行
為
論
に
よ
っ
て
は
責
任

を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
〈
包
・
〉
三
宮
町
民
白
民
自
由
ロ
ロ
・
ロ
E
M
W
V
口
広
℃
己
目
予
石
田
ア

ω・
ミ
ム
虫
、
.
《
凶
作
自
己

Z
・

。ぽ
S
E
O四回将司戸
0・
ω・
∞
?
豆
包
宮
町
内
p
u
a
C
R
R
7
5
0
2ロ門戸

ω・
一
忠
岡
町
よ

ι刊号
-rm-
。
σ
v
r
S
2
ω
口
『
己
主
3
2
F
宮
口
出
・

ζ
ミ
qh

m，
Z
R
E
F
ω
・
呂
田
『
?
開
〉
・
当
。

-R
白・回
-
0・∞
-
Z
-
k
g
g
吋・

(
日
)
〈
間
一
-
玄
m
w
F
F
c
p
h
U巾岡田

Sur-
∞-一吋印・

論

特
殊
な
違
法
論
と
し
て
の
目
的
的
行
為
論

• 
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• 

「
過
失
犯
の
違
法
性
は
:
・
単
に
法
益
侵
害
と
い
う
結
果
惹
起
(
結
果
の
無
価
値
〉
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
行
為
遂
行
が

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
だ
か
ら

客
観
的
注
意
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
(
行
為
遂
行
の
不
適
切
性

1
行
為
の
無
価
値
性
)

「
過
失
犯
は
構
成
要
件
該
当
の
結
果
以
外
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
目
的
的
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
目
的
的
行
為

論
の
見
解
は
、
過
失
犯
の
構
造
の
正
し
い
認
識
を
可
能
に
す
る
。
」
と
目
的
的
行
為
論
者
は
主
張
す
る
が
果
た
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
主
張
す
る
様
に
、
現
実
の
目
的
的
行
為
が
重
要
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
即
ち
、

成
程
、

「
目
標
表
象
に
よ
る
行
為
の

犯罪論における行為概念の研究

統
制
、
指
導
に
際
し
て
は
、
窮
極
目
標
ば
か
り
で
な
く
、
中
間
目
標
も
、
即
ち
、
行
為
遂
行
に
お
け
る
個
々
の
活
動
(
〉
E
R
r巳
え
る

を
考
恵
す
る
・
:
過
失
的
行
為
で
は
成
程
、
通
常
、
窮
極
目
標
は
法
的
に
重
要
で
は
な
い
、
し
か
し
(
全
体
の
)
行
為
遂
行
が
法
的
に
重
要

で
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
次
の
様
な
例
を
あ
げ
る
。
「
近
く
に
あ
る
場
所
へ
急
い
で
到
達
す
る
と
い
う
A
の

目
標
は
、
勿
論
、
法
的
に
重
要
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
目
標
を
現
実
化
す
る
た
め
の
態
様
、
即
ち
、
行
為
の
個
々
の
活
動
を
操
縦
し

た
態
様
、
具
体
的
に
は
見
通
し
の
き
か
な
い
カ
l
プ
を
左
に
切
っ
た
と
い
う
こ
と
が
反
対
方
向
か
ら
の
自
動
車
と
の
衝
突
の
高
度
の
危
険

の
故
に
法
的
に
重
要
で
あ
る
・
:
。
」
と
言
う
と
き
、
「
ヵ
!
ブ
を
左
に
切
る
」
と
い
う
作
為
が
周
囲
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
許
さ
れ
た

危
険
の
限
界
を
超
え
た
危
険
な
作
為
で
あ
り
得
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
危
険
な
作
為
」
と
は
何
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
。
過

失
犯
の
行
為
の
無
価
値
の
面
は
客
観
的
注
意
義
務
侵
害
(
違
法
性
の
問
題
)
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
地
位
、
役
割
に
あ
る
者
な
ら
結
果
招

来
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
結
果
回
避
の
作
為
あ
る
い
は
不
作
為
義
務
が
課
せ
ら
る
と
い
う
こ
と
が
過
失
犯
の
本
質
を
構
成
す
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
過
失
犯
に
お
い
て
結
果
の
無
価
値
の
み
な
ら
ず
、
行
為
の
無
価
値
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
法
規
範
が
現
実
の

心
理
的
緊
張
、
並
び
に
作
為
、
不
作
為
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
危
険
な
作
為
は

現
実
の
目
的
的
構
造
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
ふ

μ。
し
か
も
、
結
果
を
単
に
客
観

的
処
罰
条
件
と
解
す
る
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
過
失
犯
の
本
質
的
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
認
識
の
な
い
過
失
は
如
何
に
し
て
も
目

目
的
的
行
為
と
比
較
し
て
、

北法22(4・97)739
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的
的
行
為
構
造
に
は
取
り
込
め
得
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
過
失
犯
で
は
目
的
的
行
為
態
様
す
ら
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
通
常
の
速
さ
で
運
転
し
て
い
た

者
が
、
突
然
、
歩
行
者
が
飛
び
出
し
て
き
た
の
で
、
制
動
機
を
踏
も
う
と
し
た
が
、
驚
樗
の
あ
ま
り
加
速
器
を
踏
ん
で
人
と
衝
突
す
る
」

と
き
、
驚
樗
以
前
の
手
段
の
選
択
、
態
様
の
点
は
何
等
違
法
で
は
な
い
c

過
失
犯
の
法
的
対
象
は
こ
の
驚
樗
以
後
で
あ
る
が
、
こ
の
決
定

的
瞬
間
に
は
目
的
的
行
為
か
ら
非
目
的
的
行
為
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
の
目
的
的
面
、
従
っ
て
、
意
思
内
容
は
重

要
で
は
な
'
く
、
因
果
的
連
闘
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
叉
、
過
失
犯
の
法
的
評
価
は
行
為
者
の
目
的
的
意
思
と
結
び
つ
か
な
い

こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
目
的
的
行
為
概
念
に
よ
っ
て
は
過
失
犯
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
目
的
的
行
為
論
」
は
刑
法
解
釈
学
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
限
定
つ
き
の
人
的

違
法
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
福
田
教
授
は
「
違
法
性
に
お
い
て
は
、
法
益
侵
害
H
結
果
の
無
価
値
由
民
。

-mEロ
者
向
。

と
と
も
に
行
為
の
無
価
値
(
民
自
己
宮
ロ
町
田
口
ロ
者
向
。
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
違
法
観
(
い
わ
ゆ
る
人
的
違
法
観
)
を

基
礎
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
違
法
観
か
ら
は
、
結
果
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
行
為
の
種
類
、
方
法
、
主
観
的
要
素
も
違
法
判
断
に
お

い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
故
意
犯
に
お
け
る
故
意
、
過
失
犯
に
お
け
る
過
失
(
客
観
的
注
意
義
務
)
が
違
法
性
に
影
響

を
与
え
る
も
の
と
し
て
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
が
、
客
観
的
注
意
義
務
侵
害
は
主
観
的
違
法
要
素
で
は
な
く
、
行
為
者

の
地
位
、
状
況
を
考
慮
し
て
法
規
範
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
等
、
行
為
の
目
的
的
構
造
と
関
連
の
な
い
こ
と
は
既
に
明
ら
か

に
し
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
的
違
法
論
が
目
的
的
行
為
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
の
は
故
意
犯
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
「
あ
ら
ゆ
る
故
意
犯
に
お
い
て
故
意
は
本
質
的
不
法
要
素
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
因
果
的
で
な
く
目
的

(uv 

的
行
為
の
み
が
不
法
論
の
存
在
法
則
的
基
礎
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
て
、

「
行
為
は
一
定
の
行
為
者
の
作
品
と
し
て
の
み
違
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1 

法
で
あ
る
、
行
為
者
が
い
か
な
る
目
標
設
定
を
客
観
的
行
為
に
目
的
活
動
的
に
与
え
た
か
、

い
か
な
る
気
持
か
ら
そ
れ
を
し
た
か
」
が
不

法
を
決
定
す
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
「
い
か
な
る
義
務
が
行
為
者
に
存
し
た
か
」
も
不
法
を
決
定
す
る
と
す
る
こ
と

時
、
既
に
、
人
的
違
法
論
の
分
裂
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
に
お
け
る
義
務
は
全
く
、
行
為
者
の
内
心
に
は
関
係
な
く
客
観

的
な
地
位
に
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
目
的
的
行
為
論
は
「
行
為
の
態
様
L

を
重
視
す
る
と
い
う
人
的
違
法
論
に
対
し
、
そ
の
客
観
的
な
面
で
は
な
く
、
主
観
的
面

tこ Iこ
他の
なみ
ら妥
な当
し、ロす
O~ る

と

う

と
を
意
味
す
る。

(
主
観
的
違
法
要
素
論
の
是
非
は
別
問
題
)
だ
か
ら
、
目
的
的
行
為
論
は
主
観
的
違
法
論

犯罪論における行為概念の研究

(
1
)

福
田
「
目
的
的
行
為
論
と
犯
罪
理
論
」
昭
和
三
九
年
、
一

O
九
頁
、
同
「
過
失
犯
と
目
的
的
行
為
論
」
過
失
犯
I
昭
和
四
四
年
、
二
七
頁
。

(
2
)

福
田
「
犯
罪
理
論
」
一

O
七
頁
、
問
、
「
過
失
犯
」
二
二
頁
。
ヴ
エ
ル
ツ
ヱ
ル
も
「
過
失
は
i
目
的
的
行
為
論
の
友
人
に
お
い
て
す
ら
i
以
前
、
そ

の
神
経
点

Z
E
E
-四仲間同阿南

Hvgr乙
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
日
、
そ
の
有
用
性
の
-
証
拠
物
件
と
し
て
証
明
さ
れ
る
。
」

(
U
h
E
5
5
E
E
-

N

〉ロ町一
-ω
・
∞
)
と
主
張
す
る
。
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
過
失
犯
に
お
い
て
潜
在
的
目
的
性
概
念
を
放
棄
し
た
こ
と
に
は
ニ

l
ゼ
の
批
判
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
〈
町
一
-
Z
E
P
2
E
g
p
f
〈
O
B
E
N
S
ι
E
F
E
E
-
m
Z
F
Z
2
・

(
3
)

巧
岳
ぬ
}
・
ロ
S
O
ω
ロ
耳
}5・吋〉戸『一・

ω・
ω∞
J
内回目
σロ
v
o
U同凶

5
5
E
ι
・
品
〉
戸
町
ア

ω・
二
・
な
お
、
目
的
性
を
こ
の
様
に
行
為
目
標
に
で
は
な

く
、
行
為
遂
行
、
行
為
手
段
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
的
行
為
論
の
出
発
点
が
放
棄
さ
れ
た
と
の
批
判
も
可
能
で
あ
る
。
〈
四
一
-
r
m
n
F
R
r・

0
2
2
5
Z
n
E
F
n
r
p
ω
・
一
色
よ
〉
同
岳
民
国
内
E
E
Eロ
-
U
5
Eロ
色
。
出
EL-E口問
ω
r
r
p
ω
・
一
合
同
『
よ
仏
命
日
一
『
巾
・

U
E
ω
h
y己
身
ユ
BN予

ω・
コ
N

・

(
4
)

巧
o
r
-
-
U
S
P
E
S
F
吋
〉
戸
2
・
ω・
ω∞・・

ι司
邑
r
F
U
E
5
5
里
子
品
〉
広
町
一
・

ω・二・

(
5
)
〈
町
一
』
S臥

P
E
D・
0
2
E
S
F
Fロ
缶
百
四
m
g間
口
町
向
島
の
E
E
Z
m
o
宮
ω
E
Z
n
y
E
3
R
E
F
S
-
N
ω
可
巧
デ
∞
-
Z一
JmSHE-Nω
司
君

吋∞・
ω
-
N
N
0
・
〉
EHM
ゃ
な
お
、
過
失
作
為
犯
と
不
作
為
犯
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
に
し
ろ
、
過
失
作
為
犯
の
注
意
義
務
と
木
作
為
犯
の
作
為
義

務
の
厳
密
な
区
別
が
必
要
で
あ
る
。
類
似
性
の
過
度
の
強
調
は
作
為
犯
た
る
こ
と
の
実
質
を
没
却
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

(
6
〉
〈
問
?
の
と
-
F
F
P
C
-
ω
・品

N=
巧

0
5・
p
m・
o-ω
・
一
品
・
カ
ウ
フ
マ
ン
も
正
当
に
「
過
失
犯
に
お
い
て
法
秩
序
が
重
要
だ
と
評
価
す
る
の
は
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如
何
な
る
目
的
的
活
動
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
手
段
選
択
、
使
用
に
お
け
る
注
意
侵
害
だ
と
い
う
答
を
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
目
的
構
造

の
一
部
で
は
な
い
。
」
と
。
(
〉
H
P
R
F
E
E
S同r
U
H
O
E
S
-
o
回
目
両
日
一
ロ
ロ
立
。
r
p
ω
・
一
色
・
〉
含
問
。
四
g
・
4
司
岳
刊
「
盟
。

E
m
F
国吉岡山

-E口四回一
my円。

ロロ仏

p
r
r円一宮片岡
g
F
E一ロロ間
g
Lロ
υ

』
NW-ug-ω
・
ω
-
2・L
o
s
-
Z
Eロ
5
2
8
5
R
g
E
?
g
s
Eロ
ミ

N
R
H
E
R
B
E
S

皆
同

E
-
g
F
E
E立
oV5・
5
H
Z
戸
E
2・
ω・品
N
Z
h・

(
7
〉
〈
同
一
・
』
g
v
R
F
〉ロ

P
E
E
L
F
E邑
一
ロ
晶

ι
2
3
r
g田
仲
間
宵
丘
二

g
g
a
g
s
ω
Z
P
R
V
F
3
8
ω
・
志
向
同
・
イ
ェ
シ
エ
ツ
ク
は
過
失
犯

に
お
い
て
結
果
も
本
質
的
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て

ω行
為
客
体
に
対
す
る
危
険
が
必
要
な
注
意
の
態
様
を
規
定
す
る
。

ω注
意
義
務
侵

害
は
結
果
の
中
に
沈
澱
す
る
。

ω行
為
時
点
で
の
結
果
の
予
見
可
能
性
。
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
を

「
偶
然
要
素

(NE-Frog宮
月
三
)
」
(
〈
間
一

-
H
E
R
-
U面
目
当
日
ロ
含

F
E
E
-
m
r
p
一回

-0・
ω・
8
・
)
で
あ
る
と
し
て
、
過
失
犯
の
本
質
的

要
素
で
は
な
い
と
す
る
。
巧
号
。
f
u
g
U
2再
zw
ご
〉
己
2
・
ω・
-ω?
内問。同凶巾
F
・
3
Z
E印MF間
互
仲
ロ
ロ
ι
〈
q
r巾
rg向山内
-Frs・
3
2
・
ω-N0・
な

お
、
結
果
を
客
観
的
処
罰
条
件
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
、
〉
H
B
Z
Fぇ
2

5・
E
ω
P
Z
E
E問。円)印
-
E・
5
h
N
a
g
n
E
』ニE
m
a
r
g
a
m
E
T

rロロ
m--umム・∞・

Aω
同ロ・印印・

(8)
〈
同
一
-
∞
E
E
E
P
の
E
ロ仏目指向ユ同町。・

ω・品∞
J

〉
同
庁
}
百
円
関
宮
町
5
8
P
0
5
0口円。
-
D
包

ω円
V0・
ω・
8
・
ωny山口
Falω
円}戸同町《同月
-
m
w

・内
w

・
c-ω
・
5
・

シ
ュ
ト
ラ

i
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
が
行
為
の
意
味
内
容
は
「
行
為
者
が
何
を
意
欲
し
た
か
」
に
よ
る
と
す
る
と
き
認
識
の
な
い
過
失
の
意
味
規
定
は
何
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
の
か
説
明
が
な
い
。
目
的
的
行
為
論
の
立
場
か
ら
は
認
識
の
な
い
過
失
は
不
可
罰
と
す
る
の
が
論
理
的
で
な
か
ろ
う
か
。
〈
町
一
・

ω
E
l

g口当
R
P・
0-o
回

&
2
2口問

ι同
門
訂
正

g
同
富
島
区
口
町
ωFFB
訟

H
U
B
ω
与
毛
色
NEM向日馬

ω可
ωponz-uωnv毛色・

N
A・
ω
F
∞ア

ω・
5
m
F
N
8・

な
お
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
主
観
的
予
見
可
能
性
に
関
連
し
て
、
認
識
の
な
い
過
失
の
責
任
非
難
は
結
果
発
生
の
(
行
為
者
に
認
識
可
能
な
〉
可
能
性
と

の
関
連
に
お
け
る
認
識
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
行
為
者
に
は
認
識
可
能
な
客
観
的
注
意
侵
害
の
中
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
認
識
の
あ
る
過
失
で
は
可

能
な
結
果
の
不
発
生
を
信
頼
し
た
客
観
的
注
意
の
意
識
的
侵
害
の
中
に
見
い
出
す
と
き

(
U
g
u
s宮町
F
S
k
r
z
p
ω
・
s
p
)
同
じ
主
観
的
予
田
町

が
故
意
犯
で
は
主
観
的
不
法
要
素
を
構
成
し
、
他
方
、
認
識
の
あ
る
過
失
で
は
責
任
非
難
を
構
成
す
る
と
い
う
分
裂
を
示
し
て
い
る
。

(
9
)

〈四

-
-
F
E
E
-
0
5
E
S
F
F
E
Z品目
F
Zゆ
巧
岳
何
-
Z
B
f
M
a
o
-
ι
耳
目

E
5
2
m
n
v
g
ω
E
P
5有一
D
向

SEr--ug-ω

・二二-

(
悶
)
福
田
「
総
詳
細
」
七
七
頁
。

(
け
)
宅
島
内
ア

U
g
s
s
回
一
チ
ム
〉
口
町
ア

ω・
NU・

(
口
〉
宅
島
。
一

L-ω
・
0
・
ω
-
N
U
・

論
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(
日
〉
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
例
と
し
て
「
公
務
員
が
職
務
の
執
行
に
お
い
て
非
公
務
員
と
一
緒
に
し
た
身
体
侵
害
は
公
務
員
に
は
ヰ

2
3
非
公
務
員
(
帥

旧
日

ω)
よ
り
重
く
処
罰
さ
れ
る
。
」
を
あ
げ
る
か
、
こ
れ
は
全
く
主
観
的
違
法
要
素
と
関
係
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
(
者
岳
o
f
ω

・白・

0
・

ω
・
ωO〉
な
お
、
行
為
者
主
体
の
主
観
か
ら
規
定
さ
れ
る
人
的
違
法
論
は
心
情
刑
法
へ
の
道
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
〈
間
一
-
F
E
E
l

g
p
の
E
E
L
F旬
以
F
ω
.
印

D
・

(
川
門
)
〈
間
一

-
Z
3
r
c
z
-
F
H
F
E
r
-
2
2
5同町・
ω・一会

-
F
m
a
g・
2
E
F
5
2
H
N
E
ι
F
E
R自
問

E
;一
目
白
足
立
を
め

2
3・
3
日

Nω
可
ぜ
〈
吋
プ

ω・品市山同町

第
三
章

存
在
論
的
行
為
概
念
の
展
開

第
一
節

総

説

犯罪論における行為概念の研究

序
説
及
び
前
章
に
お
い
て
既
に
指
摘
し
た
様
に
、
犯
罪
論
に
お
け
る
行
為
概
念
は
犯
罪
論
体
系
の
礎
石
と
い
う
任
務
を
有
す
る
客
観
的

帰
属
概
念
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
的
行
為
論
が
こ
の
選
択
的
機
能
並
び
に
体
系
的
機
能
を
果
た
せ
な
か

っ
た
の
は
、
そ
の
抽
象
的
還
元
的
方
法
、
即
ち
、
有
意
性
あ
る
い
は
身
体
性
と
い
う
現
実
関
係
的
要
素
の
み
か
ら
な
る
排
他
的
な
定
義
、

単
的
に
言
う
と
「
血
の
気
の
な
い
幽
霊
♀
B
E
E
-
3巾
の

g
胃
ロ
又
〉
J
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
目
的
的
行
為
一
摘
も
因
果
的
行
為
論

と
同
じ
運
命
に
陥
っ
た
の
は
そ
の
目
的
性
概
念
が
故
意
概
念
と
い
う
素
材
面
か
ら
な
る
排
他
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
が
。
も
っ
と

も
、
有
意
性
や
身
体
性
そ
し
て
目
的
性
が
人
間
行
為
を
形
成
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
し
、
日
常
生
活
で
は
そ
れ
ら
が
大
部
分
の
行
為
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
的
概
念
規
定
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
体
系
的
機
能
の
要
請
に
答
え
得
る
行
為

概
念
規
定
は
現
実
関
係
性
を
止
揚
す
る
実
質
的
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
行
為
概
念
が
・
:
そ
の
構
造
に
お

い
て
、
各
構
成
要
件
に
お
い
て
始
め
て
生
ず
る
確
定
、
評
価
の
先
取
り
を
含
む
と
す
る
と
、
必
然
的
に
、

一
個
の
眺
望
的
体
系
の
代
り
に

不
透
明
な
混
乱
を
招
く
だ
ろ
ち
。
」
と
言
う
こ
と
は
不
正
確
で
あ
っ
て
、
逆
に
、
内
容
に
充
ち
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

北法22(4・101)743



説

る
。
換
言
す
れ
ば
、
違
法
検
、
有
責
件
等
々
と
い
う
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、

い
わ
ば
、

「
葬
品
質
」
の
形
で
行
為
概
念
の
中
に
含
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
概
念
と
他
の
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
関
係
は
「
非
晶
質
」
と
「
結
晶
質
」
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

E命

こ
の
行
為
概
念
の
考
察
に
際
し
て
、
第
一
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
は
「
客
観
的
帰
属
概
念
」
な
の
で
あ
る
か
ら
人
の
支
配

可
能
性
内
に
あ
る
結
果
の
帰
属
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
刑
罰
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
者
に
対
し
て
自
発

的
贈
罪
を
通
し
て
(
刑
罰
の
効
果
性
の
確
保
〉
を
通
じ
て
、
単
に
「
抑
圧
的
害
悪

(
H
4
5
g
z
g
d
σ
巳
)
」
(
応
報
)
で
は
な
く
、
再
社

会
化
(
岡
山
g
O
N
E
-
E
A
W
Eロ
巴
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
v

人
間
の
能
力
、
自
己
処
理
能
力
の
限
界
外
に
あ
る
も
の
を
人
聞
に
帰

す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
、
刑
罰
の
目
的
た
る
特
別
予
防
(
一
般
予
防
は
第
二
義
的
な
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
)
の
観
点
か
ら
し
て
背
理
と

言
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
聞
の
支
配
可
能
性
の
前
提
と
な
る
の
が
客
観
的
予
見
可
能
性
即
ち
、
客
観
的
目
的
性
な
の
で
あ
る
。
客
観

的
帰
属
論
に
と
っ
て
、
行
為
に
内
在
す
る
客
観
的
傾
向
を
事
前
に
判
断
可
能
で
あ
り
且
つ
支
配
可
能
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
行
為
者
が
特
殊
な
予
見
を
あ
る
い
は
予
見
可
能
性
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
行
為
概
念
と
は
何
等
関
係
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の

支
配
可
能
性
は
人
間
を
人
間
と
し
て
特
徴
づ
け
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
生
物
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
人
間
行
為
の
存
在
論
的
構
造
の

一
部
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ロ
グ
ツ
ン
が
行
為
概
念
を
特
殊
刑
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
「
立
法
者
が
例

え
ば
、
過
失
行
為
を
刑
法
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
と
行
為
概
念
は
即
座
に
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
か
、
あ
る
い
は
、
メ
ツ

ガ
ー
が
「
刑
法
に
お
け
る
行
為
概
念
は
徹
底
的
に
実
定
法
概
念
で
あ
る
。
」
と
す
る
こ
と
は
行
為
概
念
の
存
立
基
盤
を
看
過
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

人
間
の
存
在
論
的
構
造
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
「
精
神
的
存
在
(
の
2
2
4司
g
g
)
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
因
果
的

行
為
論
と
目
的
的
行
為
論
は
「
存
在
論
的
行
為
概
念
」
構
成
と
い
う
こ
と
で
一
括
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
自
然
主
義
即
存
在
論
、
規
範
主

義
即
価
値
論
と
し
て
対
置
す
る
と
き
、
明
ら
か
に
価
値
的
な
も
の
は
存
在
論
的
構
造
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
公
式
か
ら
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A 

は
目
的
的
行
為
論
が
存
在
論
的
行
為
論
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
「
目
的
性
が
因
果
性
と
同

様
に
存
在
論
的
概
念
で
あ
ヲ
初
」
カ
ウ
フ
マ
ン
が
「
目
的
構
造
は
因
果
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
一
の
存
在
論
的
範
障
は
第
二
の
範
障
な

し
に
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
叩
〉
」
と
一
言
う
と
き
、
自
然
主
義
即
存
在
論
の
公
式
を
適
用
す
る
と
、
目
的
的
行
為
概
念
は
全
く
意
味
内

容
を
有
し
な
い
空
虚
な
概
念
に
な
必
。
だ
か
ら
、
目
的
性
概
念
と
故
意
概
念
と
は
全
く
異
な
っ
た
構
造
を
有
す
る
こ
と
に
な
持
。
だ
が
、

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
こ
の
両
概
念
の
一
致
を
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
は
行
為
者
自
身
か
ら
の
意
味
付
与
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
の
限
度
で
目
的
性
概
念
は
価
値
関
係
的
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
行
為
者
主
体
か
ら
の
主
観
的
心
理
的
行
為
概
念
規

定
に
そ
の
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

目
的
的
行
為
論
が
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
論
者
は
「
有
意
味
性
」
を
も
存
在
論
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
目
的
的
行
為
諭
の
失
敗
は
「
有
意
味
性
し
の
規
定
を
行
為
者
主
体
か
ら
の
意
味
付
与
か
ら

解
放
さ
れ
て
、
客
観
的
意
味
付
与
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

人
聞
は
常
に
「
社
会
的
接
触

(
S
N
E
巾関。ロ昇。
J
に
よ
っ
て
生
活
を
営
む
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
自
己
存
在
で
は
な
く
社
会
的

犯罪論における行為概念の研究

存
在
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
現
象
を
「
行
為
者
主
体
」
か
ら
で
は
な
く
「
他
人
の
日
」
か
ら
客
観
的
、
社
会
的
に
判
断
す
る
こ
と

は
「
精
神
存
在
」
と
し
て
の
人
聞
の
属
性
で
も
あ
る
。
こ
の
客
観
的
判
断
が
人
間
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
社
会
的
判
断

に
よ
っ
て
行
為
の
意
味
を
洞
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
行
為
を
制
御
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

「
答
責

性
」
を
も
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
従
っ
て
、
行
為
の
意
味
は
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
社
会
的
判
断
は
人
間
の

存
在
論
的
構
造
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
有
意
味
性
判
断
に
際
し
「
社
会
的
重
要
な
公
O
N
U
F
F
$
F
Y
)
」

と
L
て
行
為
概

念
を
規
定
す
る
こ
と
は
誤
り
へ
導
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
は
既
に
、
違
法
性
判
断
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
「
髪
を

統
る
こ
と
は
通
常
、
社
会
的
に
重
要
で
な
い
態
度
で
あ
る
。
突
然
、
硫
っ
て
い
る
者
の
背
後
に
人
聞
が
現
わ
れ
、
こ
の
者
が
櫛
に
よ
っ
て
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説

侵
害
さ
れ
る
場
合
、
社
会
的
重
要
な
態
度
が
存
す
る
、
即
ち
、
t

社
会
的
行
為
論
の
意
味
に
お
け
る
行
為
が
存
す
る
。
招
待
し
て
い
な
い
、

見
え
な
い
客
の
出
現
が
寸
前
ま
で
行
為
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
行
為
に
す
る
。
」
と
い
う
批
判
を
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

行
為
の
意
味
が
客
観
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
、
行
為
者
主
体
の
意
思
を
排
斥
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

未
遂
犯
の
場
合
に
は
行
為
者
の
意
思
も
規
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
未
遂
犯
と
い
え
ど
も
、
「
実
行
の
着
手
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
行
為
の
客
観
的
傾
向
と
行
為
者
の
意
思
が
共
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

5命

以
上
の
総
説
的
見
解
か
ら
次
の
様
な
行
為
概
念
の
叙
述
的
事
物
説
明
が
得
ら
れ
る
。

「
人
の
支
配
可
能
な
態
度
に
よ
る
客
観
的
に
支
配

可
能
な
社
会
的
結
果
の
発
生
。
」
以
下
さ
ら
に
分
節
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

(
1
〉
〈
間
]-ECロ仲間・同
E
E
-
-
S同ロロ仏

o
g
o
r
z
z
N
E
o
n
yロロロ悶
L
口
一
司
自
ロ
rl
明日同開
ω
Z・
3
ω
0・
ω・
一
三
戸
町
内
-
F
E
R
-
出。間色
ω
N目。
nrロロロ向
l

m一角川町岡町内ロロ牛島肖∞
mwmHF同町《四月
D
『』
orz〈
EMNS3nrロロロ向・

}UN〕1
・
ω・由。同町・

(
2
)

こ
の
批
判
は
因
果
的
行
為
論
者
で
あ
る
メ
ツ
ガ
i
が
同
じ
因
果
的
行
為
論
者
で
あ
る
リ
ス
ト
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
メ
ツ
ガ
i

自
身
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

ζ
9岡市
?
ω
E
F江
戸

ωkFE2・
ω・一
Oω
・
〉
ロ
ヨ
タ
《
同
命
日
-
F
ω
g
p
E
E
H・〉・、同
J

ム
〉
口
町
ア

ω・
ω由・

(
3
)
〈
間
一
・
出
・
冨
a
o
p
〈
O
H
g
g
q
F
S問
g-ω
・
-A一
R
m
C
M
M
P
回
包
同
町
切
刊
誌
】
2
r
z口町
g
N
E
S
〈
角
『
幹
一
宮
町
〈
g
m
o
n
r
a
E
Z
己
ロ
仏
列
。
n
Z田
S
R

包
含
ω
至。
5
3
r
ロ
g
q一g
g
E
S
E
m・
5
h
m邑
r
H
E
n
v
b
a
g
s
-再
E

F
一
回
目
∞

.ω
・
MmOR.

(
4
)
E
Z
-
U芯

U
F
O
-
ω
・ミ・

(
5
)

こ
の
こ
と
か
ら
行
為
概
念
の
定
義
が
不
必
要
あ
る
レ
は
不
可
能
な
こ
と
を
理
由
に
刑
法
規
範
学
の
対
象
と
し
て
の
一
般
的
行
為
論
を
否
定
す
る
論
者

と
し
て
、
作
業
概
念

9
2忠
良
ロ
向
山
宮
包

S
と
し
て
の
無
価
値
を
理
由
と
す
る

M
N
S
F
N
E
F
E
r
L
R
b
E
g
出
g
島
E
立
与
HP
古
口
問
符
巧

三・

ω・
印
]
∞
同
町
・
そ
の
体
系
的
価
値
の
不
毛
性
を
理
由
と
す
る
∞
o
n
g
-
B
E
P
司
r
R
L
B
〈
q
E
-
S
F
ω
・日ム・・
4
・
切
ら
ロ
oh戸

ω・
P
0・
ω・
5
印

F
-
A
Z
F
E
-
-
g
p
m・
o・
ω
-
R
-
ω
n
V
E
E
E
E詰
♂

N
R
ω
E
S
E
E
R
〈
2
r
s
z
a岳
H0・
2
H
F仏
V
E
n
y
b
a酔
n
Z
E島
町
民
?
ω
-
R
-

統
一
的
、
一
般
的
行
為
概
念
の
不
可
能
な
こ
と
を
理
由
と
す
る
何
色
r
g
n
F
U母
国
自
色
E
m凹
Z
岡
江
戸

ω・
一
お
・
な
お
小
野
博
士
が
「
従
来
の
行
為
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犯罪論における行為概念の研究

論
の
病
は
、
行
為
と
い
う
も
の
を
法
律
的
構
成
要
件
的
評
価
以
前
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
私
の
い
わ
ゆ
る
『
裸
の
』
行
為
論
が
い
け
な

い
の
で
あ
る
。
刑
法
上
の
行
為
は
あ
く
ま
で
構
成
要
件
的
行
為
で
あ
る
。
・
:
行
為
は
構
成
要
件
の
枠
内
に
お
い
て
、
そ
の
中
核
的
要
素
と
し
て
論
ぜ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
的
評
価
に
関
係
の
な
い
行
為
な
ど
は
、
刑
法
に
お
い
て
全
く
用
な
き
も
の
で
あ
る
。
」
(
前
掲
書
、
五
四
頁
)
と

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
続
け
て
「
刑
法
上
の
行
為
は
、
倫
理
的
な
主
体
性
を
帯
び
た
行
為
と
し
て
倫
理
的
評
価
の
客
体
と
な
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
:
・
規
範
支
配
の
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
意
思
は
倫
理
的
規
範
に
よ
る
自
己
決
定
の
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
限
り
で
、
構
成
要
件
自
由
な
行
為
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
後
、
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
参
照
。
平
場
「
行
為
概
念
の
研
究
」
一
二
三
一
員
、
注
(
5
)
、
福
田
「
総
論
」
四
八
頁
、
同
「
犯
罪
理
論
」
四
三
頁
、
注
(
5
)。

(
6
)

忌
包
r
o
F
F
H
)向
田
百
円
出
g
m
ω
g
m
H
5・
ω
・∞-

(
7
)

イ
ェ
シ
エ
ツ
ク
も
行
為
概
念
の
性
質
と
し
て
、
一
般
的
公
正
ゅ
2
2ロ
)
、
中
立
的
(
ロ
2
5
-
)
区
別
力
の
あ
る

(
5
5
R
Y呂
田
口
口
間
協
同
足
早
巴
こ
と

と
並
ん
で
内
容
の
あ
る

(
E
n
r
z
z
m
)
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

U
2
2
3
p
o円Z
E
n
r
0・
ω
・一品一
J
《

F
5一F
H
h
r
z
n
y

ω・
一
日

0
.

(
8
)
H
・
7

イ
ア
1
も
適
切
に
次
の
如
く
指
摘
し
て
い
る
。
「
後
に
来
る
す
べ
て
の
要
素
(
構
成
要
件
該
当
、
違
法
、
有
責
)
の
基
礎
に
あ
る
実
質
的
行

為
概
念
へ
の
論
理
的
関
係
は
行
為
概
念
自
体
の
中
に
既
に
存
在
す
る
概
念
契
機
の
よ
り
詳
し
い
規
定
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
名
も
な
い
メ
ル
ク
マ

ー
ル
か
ら
各
の
あ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
。
」
と
o
J
N
2
r
3
2宮
口
問
。
P
ω
・
-Am・
参
照
。
中
村
「
刑
法
に
お
け
る
行
為
概
念
の
意
味
・
機
能
」
法

学
研
究
三
七
巻
三

l
四
合
併
号
。

(
9
)

〈
包
-KFF司
E
Z
4
7
関口
Z
E向。
5
2
ω
昨日問問。
ω
2
N
r
R
Z
P
〉・、
HJ
呂田町・

ω

コJ
〉
3
r
R
Hハ
ω口町
E
E
P
E
O
P
E
-何
回
S
L
-
s
m
ω
}
o
r
F
ω
・一品目

な
お
、
平
野
「
ド
イ
ツ
刑
法
の
改
正
」
概
観
ド
イ
ツ
法
一
九
七
一
年
、
二
八
二
頁
参
照
。

(
叩
)
〈
包
・
〉
同
昨
日
関
宮
町
B
E
D
-
U庁

Oロ
5
5包
ω円r
p
ω
・
二
A
R
-
-
冨
E
Y
C町内
F
H
V貸
出

ONE-pω
・一吋
0

・

(
U
m
o
g
-
Nロ円
E
Z
F
ω
・印一白
J

含問。目。
P
巧
己
主
-
〈
O
B

∞-
2
r
z
g
h・
二
〉
ロ

E
N一-

(門は
)
ζ
a
m
R・
0
5
出血昆一ロロ向・

ω
富
良
向
。
円
l

回一2・

ω
E
P
2
r
F
H
:
P
同
，
・
ご
〉
c
p
ω
・印
0

・
な
お
、
大
塚
教
授
も
行
為
概
念
を
実
定
法
的
要
請
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
「
行
為
論
」
刑
法
講
座
二
巻
、
二
頁
。

(
け

M)

〈
同
]
・
出

g
r。ァ
?

?

C
・
ω-Mω
∞・

(
M
門
〉
大
塚
、
前
掲
書
、

1
五
頁
。
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説

ハ日

)
ω
E
F
O
E邑
gmg-ω
・
8
・
イ
ェ
シ
エ
ツ
ク
も
目
的
性
、
岡
果
性
、
行
為
期
待
(
こ
の
相
互
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
)
を
評
価
的
な
も

の
に
よ
っ
て
統
一
し
よ
う
と
す
る
の
も
同
一
思
考
様
式
で
あ
る
。

rrgnyω
・一印
ω
・

(
日
)
巧
ω
町内「

C
B
F
Eロ
号
ム
・
吋
・

(
行
〉
〉

H
S
E
民
自
問

g
m
E
P
U
5
u
c
m
Bえ
Frwω
・
ミ
・

〈
間
〉
〈
四
一
問
C
H
5
.
N
再
開
ハ
口
付

FFω
・印
N

印・

(
悶
)
〈
間
一
-
m
D
M
Z
-
p
m・
o・
ω・印
M

印
・
ロ
ク
シ
ン
は
次
の
様
な
例
を
あ
げ
る
。
誰
か
が
物
を
奪
う
。
そ
の
物
は
誤
っ
た
法
的
考
慮
に
よ
っ
て
自
分
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
因
果
的
連
関
は
こ
こ
で
は
徹
底
的
に
操
縦
さ
れ
て
い
る
。
行
為
者
は
持
と
う
と
し
た
物
を
目
標
確
実
に
掴
む
。
外
的
現
象

は
微
細
に
至
る
迄
行
為
者
の
計
画
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(
叩
)
肘
『
・

ω
n
r
g
E
F
ω
G
N
U
-
p
ω
・
2
0・

(
引
)
大
塚
教
授
は
「
行
為
概
念
を
み
ち
び
く
た
め
に
は
、
行
為
を
不
行
為
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
判
断
を
経
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
刑
法
的

判
断
で
な
く
、
一
般
の
社
会
観
念
に
も
と
づ
く
事
実
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
「
行
為
論
」
一
五
頁
)
と
し
て
「
価
値
論
的
な
社
会
的
行
為

概
念
の
立
場
は
:
・
方
法
論
的
誤
泌
を
犯
し
て
い
る
」
(
一
六
頁
〉
と
し
な
が
ら
、
不
作
為
の
説
明
で
は
「
社
会
的
意
味
に
お
け
る
存
在
性
を
も
っ
」

(
一
八
頁
)
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
存
在
論
的
範
瞬
を
有
意
性
に
も
鉱
げ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
す
れ
ば
、
教
授
の
社
会
的
行
為

論
へ
の
批
判
は
適
切
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
社
会
的
行
為
論
も
大
塚
教
授
の
意
味
で
の
存
在
論
な
の
で
あ
っ
て
刑
法
的
価
値
判
断
(
違
法
性
、
有
責

性
〉
を
含
む
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
間
一
一
切
ロ
問
R
7・
Uω
同
訟
E
F
ω
・
-mo--
常円
ω
島
出
・
〈
O日
巧
。
-
E
E
《同盟

γ日
常
ロ
・
一
∞
印
0

・
ω・
ω∞・

〉同門
r戸
同
同
開
口
町
5
2
5・
Uぽ
OEO-D肉
FRrpω
・∞
ω
問問・

(
包

)
F
R
7
2
F
F
F
0
7叶ゲロロ
}rω
・

5ω
・

(お

)
F
E
E
S
-
ω
g
h
B
F
∞

-su--
品
自
己
『
0・
。
E
E
Z開門戸同町内・

ω・怠・

(
刊
け
〉
〈
m--
〉
円
岳
民
宍
宮
内
S
E
E
-
U
E
g
g
-
o四百}凶作・

ω・
二
?
巴
u
-
W
Y
E
ι
?
ω
O
N
E
-
p
ω
・
ω主
・
な
お
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
が
未
遂
犯
に
つ
い
て
「
故

意
犯
は
こ
こ
に
お
い
て
は
、
一
義
的
に
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
に
は
外
的
現
象
の
構
成
要
件
該
当
性
は
確
か
め
ら
れ
得
な
い
0

・
:
故
意
が
未
遂
犯
に
お
い
て
構
成
要
件
に
属
し

(NE叶
え

5
5午
:
聞
各
ぎ
)
、
責
任
に
は
じ
め
て
属
す
る
の
で
は
な
い
と
き
未
遂
犯
が
既
遂
の

段
階
に
移
行
し
た
時
で
も
伺
じ
機
能
を
故
意
は
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
巧
告
。
f
u
g
F
E
H
F
-
o
〉
色
・

ω・
勾
J

争。
S

F
・
0
再

島

2
再
宮
え
S
P
R
E
F
o
u
o
m
g
z
r
ι
q
z
E
g
-
c
c
y
r
a
g仏内同庁

bs-何
回

g
e
g
m払内
v
a
-
-ロい』ロ
ω・
3
2・
ω・品
N
N
・
〉
〈
m--
。己
-B-

5命
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ω
-
F
。・

ω・
8
・
Z
5
p
m，
H
Z
E
E
-
〈
D
一目白門
N
E
L
3町一笹田
F
m
Z
F
-
U印プ

ω
-
M
一J

福
田
、
〈
O
同
盟
関
口
口

ι
F
rユ昨仲間盟問
Z
M同
m
F
C
R
R
Z邑
1

2
M
E
R
-
E
H
N
ω
司
君
コ
・

ω・
8
・
R-
と
す
る
の
は
行
為
概
念
と
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
論
理
的
関
係
を
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
文
に
お
い
て

指
摘
し
た
様
に
、
構
成
要
件
自
体
、
違
法
性
自
体
、
責
任
自
体
と
い
う
の
は
存
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
概
念
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
要
素
は
「
擬

似
メ
ル
ク
マ
ー
ル

(
ρ
g
a
5
2官
g
F〉
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
故
意
は
不
法
構
成
要
件
あ
る
い
は
責
任
構
成
要
件
の
下
で
考
察
さ
れ

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
〈
間
一
-
∞
R}向。
-
g
E
P
R
r
R
《回目〈耳目&一
gu--ω
・ム
0

・仏ゆ目。
-r0・∞什『凶町
H
o
n
-
M
E
Z
C
E
R
E
n
y
cロ向。
p
-
u
m吋・

ω-

m吋
同
『
〉
吋
片
}
回
日
関
宮
町

2
5・
0
g
ω
n
rロ
5
1ロ
NFヲ

ω・
5
ω
?
ピロ問。・

Nω
可巧

2
・
ω・印。一
J

出
足
a
F
U
F
o
r
-
m
g
m。rdZ月
C
ロB
R回目
m
r
x

(

間

ωωcmwω
件
。
∞
)
古
い

Nω
可
謡
、
印

hy
∞-NUU・

(
お
)
行
為
概
念
の
厳
密
な
定
義
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

〈
m-
〉
HHY可
欠
自
『
g
g
p
U
Fゆ
C

ロ
g-cmHRrpω
・∞吋『・

第
二
節

社
会
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

行
為
概
念
規
定
に
お
い
て
「
社
会
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
強
調
す
る
の
が
、

犯罪論における行為概念の研究

い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
行
為
論
」
で
あ
る
。
こ
の
行
為
論
は

ザ
ウ
ア
!
の
「
作
用
(
行
為
)
と
は
通
常
、
期
待
さ
れ
得
な
い
社
会
的
事
実
へ
の
傾
向
あ
る
人
間
の
自
由
な
(
有
意
的
)
外
的
態
度
」
、

エ
l
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
行
為
と
は
社
会
的
外
部
世
界
に
対
す
る
有
意
的
態
度
」
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
「
行
為
と
は
・
:
計
算

可
能
な
社
会
的
に
重
要
な
結
果
の
有
意
作
用
」
を
経
て
、
マ
イ
ホ

l
フ
ァ

l
の
「
行
為
と
は
客
観
的
に
予
見
可
能
な
社
会
的
結
果
へ
の
関

連
に
お
け
る
客
観
的
に
支
配
可
能
な
態
度
」
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
前
進
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
何
故
に
、
行
為
の
社
会
的
意
味
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
勿
論
、
行
為
概
念
の
考
察
は
刑
法
学
者
の

観
点
か
ら
な
さ
れ
る
c
そ
れ
は
先
ず
、
行
為
の
法
的
評
価
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
同
時
に
こ
れ
に
連
な
る

(
F
Z
r
w
g
)

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
行
為
概
念
を
自
然
主
義
的
に
規
定
す
る
時
、
行
為
の
社
会
的
意
義
は
完
全
に

没
却
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
既
に
、
ラ

l
ト
プ
ル
フ
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
侮
辱
罪
の
例
を
あ
げ
、
喉
頭
運
動

l
音
波
刺
激
!

北法22(4・107)749



説

聴
覚
刺
激
1
l
脳
髄
現
象
と
い
う
具
合
に
規
定
す
る
説
記
、
そ
の
最
も
本
質
的
な
も
の
、
言
語
の
意
味
、
侮
辱
の
社
会
的
意
義
が
完
全
に
没

却
さ
れ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
一
学
と
い
う
の
は
、
法
の
素
材
は
、
「
社
会
的
な
概
念
を
介
し
て
前
形
成
さ
れ
た
所
与
で
あ
る
」
か
ら
で

あ
れ
山
。
法
規
範
は
社
会
的
事
象
に
対
し
て
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
叱

論

社
会
的
有
意
味
性
を
因
果
的
行
為
論
が
無
視
し
て
い
た
と
い
う
批
判
は
目
的
的
行
為
論
に
対
し
て
も
可
能
で
あ
る
。
過
失
犯
の
有
名
な

例
、
致
死
的
に
作
用
す
る
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
を
不
注
意
に
よ
っ
て
愚
者
に
注
射
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
死
を
招
来
し
て
も
、
看
護
婦
は

「
目
的
的
注
射
行
為
」
を
し
て
い
る
が
「
目
的
的
殺
人
行
為
」
は
し
て
い
な
い
以
「
即
ち
、
目
的
的
行
為
論
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
主
観

的
心
理
的
目
的
的
構
造
が
行
為
の
構
成
要
素
を
為
す
。
だ
か
ら
、
目
的
的
行
為
は
特
定
時
の
意
思
内
容
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
変
更
す

る
。
だ
か
ら
、
看
護
婦
は
注
射
行
為
を
し
て
い
る
が
殺
人
行
為
は
し
て
い
な
い
V

し
か
し
、
殺
人
行
為
で
な
い
も
の
が
何
故
に
「
過
失
殺

人
罪
」
で
処
罰
さ
れ
る
の
か
。
目
的
的
行
為
論
者
は
純
粋
に
、
言
葉
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
説
明
す
初
即
ち
、
こ
の
場
合
、
結
果
か

ら
の
規
定
に
よ
っ
て
「
殺
す
(
急
活
ロ
)
」
と
は
言
え
る
が
、
行
為
を
構
成
す
る
意
図

(
H
E
g同
窓

口

)

「

殺

人

行

為

か
ら
規
定
さ
れ
る

(叶
R
X
E
M
m凹

Z
ロ【同
E
ロ
ぬ
)
」
と
は
号
一
回
え
な
い
と
。
し
か
し
、
過
失
犯
の
行
為
性
格
の
目
的
性
が
法
的
に
重
要
で
な
い
と
す
る
と
何
故
に
、

違
法
、
有
責
の
刑
法
的
評
価
が
注
射
行
為
に
結
び
つ
く
の
か
全
く
説
明
が
な
い
。

法
規
範
は
社
会
現
象
を
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
現
象
は
個
人
の
主
観
的
心
理
的
な
も
の
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、

「
社
会
人
」
か
ら
見
た
事
象
で
も
あ
る
。
社
会
的
有
意
味
性

(ω

。N
S
F
2ロ
ロ
ゲ
印
町
民
事
岳
)
が
こ
れ
で
あ
る
。

ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
「
社
会
的
行
為
論
に
よ
っ
て
目
的
的
行
為
諭
を
攻
撃
す
る
時
行
為
を
社
会
的
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
当
初
か
ら

目
的
的
行
為
論
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
今
日
、
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
現
象
と
し
て
の
行
為
は
目
的

的
行
為
論
の
基
礎
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
う
る
c

」
と
す
る
が
、
事
態
は
ま
さ
に
、
逆
に
、
主
観
的
目
的
的
行
為
論
の
基
礎
か
ら
す
れ
ば

nuv 

「
内
容
に
充
ち
た
社
会
的
行
為
概
念
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

北法22(4・108)750
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犯罪論における行為概念の研究

(
1
)
ω
2
2・
0
Eロ岳山向。
p
ω
・ム

MM・

(
2
)
ぐ
・
ピ
mN7ω
円
F
S
E
F
F伶
Z
F
R
Y
-
N
m
〉丘一

-ω
・
3A-
〈
同
一
・
開
『
・

ω
n
r
g
E
p
u
q
〉円
N片岡

5
2
g『門司
7
7
3
ω
u
-
∞
-
a
-
K
Fロ
E
M
U
-常
田
巳
Z
・

』

N

一回印

?
ω
・
-
U
0
・

(

3

)

岡山口何回

5
・
〈
o
g
京-丹
EL-ω
・
∞
∞
二
雪
印
ぬ
一
『
戸
口
印
同
町
M
E
r
-
ω
-
E
E・
E
-

(
4
)
宮
巳
宮
町
F

U
向

ωONE-pω
・
二
∞
・
な
お
、
「
犯
罪
論
体
系
に
お
け
る
行
為
概
念
」
の
中
で
は
「
行
為
と
は
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
た
法
益
の
侵
害
の

作
用
に
向
け
ら
れ
た
人
間
態
度
」
「
行
為
と
は
社
会
的
利
益
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
態
度
」

(
U
R
E
E告
白
ロ
阿
佐

a
z
R
-
ω
・
吋
M)
と
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、
「
絶
対
的
に
非
有
意
的
な
感
覚
喪
失
、
意
識
喪
失
の
現
象

2
E
Sロ
l
E邑

σ
2忌
号
掘
の

Z
Zる
も
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
た
法
益
の

侵
害
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
ま
ず
第
一
に
、
刑
法
に
と
っ
て
、
行
為
と
し
て
関
心
が
あ
る
:
・
。
」

(
F
印・

0
・
ω・
8
・
〉
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
は
進
法
論
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
っ
た
。
〈
四
「
の
と
-
p
p
p
。・

ω・
一
デ
〉
ロ
ヨ
ム
c
・
m-
吉
田
「
行
為
論
」
法
学
新
報
、
第
七
二

巻
第
二
・
三
号
、
五
七
頁
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
彼
の
「
人
的
(
客
観
的
)
不
法
論
」
の
展
開
と
と
も
に
、
行
為
概
念
も
本
文
の
様
に
改
め
ら
れ
る
に

い
た
っ
た
。

(
5
)
そ
の
他
、
「
社
会
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
回

R
r
o
z
s
p
d
F
R
《
凶
器
〈
向
玄
一

E
P
ω
・

2
ロ
-MU--
』

g
n宮
内
F
0
2

民

B
Z
n
E
F
n
y
p
ω
.
一日

O
R
.
《田宮内
-
z
-
r
r
z
n
y
ω
・
5
江
戸
〉
H
F戸『
F
E
E
E・
0
5
8
Z一c
m
R
F
ω
・
二
土
?
国
・
ζ
ミ
戸

ω
Z
F
2
Z
.

3
印
ω・
ω・
土
問
問
。

Z
2・
0
a
c
r
Y
E
F
Z
N
d司
2
r
B
G
g叫
三
宮
内
問
団
門
司
2
7
Z耳
目
仏
己
向
。
ロ
司
自
ι一戸口町-一甲山
?ω
・吋

Nh『J
《目。日己
σ。・

0
E
A
E
-
5
N百円円。

ロ
日
ロ
宣
告
の

m
E
F
Eロ
m
a
t
-
r
F
Eい
Nω
可
巧

2
・
ω・
印
一
?
巧
g
m
r
-
P
F
0・
ω・
∞
同
町
J

巧

E
E
Z
H同
司
「
行
為
は
社
会
人
の
(
呂

5
8
m
n
l

z
E
W
)
の
生
活
領
域
の
中
で
行
な
わ
れ
る
所
為
現
象
の
内
部
で
の
主
観
客
観
的
契
機
を
含
む
複
雑
な
社
会
的
意
味
統
一
を
意
味
す
る
。
」

(
0
5

問。昌三間命

ω
E
R
5
仏耳《凶
2
耳
目
高
ロ

ω
E
F
n
Z
2
5
2問
E
F
一回目吋二山・

2
)
な
お
、
巧
D
一
虫
、
が
社
会
的
行
為
概
念
の
重
要
性
を
認
め
な
が
ら

「
決
意
(
何
ロ
再
智
広
g
m
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
現
実
(
巧
弓
F
n
F
2
)
と
し
て
の
行
為
は
個
々
人
の
自
由
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
の
自
由
な
意

味
関
係
的
選
択
で
あ
る
。
他
の
可
能
性
、
そ
れ
が
個
々
人
に
と
っ
て
真
正
の
可
能
性
で
あ
っ
た
限
り
で
、
決
意
に
よ
っ
て
無
に
な
る
。
」

(
O
R
出

T

E
-
5問
m
Z四丘町・

ω・
一
吋
)
と
す
る
と
き
、
自
ら
も
認
め
る
様
に
責
任
段
階
で
の
行
為
論
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
巧
o一四『
-
U
E
P
o
z
o
g

L
2
E
m邑
一
口
口
問

5
2
B伊
丹
z
w
吉
川
河

&
r
E
n
r
l
c
&匹口
r
g切符
Z
5・∞
-NU∞
)
従
っ
て
、
統
一
的
行
為
概
念
を
意
味
し
な
い
。
な
お
、
ロ
ク
シ

ン
も
社
会
的
行
為
論
者
と
し
て
挙
げ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

m
C
H
F
N
E
F
E
r
-
ω
・
印
竺
・
我
が
国
で
は
、
米
田
「
刑
法
的
行
為
概
念
の
条
件
」
司

法
研
修
所
創
立
十
五
周
年
記
念
論
文
集
、
下
巻
一
六
七
頁
以
下
、
同
「
刑
法
に
お
け
る
行
為
概
念
の
実
践
的
意
義
」
司
法
研
修
所
創
立
二
十
周
年
記
念

北法22(4・109)751 



会説

論
文
集
、
第
三
巻
、
二
八
頁
以
下
、
同
「
法
概
念
と
し
て
の
行
為
」
犯
罪
と
刑
罰
(
上
)
一
八
九
頁
以
下
、
同
「
主
観
的
目
的
的
行
為
論
と
体
系
的
行
為

概
念
」
判
夕
、
二
五
九
号
、
二
頁
以
下
参
照
。

(
6
)
〈

-
F
F
ω
N
F
U
F
E
S
-
-
∞¥ミ

E
P
ω
・一

N
C
E
g
一-

(
7
)
実
際
、
リ
ス
ト
は
侮
辱
罪
を
「
空
気
振
動
の
刺
激
、
被
攻
撃
者
の
神
経
組
織
に
お
け
る
生
理
学
的
過
程
の
刺
激
」

(
r
z
r
E
Y
N
〉
C2・
ω・
5
3

と
説
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
極
端
に
自
然
主
義
的
な
考
察
方
法
は
後
の
阪
で
は
見
い
出
さ
れ
得
な
い
。

(
8
)
剛
山
邑

r
g
n
y
N日
ω
E
3
3
F
ω
・
5
了
号
2
-
F
H
U
n
z
m
E
2
5仏
閉
山

2
y
g
g
R・
3
f
r
n
y守
岳
町
列
島
佐
官

j
E
L
t宅
用
言

E
Z
M》
E
C
E司
F
F

回《凶一.ァ

ω・
ωhS-

(
9
〉

E
L
r
E
n
r
-
m
R
E
m
-仏
2
・
ω・
8
0・
し
か
し
、
ラ
i
ト
ブ
ル
フ
が
即
座
に
、
社
会
的
所
与
性
を
構
成
要
件
に
結
び
つ
け
て
行
為
概
念
に
結
び
つ
け

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
論
理
の
飛
躍
が
あ
っ
た
。
ぐ
四
一
-

t
司
巳
N

ゆ
ア
〈
O
B
回一
2
Z昆
gwω
・吋同町・

(
印
)
〈
四
}
・
開
『

ω円「ヨ
FLPω
』

N-
一回印
0・
ω-MUD-

(
什
)
毛
色
目
f
u
a
u
g
H
R
Z・
5
〉
g
b
・
ω・
8
福
田
教
授
も
「
甲
を
殺
す
意
思
で
甲
に
向
か
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
発
砲
し
た
ば
あ
い
、
故
意
の
殺
人
行

為
(
目
的
的
行
為
)
が
存
在
す
る
が
、
か
り
に
ピ
ス
ト
ル
の
手
入
れ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
暴
発
し
て
傍
に
い
た
甲
に
あ
た
り
こ
れ
を
死
に
致
し
た
ば
あ

い
殺
人
行
為
(
目
的
的
行
為
)
は
存
在
し
な
い
が
、
ピ
ス
ト
ル
の
手
入
れ
と
い
う
目
的
的
行
為
は
存
在
す
る
。
」
(
「
総
論
」
五
三
頁
〉
と
さ
れ
る
。

木
村
「
総
論
」
一
六
七
頁
、
同
、
「
犯
罪
論
の
新
構
造
」
(
上
〉
、
昭
和
四
三
年
、
一
一

O
頁
。
〈
m
-
z
g
p
U
F
m
B邑
司
5
2
E
r
2
r
z
ι
c
m
B
E
r

s
ι
ι
S
N
2
F
E
=・
5
H』
N-
一
U
8・
ω・
合
∞
・

(
刊
は
)
平
場
教
授
は
「
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
、
即
ち
、
外
界
の
因
素
を
利
用
し
て
目
的
た
る
一
定
結
果
達
成
の
手
段
と
す
る
こ
と
こ
れ
が
単
な
る
因
果
的

経
過
を
超
え
た
人
間
行
為
の
本
質
的
特
殊
性
な
の
で
あ
る
」
(
「
行
為
概
念
の
研
究
」
七
四
|
七
五
頁
)
と
さ
れ
、
従
っ
て
、
「
目
的
論
的
に
観
察
す

れ
ば
過
失
は
不
行
為
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
目
的
的
行
為
論
の
立
場
を
純
粋
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
向
「
刑
法
総
論
講
義
」
一
九
七

O
年、

三
四
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
般
的
行
為
概
念
を
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
意
思
の
要
素
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
「
行
為
意
思
と
故
意
」
犯

罪
と
刑
罰
(
上
)
二
三
八
頁
以
下
。

巧
吾
作
一

-
U
B
5
5
E
ι
・
品
〉
=2・
ω・
5
・

〈
四
「
〉
江
町
同
日
開
E
円g
g
p
U
5
0
5♀
cmunypω
・
8
・

4
E
N
。f
U
F
5
5
里
子
品
〉
ロ
2・
ω・∞・

論

(
日
)

(

M
門

)

(
日
)
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犯罪論における行為概念の研究

(
日
山
)
こ
れ
は
ヴ
エ
ル
ツ
ヱ
ル
の
言
葉
で
あ
る
o
U
E
U
2仲間

Z-
吋
〉
ロ
2
・
ω・
8
・
な
お
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
「
外
部
世
界
の
現
象
を
行
為
と
し
て
認
識

す
る
た
め
に
は
、
既
に
、
一
定
の
社
会
的
評
価
が
こ
の
現
象
に
付
着
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
伊

E
存命
l

伊

F
E
F
ω
g
R
2
3
E
n
y
-
-印

〉
C
2
・
ω・
コ
)
と
主
張
す
る
が
そ
の
概
念
定
義
は
因
果
的
行
為
論
で
あ
る
。

(
げ
)
マ
イ
ホ
l
フ
7

l
も
次
の
様
に
指
摘
す
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
が
そ
の
著
「
因
果
性
と
行
為
」
(
同

EE--S同
ロ
ロ
仏
国
自
色

E
四
百
円

Nω
可
当
日
ア

ω
・

ロO
)

の
中
で
「
行
為
者
に
よ
っ
て
有
意
味
に
設
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
回
避
が
予
見
可
能
で
あ
り
、
有
意
味
に
設
定
可
能
で
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
構
成

要
件
的
確
定
さ
れ
た
結
果
が
自
己
の
所
為
と
し
て
、
あ
る
い
は
行
為
と
し
て
帰
属
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
客
観
的
に
帰
属
可
能
で
あ
る
」
と
し
た
と
き
、

客
観
的
、
社
会
的
行
為
概
念
の
崩
芽
が
あ
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
「
人
格
的

Q
g
S
F
5
」
な
能
力
、
技
能
を
も
っ
た
主
体
か
ら
出
発
し
て
「
人

(
匂

2
gロ
)
」
か
ら
始
め
な
か
っ
た
こ
と
が
強
制
的
に
行
為
概
念
の
主
観
化
心
理
化
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
。

Uω
円

印

O
N
E
-
p
ω
・-∞
N
-
K
F
ロ
g
g・
蛇
足

な
が
ら
、
我
が
閣
で
は
社
会
的
行
為
論
と
因
果
的
行
為
論
の
相
違
が
必
ず
し
も
正
確
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
例
え

ば
、
大
塚
「
「
汀
為
論
」
に
よ
る
と
「
因
果
的
行
為
概
念
の
中
に
は
、
さ
ら
に
、
行
為
を
も
っ
ぱ
ら
自
然
科
学
的
な
視
野
に
お
け
る
精
神
的
、
身
体
的
活

動
と
み
る
自
然
的
行
為
概
念
と
、
社
会
的
に
意
味
の
あ
る
有
意
的
・
:
す
な
わ
ち
、
単
に
心
理
的
な
事
象
と
し
て
の
意
思
に
み
ち
び
か
れ
た
挙
動
と
し
て

理
解
す
る
社
会
的
行
為
概
念
・
:
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
六
頁
)
と
さ
れ
、
自
然
的
行
為
概
念
H
精
神
的
、
社
会
的
行
為
概
念
H
心
理
的

と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
っ
て
、
事
実
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
し
か
も
、
精
神
的
と
心
理
的
の
範
瞬
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

社
会
的
行
為
概
念
を
も
因
果
的
行
為
概
念
に
含
め
る
と
い
う
誤
り
を
導
い
て
い
る
。
叉
「
因
果
的
行
為
概
念
に
お
い
て
、
共
通
し
て
行
為
の
要
素
と
み

ら
れ
る
も
の
は
、
有
意
性
〈
巧

F
E
F円
F
Z
)
と
身
体
性
(
宍
公
司

E
F
n
7
5
5
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
」
(
七
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
社
会
的

行
為
論
と
自
然
的
行
為
論
で
の
有
意
性
概
念
の
実
質
的
意
味
内
容
の
相
違
を
無
視
し
て
い
る
。
身
体
性
も
社
会
的
行
為
論
で
は
そ
の
概
念
要
素
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
叉
「
社
会
的
行
為
概
念
は
、
行
為
概
念
に
規
範
的
意
味
を
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
を
も
行
為
と
解
す
る
こ
と

に
さ
ほ
ど
困
難
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
メ
ツ
ゲ
ル
は
・
:
」
(
七
頁
〉
と
さ
れ
る
が
、
メ
ツ
ガ
ー
は
そ
の
方
法
論
が
行
為
概
念
規
定
に
何
等
、
反
映
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
メ
ツ
ガ
ー
を
社
会
的
行
為
論
に
含
ま
し
め
る
こ
と
は
大
い
に
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
内
叉
(
社
会
的
行
為
概
念
に
よ

っ
て
も
、
厳
密
に
は
、
可
罰
的
場
合
の
す
べ
て
を
行
為
概
念
中
に
包
摂
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
忘
却
犯
(
〈
2
向島
znrr呂田品。
z
z
&
、

す
な
わ
ち
、
無
意
識
の
過
失
に
も
と
づ
く
不
作
為
に
あ
た
る
ば
あ
い
に
は
行
為
者
の
意
思
活
動
は
存
し
な
い
か
ら
、
行
為
概
念
の
標
識
と
し
て
の
有
意

性
が
欠
け
、
行
為
と
は
い
え
な
い
と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
」
(
八
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
有
意
性
の
意
味
内
容
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
。
ま

た
、
マ
イ
ホ
|
フ

7

!
と
メ
ツ
ゲ
ル
を
同
視
し
て
「
行
為
概
念
の
実
体
と
し
て
、
外
部
的
な
身
体
的
挙
動
の
み
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ゃ

北法22(4・111)753



説

は
り
広
い
意
味
の
因
果
的
行
為
論
の
範
騰
に
含
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
(
九
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
マ
イ
ホ
1
7
7
1
の
社
会
的
行

為
論
は
身
体
的
挙
動
を
重
要
視
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
メ
ツ
ゲ
ル
の
因
果
的
行
為
論
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
又
、
壮
子

「
刑
法
に
お
け
る
行
為
」
刑
法
基
本
問
題
幻
議
、
昭
和
三
九
年
も
「
自
然
的
行
為
論
は
、
意
思
と
は
神
経
に
よ
る
筋
肉
の
支
配
と
解
し
、
反
射
運
動
は

も
と
よ
り
、
睡
眠
中
ま
た
は
無
意
識
に
お
け
る
身
体
的
活
動
を
も
自
然
的
行
為
概
念
の
う
ち
に
包
含
し
、
さ
ら
に
は
不
作
為
を
も
包
含
す
る
。
」
(
二

九
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
行
為
論
者
を
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
立
場
に
最
も
近
い
の
は
、
ノ
ヴ
コ
フ
ス
キ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
、
こ
れ
は
自
然
的
行
為
論
の
中
で
も
特
異
な
学
説
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
ノ
ヴ
コ
フ
ス
キ
ー

の
定
義
で
は
不
作
為
が
包
含
さ
れ
な
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
有
意
的
行
為
論
は
社
会
的
外
界
に
向
け
ら
れ
た
有
意
的
な
挙

動
を
行
為
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
射
遼
動
や
強
制
さ
れ
た
動
作
を
除
外
す
る
と
共
に
い
わ
ゆ
る
忘
却
犯
す
な
わ
ち
無
意
識
に
も
と
づ
く
過
失
不

作
為
を
も
除
外
す
る
。
」
(
二
九
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
有
意
的
行
為
論
が
社
会
的
行
為
論
を
意
味
す
る
と
す
る
と
、
忘
却
犯
は
行

為
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
又
、
誤
っ
た
指
摘
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三

O
、
一
一
一
一
頁
に
も
同
様
の
誤
り
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
種
の
不
正
確
な
認
識
は
両
教
授
の
他
、
青
柳
「
通
論
I
」
七
一
一
一
|
七
四
頁
。
福
田
「
総
論
」
五

0.頁
、
こ
の
種
の
誤
解
は
お
そ
ら
く
、
マ
ウ
ラ
ツ

ハ
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
〈
四
一
・
7
向

E
E
n
y
F
P
C
-
ω
・
一
品
印
片
岡
・

論

第
三
節

態
度
の
支
配
可
能
性

刑
法
規
範
は
人
間
の
支
配
可
能
の
限
界
を
超
え
る
態
度
を
要
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
聞
の
支
配
可
能
な
態
度
で
は

あ
る
が
、
特
定
行
為
の
者
が
支
配
可
能
で
は
な
か
っ
た
態
度
と
原
理
的
に
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
者
が
行
為
論
の
範
囲
の
中
に

あ
り
、
後
者
が
責
任
論
の
範
囲
の
中
に
あ
る
。
即
ち
、
行
為
自
由
と
意
思
自
由
の
相
違
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
路
歩
行
中
、

然
、
石
が
飛
ん
で
き
た
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
体
を
交
し
た
と
こ
ろ
、
隣
に
歩
い
て
い
た
歩
行
者
を
突
き
飛
ば
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
結
果
、
道
路
の
横
の
溝
に
落
ち
怪
我
を
さ
せ
た
場
合
、
こ
の
反
射
的
あ
る
い
は
自
動
的
な
態
度
は
人
聞
の
支
配
可
能
の
範
囲
外
に
あ

る
)
。
し
か
し
、
通
説
に
よ
る
と
反
射
的
態
度
一
般
が
行
為
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。
即
ち
、
正

当
に
も
「
反
応
的
態
度
で
は
な
く
、
自
発
的
な
(
凹
ち

E
S〉
行
為
だ
け
を
刑
法
上
の
行
為
概
念
の
意
味
に
お
け
る
態
度
と
考
え
、

北法22(4・112)754
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z
i
l
-
-
τ
a号
1
;

的
行
為
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
際
、
肉
体
的
、
精
神
的
刺
激
や
欲
求
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
態
度
が
必
ず
し
も
支
配

さ
ら
に
「
人
聞
は
他
人
の
面
前
で
棟
を
さ
ら
す
こ
と
や
肉
体
的
欲
求
を
済
ま
す
こ
と
を
恥
じ
る

し
、
会
話
中
に
欠
伸
す
る
こ
と
、
演
説
中
に
寝
る
こ
と
、
演
奏
会
で
咳
く
こ
と
は
非
礼
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
放
置
し
て
お
く
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
人
は
か
か
る
反
射
的
行
為
を
抑
止
し
、
慎
し
み
、
自
己
支
配
す
る
こ
と
を
習
う
。
何
故
な
ら
、
合
法
的
な
態
度
を
と

で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、

る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
射
を
抑
止
し
な
い
時
、
人
は
合
法
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
有
責
的
に
行
為
す
る

こ
と
が
で
き
る
o

」
と
ヴ
ェ

l
パ
l
は
指
摘
し
て
い
る
様
に
、
痘
響
、
蒼
白
、
発
汗
、
一
端
吐
、
心
臓
の
鼓
動
、
血
液
の
循
環
、
自
動
的
反

射
動
作
、
絶
対
的
強
制
下
の
態
度
は
人
聞
の
支
配
可
能
の
範
囲
外
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
就
寝
の
動
作
、
蹟
楠
的
発
作
、
催
眠
術
に
か
か

る
動
作
は
人
聞
に
支
配
可
能
な
態
度
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
態
度
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
も
正
当
防
衛
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

人
聞
に
支
配
可
能
な
態
度
と
違
っ
た
両
極
端
に
分
岐
し
た
行
為
論
を
展
開
さ
れ
る
の
が
佐
伯
、
竹
田
の
両
教
授
の
行
為
概
念
で
あ
る
α

佐
伯
教
授
は
「
人
の
態
度
、
す
な
わ
ち
身
体
の
挙
動
ま
た
は
静
止
」
「
社
会
的
に
意
味
の
あ
る
人
の
態
度
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
教
授

犯罪論における行為概念の研究

の
展
開
さ
れ
る
客
観
的
違
法
論
と
の
体
系
的
連
闘
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

「
人
」
と
い
う
限
定

さ
え
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
佐
伯
教
授
に
よ
れ
ば
法
規
範
は
違
法
論
の
段
階
で
は
評
価
規
範
と
し
て
働
き
、
こ
の
規
範
は
受
命

者
な
き
規
範
で
あ
る
か
ら
、
自
然
現
象
も
叉
違
法
の
評
価
を
受
け
得
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
規
範
は
そ
も
そ
も
違
法
論
の

段
階
に
お
い
て
も
、
社
会
人
を
名
宛
人
と
す
る
当
為
規
範
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
範
は
評
価
規
範
、
命
令
規
範
と
し

て
働
き
、
そ
の
限
界
は
行
為
可
能
性
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
的
違
法
鋭
と
違
っ
た
客
観
的
違
法
論
を
行
為
概
念
に
反
映
さ

せ
た
の
が
佐
伯
教
授
の
行
為
論
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
無
限
定
に
す
ぎ
よ
う
。

「
行
為
自
由
」
の
問
題
を
「
意
思
自
由
」
の
問
題
と
混
同
し
て
い
る
の
が
竹
田
教
授
の
行
為
論
で
あ
る
。
即
ち
「
法
規
範
の
機
能
は
、

北法22(4・113)755



説

命
令
規
範
と
し
て
作
用
す
る
点
に
本
来
の
根
本
的
な
任
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
命
令
規
範
が
、

い
か
な
る
種
類
の
有
害
危
険
な

所
為
を
禁
止
(
ま
た
は
命
令
)
す
る
か
を
義
務
者
に
告
げ
る
た
め
に
、
評
価
規
範
と
し
て
の
機
能
を
も
行
な
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の

論一

で
、
評
価
規
範
を
決
定
(
命
令
〉
規
範
か
ら
分
離
し
、
こ
れ
に
先
行
し
て
作
用
す
る
も
の
と
な
す
考
え
方
は
不
当
で
あ
る
:
:
:
そ
れ
で
、

法
の
命
令
禁
止
に
適
応
し
得
る
主
観
的
要
件
(
意
思
支
配
ま
た
は
そ
の
可
能
性
)
を
具
備
し
た
人
間
の
行
態
(
作
為
不
作
為
)
で
な
け
れ

ば
、
刑
法
的
に
意
味
あ
る
行
為
と
は
な
り
得
な
川
口
と
さ
れ
る
が
、
評
価
規
範
が
違
法
性
に
の
み
関
係
し
、
命
令
規
範
が
責
任
性
に
の
み

関
係
す
る
と
い
う
思
考
自
体
問
題
を
含
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
竹
田
教
授
の
思
考
を
図
式
的
に
す
る
と
、
具
体
的
行

為
者
が
「
他
の
事
を
行
為
で
き
る
」
「
他
の
事
を
意
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
責
任
の
問
題
に
移
行
し
て
お
り
、

そ
も
そ
も
、
特
定
行
為
者
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
為
、
不
作
為
が
行
為
概
念
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ー
ン
、

ネ
ッ
ク
等
の
命
令
説
が
行
為
者
の
責
任
能
力
を
違
法
性
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
能
力
の
な
い
精
神
病
者
が
違
法
に
行
為
し

得
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
防
衛
も
ま
た
許
さ
れ
な
い
と
の
結
論
で
困
難
に
陥
っ
た
の
と
同
様
の
欠
陥
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

フ
ェ
ル

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
問
題

責
任
主
義
の
原
理
は
行
為
と
責
任
能
力
の
同
時
存
在
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
、
責
任
無
能
力
時
の
行
為
は
処
罰
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
材
。
し
か
し
、
自
招
責
任
無
能
力
者
を
も
処
罰
で
き
な
い
と
い
う
法
感
情
か
ら
講
離
し
た
帰
結
を
回
避
す
る
た
め
に
考
察
さ
れ
た

の
が
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
法
理
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
自
由
な
「
原
因
設
定
時
」
の
中
に
「
実
行
の
着
手
」
を
見
、
未
遂
あ

る
い
は
既
遂
と
し
て
の
処
罰
を
可
能
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
に
お
い
て
、
構
成
要
件
の
定
型
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、

原
因
設
定
時
の
行
為
が
実
行
行
為
で
も
あ
る
事
例
は
極
め
て
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
事
実
上
、
故
意
作
為
犯
の
成
立
す
る
余
地

は
な
い
こ
と
に
な
が
)
。
他
方
に
お
い
て
、
原
因
設
定
時
に
実
行
行
為
を
容
易
に
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
は
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な

行
為
」
の
法
理
の
実
用
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
通
常
の
場
合
に
は
予
備
行
為
と
し
か
み
ら
れ
な
い
原
因
設
定
行
為
を
実
行

持法22(4・114)756
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行
為
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
「
構
成
要
件
」
の
機
能
の
箸
る
し
い
主
観
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
法
理
は
故
意
犯
と
比
較
し
て
、
よ
り
容
易
に
適
用
が
可
能
だ
と
さ
れ
る
過
失
犯
の
場
合
か
ら
検
討

し
て
み
よ
う
。
不
作
為
の
事
例
と
し
て
「
転
轍
手
が
泥
酔
又
は
熟
睡
し
て
転
轍
を
怠
っ
て
事
故
が
生
じ
る
」
場
一
旬
、
作
為
の
事
例
と
し
て

「
母
親
が
転
々
反
側
し
て
一
緒
に
寝
て
い
た
乳
児
を
圧
死
す
る
」
場
合
が
挙
げ
ら
れ
れ
「
し
か
し
、
過
失
犯
は
結
果
犯
で
あ
っ
て
、
そ
の

結
果
は
注
意
義
務
違
反
(
違
法
性
の
段
階
で
は
「
社
会
人
」
と
し
て
の
客
観
的
予
見
義
務
、
結
果
回
避
義
務
違
反
で
あ
り
、
責
任
論
の
段

階
で
は
主
観
的
予
見
義
務
、
結
果
回
避
義
務
違
反
〉
行
為
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
核
心
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作

為
犯
の
事
例
で
は
、
転
轍
手
が
飲
酒
行
為
を
し
た
こ
と
が
結
果
と
の
関
連
で
注
意
義
務
違
反
と
な
る
の
で
あ
り
、
作
為
犯
の
事
例
で
は
、

母
親
が
転
々
反
則
す
る
こ
と
を
認
識
(
可
能
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
緒
に
就
寝
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
結
果
と
の
関
連
で
注
意
義
務
違
反
と

な
る
。
従
っ
て
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
注
意
義
務
違
反
行
為
の
時
点
に
於
い
て
は
責
任
能
力
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
「
原
因

に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
法
理
を
適
用
し
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
問
題
で
は
な
い
。

る。

殺
人
の
意
図
で
泥
酔
し
、
こ
の
状
態
で
殺
人
行
為
を
す

殺
人
の
意
図
で
子
供
と
共
に
就
寝
し
、
こ
の
状
態
で
圧
死
す
る
。
(
行
為
無
能
力
の
利
用
〉
が
挙
げ

列
車
転
覆
の
意
図
で
泥
酔
し
、
こ
の
状
態
で
転
轍
を
し
な
か
っ
た
結
果
、
列
車
事
故
が
生

4犯罪論tこおける行為概念の研究

次
に
、
故
意
犯
の
場
合
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
作
為
犯
の
事
例
と
し
て
、

(
責
任
無
能
力
の
利
用
)
柿

モイ)

不
作
為
犯
の
事
例
と
し
て
、

('~ 

ら
れ
る
し
、(
責
任
無
能
力
の
利
用
)
制
作
と
同
じ
意
図
で
転
轍
手
が
居
眠
り
を
す
る
。
こ
の
状
態
の
中
で
列
車
事
故
が
発
生
す
る
。

為
無
能
力
の
利
用
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
未
遂
行
為
と
予
備
行
為
を
区
別
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
「
実
行
行
為
」
の

ず
る
。

時
点
を
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
c

実
行
行
為
は
結
果
に
対
す
る
高
度
の
危
険
性
を
有
す
る
時
点

に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
刊
で
は
、
飲
酒
行
為
、
銘
町
状
態
で
は
足
り
ず
、
被
害
者
へ
の
場
所
的
接
近
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
品
W

で
は
、
就
寝
状
態
で
は
何
等
の
意
思
的
要
素
の
介
入
す
る
余
地
が
な
く
、
高
度
の
危
険
性
を
有
す
る
か
ら
、
既
に
飲
酒
行
為
の
時
点
に
実

〆ー、
~ 

イT
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説

行
行
為
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

論

刊
で
は
、
責
任
無
能
力
の
銘
町
状
態
の
中
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伺
で
は
、
転
轍
手
が
飲
酒

行
為
を
し
て
い
る
時
点
に
「
実
行
行
為
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

M
V
従
っ
て
、
責
任
無
能
力
を
利
用
す
る
事
例
で
は
行
為
無
能
力
を
利

用
す
る
事
例
よ
り
も
「
実
行
行
為
」
の
時
点
が
遅
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
行
為
無
能
力
を
利
用
す
る
場
合
に
は
「
行
為

と
責
任
能
力
の
同
時
存
在
」
の
原
理
は
破
ら
れ
な
い
が
、
責
任
無
能
力
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
実
行
行
為
と
責
任
能
力
は
一
致
し
な
い

か
ら
、
一
見
、
責
任
主
義
に
反
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

行
為
概
念
を
一
般
的
行
為
論
と
し
て
ま
ず
、
刑
法
規
範
か
ら
離
れ
て
そ
の
存
在
論
的
構
造
か
ら
考
察
す
る
立
場
か
ら
は
、
行
為
は
社
会

的
事
実
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
的
事
実
を
断
片
的
に
評
価
す
る
の
が
刑
法
規
範
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
(
不
可
罰

的
)
予
備
行
為
、
(
不
可
罰
的
V

未
遂
行
為
、
既
遂
行
為
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
事
実
と
し
て
の
行
為
は
予
備
行
為
と
実

行
行
為
が
連
結
し
て
い
て
一
個
の
行
為
を
構
成
す
る
場
合
と
、
予
備
行
為
が
実
行
行
為
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
社
会
的
事
実
と
し
て

は
二
個
の
行
為
か
ら
成
り
立
つ
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
事
例
は
ま
さ
に
前
者
の
一
形
態
に
し
か
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
飲
酒
行
為
は
殺
人
罪
の
予
備
行
為
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
こ
の
時
点
に
、
責
任
能
力
が

存
在
し
、
故
意
が
存
在
す
る
限
り
、
社
会
的
事
実
と
し
て
の
一
個
の
行
為
全
体
の
行
為
者
に
対
す
る
批
難
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様

に
考
え
ら
れ
る
限
り
、
佐
伯
教
援
が
「
責
任
と
は
行
為
の
非
難
可
能
性
で
あ
り
、
責
任
能
力
・
故
意
・
過
失
は
こ
の
非
難
可
能
性
の
一
応

の
推
定
根
拠
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
が
責
任
自
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
因
に
お
い
て
自
由
な
る
行
為
の
実
行
行
為
は
無
能
力
の

と
き
の
挙
動
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
な
お
そ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
以
前
の
能
力
の
あ
っ
た
と
き
の
行
為
者
の
意
思
態
度
に
鑑
み
て
非
難
可
能
性

の
有
無
を
問
う
こ
と
も
一
向
差
支
え
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
責
任
と
行
為
の
同
時
存
在
と
い
う
こ
と
は
果
し
て
責
任
原
理
の
絶
対

的
要
請
で
あ
ろ
う
問
。
」
と
す
る
疑
問
に
明
確
な
答
が
得
ら
れ
る
。
即
ち
、
実
行
行
為
を
責
任
無
能
力
に
求
め
な
が
ら
凶
、
連
結
し
た
一

個
の
行
為
の
最
初
に
責
任
能
力
が
存
す
る
限
り
、
な
お
「
行
為
と
責
任
能
力
の
同
時
存
在
」
の
原
理
は
み
た
さ
れ
る
の
で
久
間
。
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こ
れ
に
反
し
て
、
例
え
ば
、
福
田
教
授
が
「
責
任
能
力
は
実
行
行
為
の
と
き
に
存
在
す
る
こ
と
を
要
し
、
か
っ
こ
れ
で
足
り
る
。
」
と

さ
れ
た
の
は
、
教
授
が
一
方
で
は
「
犯
罪
概
念
の
吾
院
と
し
て
の
仔
が
」
概
念
の
探
求
の
必
要
性
を
説
ぎ
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
「
構
成

要
件
は
犯
罪
論
体
系
の
礎
研
に
と
し
て
、
行
為
論
を
構
成
要
件
論
に
包
含
せ
し
め
た
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
一
作
か
と
責
任
能

力
の
同
時
存
在
」
で
は
な
く
「
実
行
行
為
と
責
任
能
力
の
同
時
存
在
」
に
責
任
主
義
が
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
通
常
の
事
態

で
は
予
備
行
為
と
し
か
み
ら
れ
な
い
時
点
に
実
行
行
為
を
み
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
故
意
概
念
の
内
容
が
問
題
に
な
る
が
、
手
段
と
し
て
の
飲
酒
!
銘
町
行
為
並
び
に
結
果
の
表

象
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
r
し
か
し
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
行
為
者
の
表
象
内
容
と
実
際
の
因
果
連
関
と
の
重
要
な
本
離
は

故
意
行
為
と
評
価
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

故
意
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
は
「
行
為
論
」
の
段
階
で
は
「
客
観
的
に
支
配
可
能
な
態
度
」

〈
飲
酒
行
為
)
に
よ
る
「
客
観
的
に

犯罪論における行為概念の研究

〈
責
任
無
能
力
あ
る
い
は
行
為
無
能
力
時
の
結
果
)
の
発
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
過
程
の
ど
の
時

ハ

n〉

点
に
実
行
行
為
を
認
め
る
か
は
規
範
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
自
由
の
問
題
が
違
法
論
の
段
階
で
は
「
社
会
的
地
位
、
役
割
」

の
観
点
か
ら
、
責
任
論
の
段
階
で
は
こ
の
行
為
者
個
人
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
意
思
自
由
)
。

支
配
可
能
な
結
果
」

(
1〉
(
7〉

〈同一

-
F
S
N
7
2
5
・
ω
M
E
r
-
R
Z
H
N色
気
。

ι命
的
関
門
え

E
Y
E回
目

E
P
R心

5HHA』巧
-
S
8・
ω-NODE-

青
柳
「
通
論
」
七
六

l
七
七
頁
「
反
射
運
動
ハ
パ
ス
の
乗
客
が
急
停
車
で
よ
ろ
け
て
他
の
乗
客
の
足
を
踏
ん
で
負
傷
さ
せ
た
場
合
)
、
絶
対
強
制
下

の
動
作
(
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
文
書
を
偽
造
す
る
よ
う
な
強
制
さ
れ
た
場
合
〉
、
夢
遊
中
の
動
作
〈
ね
ぼ
け
動
作
)
、
幼
児
の
動
作
(
未
就

学
児
童
の
窃
敢
行
為
)
、
極
端
な
精
神
病
者
の
動
作
〈
潜
在
性
病
瞬
間
の
不
快
状
態
の
下
に
お
け
る
発
作
的
殺
傷
」
を
排
除
、
但
し
、
「
極
端
な
精
神
病

者
の
動
作
で
あ
っ
て
も
準
備
草
案
一
一

O
条
の
行
為
に
は
含
ま
れ
る
。
」
と
す
る
。
植
松
「
総
論
」
二
二
頁
「
反
射
ゃ
い
ち
ち
る
し
く
習
慣
化
し
た
行

習
を
排
除
。
斎
藤
「
講
義
」
四
六
頁
「
反
射
運
動
や
抗
拒
不
能
の
暴
力
に
よ
る
運
動
又
は
静
止
」
を
排
除
。
大
塚
「
要
論
」
四
四
頁
「
反
射
運
動
と

北法22(4・117)759



説

ιて
の
動
作
や
絶
対
的
強
制
状
態
の
も
と
に
お
け
る
動
作
」
を
排
除
。
木
村
「
総
論
」
二
ハ
七
頁
「
反
射
運
動
、
熟
睡
、
高
度
の
発
熱
状
態
、
高
度
の

失
神
状
態
、
完
全
な
麻
酔
状
態
の
よ
う
な
煮
識
喪
失
状
態
、
催
眠
術
に
か
か
っ
た
状
態
、
不
可
抗
的
な
物
理
的
強
制
の
下
に
あ
る
動
作
」
を
排
除
。

〈包・

F
己
目
白

E
-
ω
g
r
a
z・
ω
〉
ロ
戸

ω-Lm印
・
去
作
NmmHω
宮町
H
2
7
7
H・
品
〉
g
b
・
ω・印
2
・

〈

2
U

〈
・
当
内
r
p
F
g
a
F
H
E
m
g
E
H
H
h
F
3
4
2ロ
国
防

E-dロ問凹
Z
旬
以
子
宮
口
何
回
向
仲
間
y
j
p
日書
E
F
ω
・∞

ωN
同・

(
4〉
〈
悶
包
-
「
.
切
『

8
耳
巴
E坦
仏
明
D2岬S岱任rEFF2F
悶

P.ωDm巾g坦函自ロ目
E仲
苛
命
句E『ユ仲ヨヨ-

由苧ωい.よ.ロ宮両百
r宮F命P咽
ω
S
Eロ
問
自
民
五
回
ω-sgロ
伺
自
《
同
日
開
。
一
坦
N一g
5
2
0一a
E
Z開
r
Z
仏日

F
え仲間

ω
Z
3・
百
円

Zd司
石
田
0

・
ω-
一
ω∞
O
R
・
h-
巧作目
E
-

Pω
・0
ω
.
ω
ω
∞・

(
b
)

「
刑
法
総
論
」
昭
和
一
一
六
年
、
五
三
頁
。

(
6
)

「
講
義
」
一
四
五
頁
。

(
7
)

「
主
観
的
違
法
と
客
観
的
違
法
」
法
学
論
叢
二
七
巻
一
号
、
七
七
頁
以
下
。
参
照
。
平
場
「
行
為
概
念
の
研
究
」
八
一
頁
。

(
8
)
ぐ
m-
呂田
Fro町内ア

C
R
R
Z
2
0
2百
戸
参
照
。
小
暮
「
違
法
性
と
責
任
(
序
説
)
」
北
大
法
学
論
集
一
五
巻
四
号
四
二
頁
以
下
。

〈

9
〉
参
照
。
竹
田
「
構
造
」
四
四
頁
、
四
九
頁
。

〈

ω)
竹
田
「
構
造
」
四
六
頁
、
同
「
法
規
範
と
そ
の
違
反
」
昭
和
一
一
一
六
年
、
こ
二
頁
以
下
、
二
七
七
頁
以
下
、
コ
一

O
五
頁
以
下
。
な
お
、
平
場
「
行
為
概

念
の
研
究
」
八
二
頁
参
照
。

(
什
)
〈
四
-
・
、
H，r
o
p
岡
山

2
r
aロC
円
ヨ
ロ
ロ
円
山
田
口
『
』
共
同
ぞ
自
問
。
円
E-
一
∞
吋
∞
・
〈
・
明
白
口
。
n
r
-
U
5
m
R
Y
E
-
ι
ユ四
r
S
F
切
島
・
ア
-
由
。
ω・切《
Y

回・

3
8・
な
お
、

宮
本
「
刑
法
大
綱
」
昭
和
七
年
、
五
三
頁
以
下
、
行
為
概
念
に
規
範
意
識
等
の
具
備
を
要
求
す
る
の
も
竹
田
教
授
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
が
可
能

で
あ
る
。

(
口
)
古
く
カ
ッ
ツ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
は
:
:
:
責
任
論

Q
5
2
r
E品
号
官
。
〉
の
通
常
の
原
則
の
決
定
的
な
例
外
で
あ

り
:
:
:
自
由
な
行
為
(
吋

Eφ
の
み
が
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
:
:
:
我
が
学
問
の
根
本
的
命
題
の
一
つ
の
例
外
で
あ
る
・
:
:
か
か
る
例
外
は
制
定
法
を
有

す
る
国
々
に
あ
っ
て
は
立
法
者
の
み
が
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
て
、
立
法
の
必
要
を
認
め
な
が
ら
も
解
釈
上
の
処
罰
の
可
能
性
を
否
定
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
附
内
三
月
E
S
E
-
U
F
O
ω
可
D
E
s
-
m
Z伊
丹
仏
司

ω
n
g
z
g
a
g
S
E
E
-
石
口
ア

ω・
8
・
責
任
主
義
の
例
外
と
し
て
、
そ
の
可
能
性
を

肯
定
す
る
者
と
し
て
フ
ル
シ
ュ
カ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
m-・
出
g
m
n
F
r
p
U
2
F四
ユ
忠
弘
司

ω
n
z
o
-
-
Z
5
5
8ロ
E

Eふ
仏
弓
回
。
開
門

E
P回開

FF見出，∞可
ω同『印吋
roFF
昨日戸一』ロ
ω
-
甲田∞・

ω・印印∞『同・

論

北法22(4・118)760



!
?
;
p
i
l
i
-
:
j
 

島'

(
日
)
例
え
ば
木
村
教
授
の
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
定
義
は
次
の
様
で
あ
る
。
「
責
任
無
能
力
の
状
態
に
、
お
い
て
違
法
行
為
を
な
す
こ
と
、
も
し
く

は
、
な
す
可
能
性
を
認
識
(
予
見
〉
し
て
、
又
は
、
違
法
行
為
に
至
る
こ
と
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
の
に
不
注
意
に
認
識
せ
ず
し
て
、
責
任
無
能
力
の

状
態
を
招
く
行
為
に
出
、
違
法
行
為
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
。
」
「
総
論
」
一
一
一
一
一
一
八
頁
。

(
川
門
〉
例
え
ば
、
団
藤
教
授
は
過
失
犯
、
不
作
為
犯
に
つ
い
て
は
原
因
行
為
に
実
行
行
為
と
し
て
の
定
型
性
を
認
め
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
故
意
に
よ
る

作
為
犯
の
場
合
は
困
難
な
場
合
が
多
い
と
さ
れ
る
。
「
刑
法
綱
要
総
論
」
昭
和
四
一
年
、
一
)
一
頁
。
同
「
み
ず
か
ら
招
い
た
精
神
障
害
」
刑
法
と
科

学
、
法
律
編
、
昭
和
四
六
年
、
二
三
二
頁
。
同
旨
、
大
塚
「
刑
法
概
説
(
総
論
)
」
昭
和
四
六
年
、
一
三
六
頁
。
吉
川
「
刑
法
総
論
」
昭
和
四
六
年
、
一

O
一一良。

(
日
)
例
え
ば
、
木
村
教
授
は
主
観
説
の
立
場
か
ら
、
飲
酒
行
為
を
な
し
銘
町
状
態
に
入
ろ
う
と
し
た
時
を
も
っ
て
実
行
の
着
手
と
解
さ
れ
る
。
「
総
論
」

コ
一
四
八
頁
。
な
お
稲
松
「
刑
法
概
念
I
総
論
」
二
五
三
頁
以
下
、
三

O
O頁
。
福
田
「
総
論
」
一
五
二
頁
参
照
。
実
行
行
為
中
に
責
任
無
能
力
に
陥
っ

た
事
例
に
於
い
て
、
実
行
行
為
と
結
果
と
の
間
に
行
為
者
の
表
象
し
た
因
果
連
関
と
実
際
の
因
果
連
関
が
重
要
な
点
で
一
ご4
致
奴
し
て
い
る
場
合
に
は
既
遂

犯
と
し
て
の
処
罰
、
が
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
。
何
各r]r命F『♂.
Nロ
包
何
回
-5ロ庄岬弐片

2
ロ
E
}
y阿c2nrm匂Hsω邑ι岳F釘問
8
〉同民同伶尖
rr仲aωd耳弓即悼箆F巳『

M5口
い
。
〉P.
一回印
m-ω-
一
戸
実
行
行
為
終
了
後
責
任
無
磁
力
に
陥
っ
た
場
合
の
既
遂
犯
と
し
て
の
処
罰
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

Z
2
p
〉
2
5

2
Z
2
5
2
5
ω
l仏
日
ロ
忠
君
。
口
会
問
。
・

2
2
2
-
s巴問。岡山
2
r官
岳
町
日
心
百
円
。
〉
・

3
2・
ω・
MU
一同・

(
日
山
)
従
来
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
形
態
と
し
て
責
任
無
能
力
の
事
例
の
外
、
行
為
無
能

力
(
睡
眠
状
態
)
の
事
例
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
間
一
・
同
日
口
問
-
F
g
n
z
s
m
g
N日

R
t
o
-
M
Z
5
5
2戸田
P
F
E
Z
S邑
司
内
宮
仏

2

Hリ
2
5
5
a
r
N
Z
n
r
2
F
m
o
y
c口問・

2
日
出

-
z
a
q
i
F
ω
叶
間
町
民
F
ω
ω
口

?
ζ
E
E
n
y
p
m問命ロハ
H
a
R巳
DZσ
日
ω
一口

g
ロ
3
・
2
H
]ロ
ω
L
U竺‘

ω・
ω
g
r
ι
ゆ
門
出
ゆ

5
0
ロ
g
gリ
y
g
g
g
P
2
z
w
品
〉
ロ
2
・
3
吋ア

ω・
主
。

(
行
)
こ
の
設
例
を
不
作
為
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
が
(
例
え
ば
小
野
「
法
学
評
-
論
上
」
昭
和
一
一
-
一
年
、
一
七
八
頁
。
〉
母
親
の
身
体
的
作
為
に
よ
っ
て
乳

児
が
蜜
息
死
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
作
為
犯
と
す
べ
き
で
あ
る
。
参
照
、
木
村
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
号
、

一
九
五
八
年
、
四
七
頁
。
中
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
る
行
為
」
関
西
大
学
法
学
論
集
、
創
立
七
十
周
年
記
念
、
昭
和
一
一
一

O
年
、
一
五
六
頁
注
(
1〉。

(
同
)
〈
m
f
E
R
P
P
B・
o・
ω
-
M
S
F
同
旨
、
吉
川
、
前
掲
書
、
九
九
頁
。
藤
木
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
、
一
九
六

O
年、

七
月
号
、
二
一
三
頁
。
な
お
、
西
原
「
過
失
犯
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
過
失
犯

ω二
二
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
行
為
概
念
に
「
有
意
性
」
を

要
求
す
る
説
に
よ
れ
ば
次
の
様
な
事
例
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
子
供
に
布
団
を
か
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
寝
む
り
こ
ん
で
し
ま
い
、
か
く
し

犯罪論における行為概念の研究
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説

て
、
子
供
を
凍
死
さ
せ
た
母
親
」
を
殺
人
罪
で
処
罰
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
「
有
意
的
に
為
さ
れ
る
不
作
為
」
と
い
う
心
理
状
態
は
「
忘
却
」
の
た
め

に
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
因
果
的
行
為
論
者
で
あ
る
パ
ウ
マ
ン
の
こ
の
設
例
は
自
ら
の
行
為
概
念
の
不
充
分
性
を
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ぐ町一

-
F
a
g
s
-
ω
可
ω同門
R
Z
.
〉.、
H
J

印
〉
丘
一
・

3
8
.
ω
・
一
吋
∞
.

(
州
問
〉
〈
間
一
・

ω門
広
島
T
ω
n
r忌仏
F
ω
母
国
間
同
日
円
谷
口

nv・
3
〉口同一

-ω
・
ωom--
含岡市問巾
p
g
g
g
n
y
同
協
同

g
r
H
m
r
p
ω
・
ω三
・
マ
ウ
ラ
ツ
ハ
は
殺
人

の
た
め
に
勇
気
づ
け
と
し
て
飲
酒
す
る
態
度
に
既
に
実
行
行
為
を
認
め
る
。

(
初
)
行
為
無
能
力
を
利
用
す
る
場
合
の
み
、
厳
密
な
意
味
で
自
ら
を
「
道
具
」
と
す
る
と
言
え
る
。
責
任
無
能
力
者
と
い
え
ど
も
な
お
意
識
は
存
す
る
か

ら
で
あ
る
。
同
旨
、
中
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
る
行
為
」
一
五
二
頁
。
〈
問
ア
冨
E
S
n
Y
F
P
C
-
ω
・
ω豆・

(
引
)
マ
イ
ホ
l
フ
ア
の
指
摘
の
様
に
、
作
為
の
「
実
行
の
着
手
」
概
念
と
不
作
為
の
「
実
行
の
着
手
」
概
念
は
質
的
に
異
な
る
も
の
を
有
し
て
い
る
。
前

者
に
と
っ
て
規
定
的
な
の
は
、
行
為
者
の
犯
罪
計
画
で
あ
る
が

(
g
g
g
、
後
者
に
と
っ
て
は
「
実
行
の
着
手
」
は
命
令
規
範
が
効
力
を
発
す
る
時

点
に
始
ま
る
(
吉
N
C
。
宮

E
E
E
-
-
)勾
〈
g
R
Y
ω
-
M∞
∞
同
町
・
設
例
に
於
い
て
は
、
適
宜
に
転
鰍
す
る
時
間
内
で
着
手
未
遂
が
考
え
ら
れ
得
る

し
、
終
了
未
遂
は
列
車
が
踏
切
の
と
こ
ろ
で
一
時
停
止
を
し
た
た
め
に
通
過
時
刻
が
遅
れ
た
時
に
考
え
ら
れ
得
る
。
〈
間
目
・

ωnr町
長
。
lω
円同
MH邑
F

F
P
C
-
∞・

ωom-
作
為
義
務
に
関
し
て
は
、
中
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
一
五
七
頁
以
下
、
同
「
刑
法
総
論
」
一
六
五
頁
。
吉
川
前
掲
書
一

O

O
頁
参
照
。

(
辺
〉
同
旨
、
西
原
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
法
律
時
報
第
二
二
巻
八
号
、
昭
和
三
五
年
、
九
七
頁
。
同
「
責
任
能
力
の
存
在
時
期
」
犯
罪
と
刑
罰

〈
上
〉
四

O
四
頁
以
下
。
同
「
銘
町
運
転
と
刑
事
責
任
」
刑
法
と
科
学
、
法
律
編
、
二
七

O
貰
以
下
。
な
お
、
宮
沢
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
』
法

学
教
室
七
号
二
二
七
頁
。
下
村
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
法
学
新
報
七
O
巻
四
号
、
昭
和
三
八
年
、
一
九
頁
。

(β
〉
円
)
ω
町
内
向

g-
民
主

Nmag-ロ・ω-F0・

ω・ぉ・

(
刊
日
〉
佐
伯
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
る
行
為
」
刑
事
法
講
座
第
二
巻
、
昭
和
二
九
年
、
三

O
八
頁
。

(
お
)
実
行
行
為
は
糞
任
能
力
と
は
関
係
な
い
こ
と
に
つ
い
て

ω
g
zロ者ゆえ
F
ω
g
P
R
Z・
5
コ・

ω・
5
0・

(
お
)
同
旨
、
中
「
刑
法
総
論
」
一
六
回
頁
。

(
幻
)
福
岡
「
刑
法
総
論
」
一
五
一
頁
。

(
お
)
福
田
、
前
掲
書
四
八
頁
。

(
m
U
)

福
田
、
前
掲
書
、
五
九
頁
。
同
「
目
的
的
行
為
論
と
犯
罪
理
論
」
四
二
頁
、
こ
の
中
で
、
教
授
は
「
犯
罪
論
が
犯
罪
の
成
立
、
態
様
に
つ
い
で
わ
一

論
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犯罪論における行為概念の研究

般
的
理
論
で
あ
る
か
、
ぎ
り
、
犯
罪
論
体
系
に
お
い
て
構
成
要
件
論
の
ま
え
に
行
為
論
を
独
立
に
と
り
あ
げ
、
こ
こ
で
、
行
為
の
態
様
、
因
果
関
係
等
を

論
ず
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
」
と
さ
れ
る
。

(
却
〉
〈
同
一
・

]gnyRr・円。
z
z
n
y
ω
-
M
Uム・

ω円
rfrTω
円『志向日戸

ωω
・0
・
ω・
合
ω・
含
問
。
向
。
P
迄
内
山
口

E
n
F
Hり
S
問。ロ

ω-Fω
・
ω吋
?
今
日
巳
r
p

。2Z
7
2
2
2
P
2
E
-
九日〉
c
h
f
ω
・
士
一
-

(
引

)
ω
円
宮
昇
。
lω
与
同
左
耳
は
因
果
関
係
の
乗
離
の
理
論
は
行
為
が
既
に
実
行
行
為
の
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
が
こ
の
段
階
は
予
備

l

実
行
行
為
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。

p
p

。ω・お山・

(
位
)
一
般
的
行
為
概
念
を
体
系
の
礎
石
と
す
る
リ
ス
ト
も
行
為
と
責
任
能
力
の
同
時
存
在
の
原
則
に
関
し
て
「
意
思
表
動
(
巧
告
。

a
g仔
営
お

E
問
)
が

生
じ
た
瞬
間
が
基
準
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
結
果
が
生
じ
た
瞬
間
に
お
け
る
行
為
者
の
精
神
状
態
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
」
守
-
F
Z
F
舟
町
z
n
y

芯
¥
お
〉
ロ
戸

ω・一白印
w
〈
-
F仲良神
lωnFEe-
内
凶
作

rHFnr・
日
目
〉
Eh--ω
・
2
M・
)
と
す
る
一
方
、
他
方
「
具
体
的
場
合
に
法
規
に
よ
っ
て
刑
罰
の
下

に
置
か
れ
た
活
動
(
吋
r
r仲
間
宮
町
)
に
対
応
す
る
あ
の
意
思
表
動
を
実
行
行
為
(
〉
ロ
帥
E
Y
E
D同国
E
E
-
E向
〉
と
呼
ぶ
。
」
守
・
口
出
N
F
r町
z
s
w

一日¥一
ω
〉戸
2
・
ω・
5
3
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
的
行
為
と
一
般
的
行
為
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
照
、
木
村
栄
作
「
原
因
に
お

い
て
自
由
な
行
為
の
理
論
の
適
用
上
の
諸
問
題
」
警
察
研
究
、
第
三
九
巻
、
七
号
、
昭
和
四
三
年
、
七
六
頁
。
中
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
一

六
二
員
。
〈
同
一
-
〉
z
r日
関
白
口
同

B
S
P
U
B
ω
n
F巳仏間
M

ユロ
NFPω
・呂田・

(
お
〉
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
法
理
を
飲
酒
の
場
合
に
の
み
限
定
す
る
理
由
は
存
在
せ
ず
、
麻
酔
、
陵
眠
薬
を
利
用
す
る
こ
と
に
も
適
用
可
能

で
あ
る
。
叉
、
こ
の
法
理
を
責
任
無
能
力
に
の
み
限
定
す
る
理
由
も
ま
た
存
し
な
い
。
限
定
責
任
無
能
力
の
場
合
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
〈
町
一
-

Hハ
E
g
o
-
:
0・
ω・
ωO吋『・

ω
n
g口
付

?ω
円
Z
E
o
p
:・0
・
ω・
会
N

・

第
四
節

結
果
の
支
配
可
能
性

作
為
の
因
果
性
の
問
題

因
果
的
行
為
論
に
よ
る
と
、
具
体
的
な
結
果
を
考
慮
す
る
修
正
条
件
説
を
適
用
し
て
も
、
身
体
活
動
の
結
果
は
無
限
で
あ
る
か
ら
、
原

理
上
、
殺
人
者
を
生
む
こ
と
す
ら
殺
人
行
為
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
殺
人
行
為
を
認
め
て
も
、
構
成
要
件
的
殺
人
行
為
で

北法22(4・121)763



説

は
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
る
限
定
も
可
能
で
は
あ
る
が
構
成
要
件
は
過
失
犯
に
対
し
て
、
因
果
的
行
為
論
の
立
場
か
ら
は
、
何
等
、
限
定

的
機
能
を
果
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、
自
動
車
運
転
手
が
通
常
の
速
さ
で
走
っ
て
い
て
も
、
酷
町
歩
行
者
が
飛
び
出
し
て
き
て

不
慮
の
事
故
を
招
来
し
た
場
合
、
結
果
回
避
の
可
能
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
構
成
要
件
的
殺
人
行
為
と
な
る
と
い
う
不
合
理
な
結
論

に
陥
信
こ
の
二
つ
の
場
合
に
、
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
て
も
責
任
性
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
不
合
理
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
も
可
能
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
的
行
為
諭
を
主
張
す
る
か
ら
、
人
間
と
し
て
支
配
不
可
能
な
自
動
車
事
故
も
違
法
と
な
り
、
殺
人
者
と
な
っ
た

子
供
を
生
む
こ
と
も
違
法
と
な
る
と
い
う
不
都
合
が
生
ず
る
。

論

し
か
も
、
修
正
条
件
説
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
様
な
「
存
在
的
因
果
概
念
」
従
っ
て
、

「
発
見
方
式
」
と
は
一
言
え
な
い
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
病
気
の
治
療
に
お
い
て
、
医
者
の
手
術
後
数
時
間
し
て
息
者
が
死
ん
だ
場
合
、
患
者
の
死
と
医
者
の
態
度
の
因
果
連
関
は

自
然
科
学
的
な
判
断
に
よ
る
の
で
あ
る
。
別
の
例
を
挙
げ
る
と
、
工
場
の
排
液
中
の
物
質
と
人
聞
の
健
康
障
害
と
の
聞
の
因
果
連
関
も
自

然
科
学
的
判
断
に
よ
る
の
で
あ
n
旬
。
こ
の
事
実
認
定
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
因
果
連
聞
は
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
修

正
条
件
説
は
単
に
「
他
の
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
認
識
に
対
し
て
論
理
的
|
数
学
的
精
密
性
を
見
せ
か
け
る
」

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
修
正
条
件
説
は
思
惟
形
式
(
ロ

g
E
2
5
)
な
の
で
あ
る
。

一
手
段
に
し
か
す
ぎ
な

因
果
連
関
が
自
然
科
学
的
考
察
に
依
存
す
る
と
い

う
こ
と
は
因
果
性
は
論
理
的
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
存
在
論
的
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
七
日
。
仮
に
、
因
果
性
を
論
理
的

思
考
操
作
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
、
行
為
者
の
地
位
、
身
分
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

修
正
条
件
説
に
よ
っ
て
は
、
無
限
の
因
果
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ο

従
っ
て
、
人
間
行
為
の
規
定
に
は
何
物
を
も

与
え
え
な
い
。

不
作
為
の
因
果
性
の
問
題

作
為
に
お
い
て
は
特
殊
刑
法
的
な
因
果
性
概
念
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
知
っ
た
が
、

不
作
為
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
父
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親
が
水
泳
中
溺
れ
た
自
分
の
子
を
黙
視
し
た
結
果
、
自
分
の
死
を
招
来
し
た
場
合
、
そ
の
死
の
原
因
を
不
作
為
者
自
身
に
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
端
的
に
言
っ
て
、
子
供
は
溺
死
し
た
の
で
あ
る
。

エ
l
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
不
作
為
の
因
果
性
の
説
明
と
し
て

「
結
果
が
脱
落
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
結
果
の
非
阻
止

(
Z付
冨
与
者

g仏
E
M
m
円四巾印刷同町。
-m巾
由
)
は
決
し
て
無
視
さ
れ
得
な
い
L

時
に
因

果
性
を
認
め
る
。
こ
の
公
式
は
「
結
果
の
非
阻
止
」
と
具
体
的
結
果
と
の
聞
の
現
実
的
関
係
を
考
慮
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
論
理
的
関

係
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
作
為
の
修
正
条
件
説
と
か
わ
り
は
な
い
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
場
が
不
作
為
の
因
果
性
を
作
為
に
お
け
る
修

正
条
件
説
を
適
用
し
た
思
考
な
の
に
対
し
て
、
通
説
に
よ
る
不
作
為
の
因
果
性
の
説
明
は
仮
説
的
な
も
の
を
考
慮
す
る
純
粋
条
件
説
の
立

場
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
期
待
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
、
法
か
ら
是
認
さ
れ
な
い
結
果
が
阻
止
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
聞
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
、
不
作
為
は
結
果
に
対
し
て
因
果
的
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
期
待
さ
れ
た
行
為
が
確
実
性

と
境
を
猿
す
る
蓋
然
性
で
も
っ
て
具
体
的
結
果
を
阻
止
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
公
式
は
作
為
に
つ
い
て
相
当
因
果
関
係
説
を
と
る
立
場

に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓋
然
性
判
断
即
ち
、

「
:
:
:
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
い

う
判
断
は
事
実
に
内
在
す
る
因
果
性
判
断
と
何
等
関
係
な
い
仮
説
判
断
な
の
で
あ
る
。

犯罪論における行為概念の研究

不
作
為
統
合
の
問
題

作
為
で
は
因
果
性
が
肯
定
さ
れ
、

作
為
、

不
作
為
で
は
因
果
性
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
為
の
現
象
形
態
と
し
て
の
作
為
、
不

作
為
の
区
別
は
人
間
の
身
体
活
動
と
結
果
と
の
因
果
性
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
(
問
。
評
価
的
立
場
か
ら
の
判
断
で
は
な

ぃ
。
例
え
ば
、
掃
除
の
際
、
主
婦
が
床
の
上
に
、
蝿
と
り
薬
の
入
っ
た
容
器
を
蓋
を
開
け
た
ま
ま
置
い
て
お
く
、
彼
女
の
二
才
に
な
る
子

供
が
そ
れ
を
飲
ん
で
重
い
健
康
障
害
に
な
っ
た
と
き
、
床
に
置
く
と
い
う
身
体
活
動
を
子
供
の
健
康
障
害
に
対
し
て
因
果
的
で
あ
る
と
見

る
こ
と
を
「
全
く
無
意
味
(
宮
町
民
間
甘
口
当
包
ユ
m
と
で
あ
る
と
エ
l
ベ
ル
・
ハ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ド
は
掃

除
を
す
る
と
い
う
有
用
な
活
動
に
際
し
て
、
子
供
に
健
康
障
害
が
起
る
こ
と
を
姐
止
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
行
為
の
本
質
を
見
、
行
為
態
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説

様
を
作
為
と
見
る
こ
と
を
「
一
九
世
紀
に
固
有
の
自
然
主
義
的
考
察
方
法
の
余
波
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
設
題
が

論

過
失
犯
で
は
な
く
故
意
犯
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
置
い
た
身
体
活
動
を
直
視
す
る
な
ら
、
こ
れ
を
重
要
視
せ
ざ

る
を
得
な
い
し
、
従
っ
て
作
為
犯
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
責
任
形
態
が
行
為
態
様
を
左
右
す
る
と
い
う
逆
の
到
錯
し
た
事
態

か
か
る
到
錯
し
た
結
果
を
招
来
せ
し
め
た
か
は
過
失
犯
が
不
真
正
不
作
為
犯
と
似
た
構
造
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ

不
真
正
不
作
為
犯
は
身
体
的
不
作
為
で
あ
る
。
こ
こ
に
混
同
の
原
因
が
あ
っ
た
。

と
な
る
。
何
故
、

る
。
過
失
か
心
理
的
不
作
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

不
作
為
の
仮
定
判
断
、
支
配
可
能
性
は
作
為
態
様
が
人
間
に
帰
属
す
る
と
い
う
判
断
で
も
あ
る
。
即
ち
、
作
為
で
は
自
己
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
因
果
性
を
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、
不
作
為
で
は
外
的
因
果
性
の
展
開
を
利
用
す
る
。
両
者
、
結
果
に
対
す
る
因
果
性
の

支
配
可
能
性
の
点
で
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
支
配
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
ト
レ

l
ガ

l
の
有
名
な
設
例
、

A
は
自
分
の
十
才
に
な
る
遺
産
相
続
人
と
な
る
で
あ
ろ
う
甥
を
、
雷
雨
の
時
に
、
雷
に
打
た
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
高
い
木
々
の
生
育

し
て
い
る
丘
陵
へ
送
り
出
す
場
合
、
果
た
し
て
「
落
雷
」
の
結
果
、
死
亡
す
る
に
い
た
っ
て
も
「
支
配
可
能
性
」
の
欠
如
の
故
に
殺
人

「
行
為
」
は
否
定
さ
れ
る
。

主
観
的
目
的
性
か
ら
出
発
し
た
目
的
的
行
為
論
は
こ
の
作
為
、

不
作
為
の
統
合
的
把
握
を
不
可
能
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
作
為
が

不
作
為
者
の
因
果
性
、
目
的
性
が
欠
け
て
い
る
と
す
る
と
き
、
行
為
概
念
と
不
作
為
概
念
の
統
合
を
ど
の
様
に
考

え
た
か
。
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
、
不
作
為
は
積
極
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
、
即
ち
行
為
能
力
を
有
す
る
。
従
っ
て
、
潜
在
的
目
的
的
行
為
が

行
為
に
も
本
質
的
で
あ
る
か
が
間
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
支
配
に
潜
在
的
行
為
支
配
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定

目
的
的
操
縦
で
あ
り
、

で
き
な
い
。
人
間
は
ま
さ
に
こ
の
行
為
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
彼
に
一
定
の
行
為
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
-
証
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
行
為
能
力
は
不
作
為
の
本
質
前
提

(巧

3
5
S
E
E
N
5
m
)
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
行
為
の
本
質
的
な

も
の
で
も
あ
る
と
。
従
っ
て
、
行
為
、

不
作
為
に
対
す
る
共
通
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
行
為
能
力
が
行
為
、

不
作
為
に
対
す
る
統
一
的
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t

↑12 

契
機
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
こ
か
ら
行
態
(
〈

2
E
-
gロ
〉
概
念
を
得
る
。
行
為
(
出

gagm)
概
念
を
使
用
せ
ず
、
行
態
概
念
を
使

用
し
た
の
は
作
為
は
不
作
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
大
概
念
と
い
え
ど
も
そ
れ
ら
水
準
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
そ
こ
で
「
行

態
と
は
目
的
的
意
思
操
縦
へ
の
能
力
の
下
に
あ
る
人
聞
の
身
体
的
積
極
性
あ
る
い
は
消
極
性
」
と
定
義
さ
れ
る
。

主
観
的
目
的
的
行
為
論
が
行
為
即
白
的
的
操
縦
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
即
非
目
的
的
操
縦
と
の
統
合
を
行
為
能
力
に

カ
ウ
フ
マ
ン
も
行
為
能
力
は
行
態
と
い
う
大
概
念
の
中
に
統
一
性
を
形
成
す
る
が
、

求
め
た
の
は
蓋
し
当
然
の
事
で
あ
っ
た
。

」
の
行

態
は
二
者
択
一
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
は
定
義
で
き
な
い
「
と
い
う
の
は
、
行
態
概
念
で
も
行
為
と
不
作
為
の
矛
盾
は
歩
揚
で
き
な
い
。

共
通
な
根
の
み
が
発
見
さ
れ
る
。
行
為
と
不
作
為
の
対
立
性
を
大
概
念
に
水
準
化
す
る
試
み
は
そ
こ
で
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
不
作
為
を

行
為
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
逆
も
。
」

こ
の
こ
と
は
、
行
為
の
前
段
階
で
あ
る
行
為
能
力
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
概
念
に
於
け
る
目
的
性
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
従

っ
て
、
目
的
的
行
為
論
の
基
礎
か
ら
は
大
概
念
形
成
の
た
め
に
は
目
的
性
概
念
自
体
の
放
棄
で
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

犯罪論における行為概念の研究

し
か
し
、
行
為
能
力
の
概
念
は
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
と
有
責
性
を
含
む
概
念
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
大
概
念
は
責
任
論
の

段
階
で
問
題
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
行
為
能
力
と
い
う
の
は
行
為
者
や
不
作
為
者
の
属
性
で
あ
っ
て
、
行
為

や
不
作
為
の
属
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
能
力
で
上
位
概
念
を
形
成
し
て
み
て
も
、
現
行
法
は
行
為
能
力
を
処
罰
す
る
の
で
な

く
、
行
為
を
処
罰
す
る
の
で
あ
る
か
ら
行
為
概
念
の
本
質
機
能
に
代
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
を
包
蔵
し
て
い
る

(幻〉

と
い
え
る
。

不
能
未
遂
の
問
題

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
主
観
説
に
よ
る
と
「
法
秩
序
を
国
民
生
活
(
〈
。

z
r
gと
を
形
成
す
る
精
神
力
と
し
て
見
る
。
こ
の
精
神
力
(
唱
宮
町
市

E
R
Z
)
の
現
実
性
と
妥
当
性
は
既
に
行
為
者
が
犯
罪
の
有
効
な

(gzmznZ
遂
行
行
為
だ
と
考
え
た
行
為
を
す
る
意
思
に
よ
っ
て
侵

北法22(4・125)767



説

害
さ
れ
る
。
」
と
し
て
、

不
能
な
手
段
に
よ
る
未
遂
、

不
能
な
客
体
へ
の
未
遂
を
客
観
的
非
危
険
性
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
行
為
者

が
こ
れ
ら
を
有
効
と
考
え
た
場
合
を
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
叉
、

論-

ヘ
ル
ム

l
ト
・
マ
イ
ア
!
の
主
張
す
る
意
思
説
、
即
ち
、
法
的

に
答
責
的
な
(
耳
目
己
唱
。

zFF)
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
行
為
性
格
を
主
張
す
る
側
か
ら
も
主
観
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

H
・マ

イ
ア
は
未
遂
行
為
の
処
罰
の
根
拠
と
し
て
犯
罪
意
思
が
行
為
の
客
観
的
傾
向
に
よ
っ
て
、
害
悪
へ
通
じ
る
と
こ
ろ
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に

求
め
、
し
か
も
行
為
支
配
可
能
性
を
主
張
す
る
と
き
、
不
能
未
遂
の
処
罰
の
根
拠
を
意
思
の
悪
性
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
結
果
へ
の
支
配
可
能
性
を
行
為
の
本
質
と
す
る
観
点
か
ら
は
主
観
説
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
果
の
支
配
可
能
性
と
は
行

為
者
、
が
手
段
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
客
体
に
つ
い
て
何
を
認
識
し
た
か
と
は
何
等
関
係
な
く
、
人
間
と
し
て
結
果
を
左
右
し
得
た
か
ど
う

か
が
、
即
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
人
の
態
度
に
よ
っ
て
結
果
が
変
化
し
得
な
い
場
合
に
は
行
為
は
存
な
い
。

結
果
の
避
止
可
能
性
が
何
等
問
題
と
な
ら
な
い
時
に
処
罰
さ
れ
る
べ
き
根
拠
は
心
情
の
悪
性
に
求
め
る
他
な
い
。
法
的
に
許
さ
れ
な
い
結

果
へ
の
心
情
が
処
罰
の
根
拠
/
.

(
1
〉
〈
町
一
・

ω句。邑巳・

0
5
烈

E
g
z
S
E
C
H
B
o
-
含
円
切

&
E四国各
g
H再
開
ロ
門
会
何
回
g
《同一
g
m
&
ω
-
F
H
P
5
4∞・

ω・
ω∞F
U
N
-

(
2
)

実
際
に
も
、
メ
ツ
ガ
ー
は
「
殺
人
者
を
生
む
こ
と
は
被
害
者
の
死
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
争
い
得
な
い
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
重

要
説
の
立
場
か
ら
構
成
要
件
該
当
性
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
宮
内
N凹
F
ζ
a
q
E
巧
£
2
t
g
s
Z吾
首
皆
同
S
E
r
-
-
u印0
・
ω・
一
印
よ
〈
m
f
J司。
-E-

F
明
言
5
E
P
A
〉

EPω
・
∞
ニ
国
-

Y
向
ミ
戸

g
E
R
E
-
ω
・お
e

・

g
・
ω円
7
2
p

。52
5
E
Z
吋

E
R
E
P
-
-口
一

p
g
r
i司
E
m
ω
v
p

回・

ω・一]∞・

(
3
)

〈
問
「
国

-
Zミ
巾
ア
〈
a
z
s巾HWロロ問。
P
ω
-
一弐
-wHWF-wvgEFω
。
NSF-ω
・
ωミ・

(
4
)
〈
四
}
・
出
・
玄
ミ
2
・
g
s
P
2
r
F
ω
-
ぉ
・
荘
子
「
総
論
」
一
四
八
頁
。

(
5
)
〈
m
f
d
F
r
t
-
u
s
u
=
z
z
-
三
〉
Z
2
・
ω・
ぉ
・
木
村
「
総
論
」
一
八
O
頁
、
向
、
「
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
の
理
論
」
法
律
時
報
三
二
巻
一

O
号
七
頁
。
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説

な
か
っ
た
こ
と
に
法
的
批
難
が
向
け
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
作
為
犯
を
-
認
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
「
評
価
規
準
」
の
暖
肱
吹
き
が
残
る
。
富
良

mp

』

N・
5
g
-
ω
-
N呂
町
内
・
〈
町
一
-
如
実
ル
F
E
R
E
d
i
E
m
r
a
H
E
L
即
問
。
ぽ

E
r
r
-
z
-四
g
u
m
-
E
2・
5
・
Nω
可
翼
手
・

ω
-
A
S・
但
し
、
ロ

ク
シ
ン
は
故
意
犯
の
場
合
に
は
作
為
、
不
作
為
の
区
別
を
目
的
論
的
考
慮
か
ら
規
範
的
観
点
に
よ
っ
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
。

ι耳
目
炉
内
・
〉
ロ
仏
向

。
河
口
Nゆ〈
C
ロ
切
月
間
え
巨
口
問
巨
ロ
仏

C
E
q一宮
ωEM--ロ
・
何
ロ
包
ωnylHり自門間
F円四戸

ω・
ω∞O
同『・

(
行
)
何
σ・
ω与
BM仏
ア
ロ
福
山
『
〉
同
-
N
F
ω
-
g
-

(

叩

悶

)

巴

yω
円
FEF《凶
F
F
F。・

ω・吋
U

・
〉
ロ
ヨ
吋
ω・

(
日
)
〈
間
一
-
S
S
E
-
Nロ円

C
5
E
E合
口
問
〈
S
、H，E
C口
ι
Cロ
5
F
Z
E・
5
H
E
.
m
w
y
g喜
l町内問門
R
E
F
ω

一回
ω・

(
加
)
〈
間
一
-
〉
ユ
吉
円
相
内
E
『B
E
P
宮内
D
ロ
g-cm再
Z-
∞-一

E
F
W
門町自己
F
U
5
∞
邑
2
2口問・

ω-M-AJ
問、同
g
p
p
m
C・
ω・
8

R

(
引
)
、
吋
E
。
四

q
-
ω
0
0・
ω
∞・

(
辺
〉
〉
『
BFロ
穴
E
『gω
ヨ
ヨ
-
F
P
C
-
ω
・
∞
一
段
・

(
お
)
〉
自
己
ロ
阿
内
山
口
町
g
E
F
P州w
・
c-
∞・

8
・

(
刊
け
)
〉
口
固
め
巴
穴
ω口町
E
S
F
F
F。・

ω・
8
・

(
お
)
〈
四
-
-
F
ω
n
F
2
F
u
q
m仲間丘円
onr門口円
y
p
ω
-
一会・

(
お
)
参
照
。
中
「
刑
法
総
論
」
六
一
一
一
頁
。

(
幻
)
福
田
教
授
は
「
人
間
の
行
態
と
い
う
概
念
は
、
目
的
的
行
動
力
の
範
囲
内
に
あ
る
人
間
の
身
体
的
な
積
極
的
消
極
的
態
度
と
い
う
実
質
的
な
内
容
を

も
っ
た
概
念
と
し
て
、
目
的
的
行
動
力
と
い
う
行
為
、
不
作
為
に
共
通
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
両
者
を
そ
の
概
念
に
抱
摂
し
、
刑
法
的
評
価
の

対
象
と
な
る
生
活
事
象
と
そ
の
外
に
あ
る
生
活
事
象
と
を
選
別
し
て
:
:
・
」
(
「
犯
罪
理
論
」
五
五
頁
〉
と
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
カ
ウ
フ
マ

γ
に

対
す
る
の
と
同
じ
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
又
、
金
沢
教
授
は
「
こ
の
よ
う
な
態
度
概
念
を
行
為
と
不
作
為
の
上
位
概
念
と
い
い
う
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ

う
」
と
し
な
が
ら
「
行
為
と
不
作
為
と
の
対
立
を
解
消
す
る
意
味
で
の
上
位
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
必
要
で
も
な
く
、
ま
た
可
能
で
も
な
い
。
」

〈
「
不
作
為
の
構
造
」

(
E
〉
広
島
大
学
政
経
論
叢
第
一
五
巻
第
二
号
、
一
九
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
行
為
概
念
の
本
質
的
重
要
性
の
認
識
不
足
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
教
授
は
「
自
的
的
行
為
の
能
力
と
い
う
意
味
で
の
有
意
性
は
、
固
有
に
人
間
的
な
特
性
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
規
範
の
可
能
性

を
限
界
づ
け
る
存
在
論
的
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
マ
イ
ホ
l
フ
7
1が
彼
の
行
為
ハ
態
度
)
概
念
か
ら
「
有
意
性
』
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
の
い
わ
ゆ
る
『
社
会
的
』
行
為
概
念
は
、
決
定
的
な
人
間
契
機
を
喪
失
し
、
人
間
以
前
の
ま
た
は
人
間
以
下
の
ふ
る
ま
い
を
も
行
為
概
念
に
包
含
す

論

北法22(4・128)770



犯罪論t之、おける行為概念の研究

る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ゥ
ェ
ル
ツ
エ
ル
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
」
(
前
掲
書
、
一
七
|
一
八
頁
、
ぐ
問
「
巧
巾
g
o
-
-
U
B
U
g
再
開
胃
・

吋
〉
C
2
・
ω
-
M
ア
∞
〉
口
町
一
-
∞
-

N

∞
・
↓
O
〉
丘
一
-
∞
-
M
U
・
)
と
さ
れ
る
が
「
支
配
可
能
」
と
い
う
概
念
要
素
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
意
思
関
係
的
要
素
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
教
授
の
指
摘
は
誤
り
で
あ
る
。
〈
伺
}
・
町
長
日
開
g
h
s
g
p
ロ
目
。
8
5
-
D同
5
r
p
ω
-
u
ア
〉

5
8・

(
お
)
巧
吾
作
一
-
o
g
u
g
耳
F
二
〉
己
『
「
ω
-
Z
ω
・

(
刊
日
)
主
観
説
を
採
用
す
る
者
と
し
て
、
F
z
g
g
p
g
s
z
n
F
ω
・
品
目
ω
民
J
ω
n
g
昇
。
l
ω
円
宮
主
F
F
P
C
-
ω
・
ω
-
o
h
h
J
目
的
的
行
為
論
者
の
聞
で

も
説
が
分
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
木
村
教
授
は
主
観
的
危
険
説
(
「
総
論
」
三
五
六
|
三
五
七
頁
〉
、
福
田
教
授
は
具
体
的
危
険
説
(
「
総
論
」
一
九

一
l
一
九
二
頁
〉
を
採
用
さ
れ
る
が
そ
の
基
調
に
お
い
て
変
ら
な
い
。
但
し
、
福
間
教
授
は
定
型
説
の
見
地
か
ら
自
分
の
財
物
を
其
人
の
財
物
と
誤
信

し
て
窃
取
し
た
場
合
、
定
型
性
を
欠
く
と
す
る
が
、
木
村
教
授
は
可
罰
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
釦
)
出
-
V向

a
p
〈
a
g
s
a
E
口
問
8
・
∞
-
-
晶
子
・
《
同
四
回
伶
-
r
p
g
g
h
H
R
Z
-
ω
・
4
一
同
町
・
N

忠
岡
町
Z

我
が
函
で
は
、
荘
子
教
授
が
「
意
思
説
」
を
主
張
さ
れ

て
い
る
。
「
犯
罪
を
客
観
化
さ
れ
た
意
思
と
し
て
把
握
す
る
と
き
に
は
、
意
思
の
客
観
化
と
の
関
連
に
お
い
て
不
能
未
遂
の
基
準
を
考
察
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
主
観
説
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
(
「
総
論
」
六
二
九
頁
)

(
引
)
マ
イ
ホ

1
7
7
1
が
(
危
険
の
な
い
)
不
能
犯
の
場
合
の
可
罰
性
を
認
め
、
そ
の
根
拠
を
行
為
者
の
主
観
に
見
る
の
は
論
旨
一
貫
性
を
欠
い
て
い

る
。
〈
四
7
7向巳
7
0
『
日
-
N
E
H
ω

ヨR
自
民
停
・
∞
-
一
寸
N

・

〈
泣
〉
〈
四
一
-
者
。
-
N
巾
f
F
m
O
2
5
5
四
B
D
E
g
二
g
m
2
Z
-
古
川
〈
-
C
R
r
T
m，
Z
ω
n
E
F
S印
0

・
ω
-
M
U
O
一
戸

(
お
〉
結
果
の
支
配
可
能
性
の
立
場
か
ら
は
、
中
間
的
立
場
に
あ
る
団
藤
教
授
「
刑
法
綱
要
」
六
六
頁
以
下
、
一
一
八
頁
以
下
、
大
塚
教
授
「
要
論
」
一
八

O
頁
の
「
人
格
的
行
為
論
」
に
よ
る
「
定
型
説
」
の
観
点
か
ら
の
立
場
も
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
刑
法
規
範
の
対
象
が
行
為
で
あ
っ
て
、
行

為
者
の
心
情
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
〈
四
一
-
u
k
r
0
・
N
R
F
o
r
-
3
2
r
ι
2
5
E同
Z
n
v
g
F
E
n
F
Z
H
』
ロ
ω

呂
田
∞
・
ω
・
一
司
同
町

-
L凶
唱
。
ロ
E
-
N
5
Z
E
Z
匂
百
合
口
問
・
.
弘
い
ω
伊
.
∞
包
由
富
同
民R同戸?.J.ι仏牢命
g白号巾巴-『宮F。戸.N己日円吋乞4D♀丹
d芸〈吉-自《仏島凶出F
悶得rz命包岳戸広F
岬

F.ω.
印

N陀N
同R『戸?.よ.《仏凶官何耳同目邑}寸g。閃昂叫

宮EF守〈S司g
己
〈

g=尽閃
}z戸冨凶叶忌r命g。己忌何.EHZhd『・
3
2・
ω
・
一
∞
∞
一
『
『
」
卓
也
5
・

0
向
同
〈
昭
一
色
舎
の
自
主
N
E
m
m
《
官
巧
a
S
M
E
L
L
R
回
目
色
E
m
-
宮
山

N
ω
可
巧
g
-
ω
・
主
一
戸
従
っ
て
、
手
伎
の
不
能
〈
例
え
ば
、
砂
績
に
よ
る
堕
胎
、
弾
丸
の
入
っ
て
い
な
い
ピ
ス
ト
ル
の
発
射
)
、
客
体
の
不
能
(
例

え
ば
、
非
妊
婦
へ
の
堕
胎
手
術
、
屍
体
へ
の
強
姦
、
空
部
屋
へ
の
ピ
ス
ト
ル
発
射
に
よ
る
殺
人
計
画
等
〉
は
そ
の
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
但
し
、
ス
リ
の
場
合
、
被
害
者
が
財
物
を
持
っ
て
い
た
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
全
然
持
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
「
結
果
の

支
配
可
能
性
」
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

北法22(4~12g)771



~、説

結

第
四
章

語

歴
史
的
に
は
法
的
行
為
論
は
帰
属
論

(
N
日

R
F
Eロ
宮
l
o
骨
片
岡
B-uE巳
守

E
F
Z叩
)
か
ら
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
帰
属
概
念

?論

へ
l
ゲ
ル
学
派
の
ベ
ル
ナ
l
は
帰
属
を
行
為
が
存
す
る
と
い
う
判
断
を
規
定
し
「
主
観
的
な
も

の
が
客
観
化
さ
れ
、
客
観
的
な
も
の
が
主
観
化
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
、
ケ
ス
ト
リ
ン
も
事
実
の
帰
属

O
B宮
怠
片
山
O
P
2
0

概
念
は
単
に
物
理
的
因
果
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
自
然
現
象
に
も
等
し
く
妥
当
す
る
、
従
っ
て
法
的
考
察
に
と
っ
て
無
意
味

で
あ
る
と
し
て
法
の
帰
属
公
邑
匂
巴
広
三
宮

T
Eる
と
の
区
別
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

は
責
任
論
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

へ
l
ゲ
ル
流
の
独
逸
観
念
論
の
衰
退
と

と
も
に
、
こ
の
傾
向
は
次
第
に
弱
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
ス
チ
ュ

l
ベ
ル
は
不
法
と
所
為
の
帰
属
を
区
別
ば
、
ル

l
デ
ン
は

ω人

、

，

ノ

、

h

ノ

間
活
動
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
犯
罪
現
象

ω行
為
の
違
法
性
…
則
行
為
の
故
意
あ
る
い
は
過
失
の
属
性
の
三
区
分
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
犯
罪

f
t
、、

概
念
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
論
理
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
、
違
法
性
、
有
責
の
層
序
を
得
た
の
で
あ
る
。

プ

l
り
も
責
任
連
関
と
因
果
連
闘
の
区
別
を
明
確
に
し
た
。
即
ち
、
意
思
と
所
為
の
作
用
の
聞
の
因
果
連
関
へ
の
問
、
自
然
科
学
的
考
察

は
意
思
に
対
す
る
答
責
(
〈
巾

E
ロ
件
当
日
吉
ロ
伺
)
即
ち
責
任
か
ら
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
因
果
的
要
素
と
し
て
の
意
思
に

よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
も
の
は
行
為
と
呼
ば
れ
る
が
行
為
者
の
自
己
規
定

3
己
宮
号
巾

ag自
己
ロ
巴
に
基
づ
く
、
故
意
、
過
失
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
責
任
は
因
果
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
因
果
的
行
為
論
に
直
接
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ベ
ッ
カ

i
や
チ
ィ
テ
ル
マ
ン
の
行
為
論
で
あ
る
。
前
者

は
「
犯
罪
は
行
為
で
あ
る
、
行
為
は
意
思
外
在
化
(
者
邑

m
g
E
F
Eロ
巴
で
あ
る
。
行
為
の
み
が
そ
の
性
状

(∞
gnr曲一
Rmpro伊丹
)

よ
る
と
、
外
的
事
物
に
作
用
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
思
想
は
犯
罪
と
し
て
妥
当
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
疑
問
が
な
い
。
こ
の
性
状
を
有

す
る
行
為
が
現
実
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
、
常
に
、
外
的
感
覚
世
界
(
盟
ロ
ロ

24司
岳
)
の
真
正
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
ゆ

北法22(4・130)772



る
物
的
な
も
の
が
物
的
な
も
の
と
関
係
し
て
い
る
直
接
連
関
の
故
に
争
い
は
な
い
。
」
と
し
、

チ
ィ
テ
ル
マ
ン
は
因
果
連
鎖
を
結
果
か
ら

後
方
へ
遡
及
し
、
身
体
運
動
の
背
後
で
始
め
て
原
因
と
し
て
の
意
思
に
つ
き
あ
た
る
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
身
体
運
動
も
ま
た
原
因
を

も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
内
部
に
の
み
あ
り
得
る
。
こ
の
理
由
か
ら
身
体
運
動
の
原
因
は

l
「
こ
の
心
理
的
活
動
(
〉
宮
)

X
」
、
未
知
の
要
素
ー
そ
の
作
用
に
よ
っ
て
の
み
定
義
で
き
る
。
即
ち
「
意
思
活
動
は
自
律
神
経
が
直
接
惹
起
さ
れ
る
心
理
的
原
因
で
あ

門
学
」
だ
か
ら
、
意
思
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、
表
象
と
の
結
合
の
外
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
表
象
自
体
で
は
な
く
て
、
同
時

に
表
象
の
内
容
た
り
得
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
可
身
体
活
動
の
み
が
意
欲
さ
れ
、
結
果
は
意
欲
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
チ
ィ

テ
ル
マ
ン
の
思
考
の
影
響
は
リ
ス
ト
の
行
為
概
念
規
定
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
意
思
概
念
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
因
果
的

行
為
論
者
に
与
え
た
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。

犯罪論における行為概念の研究

リ
ス
ト
、
ベ

l
リ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
犯
罪
概
念

(
U
2
E
S印
有
宮
〈
叩
同
町

R
Z
E
Z
m町
民
間
)
に
と
っ
て
代
っ
て
、
目
的
論

的
犯
罪
論
を
主
張
す
る
新
古
典
的
犯
罪
概
念

(
U
2
5
0
r
r
a
R
Z
〈
2
官
R
Z
E
Z官
民
)
に
お
い
て
も
行
為
概
念
規
定
は
依
然
と

し
て
因
果
論
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ぽ
。
行
為
概
念
の
価
値
関
係
性
を
強
調
し
た
メ
ツ
ガ
ー
で
す
ら
、
行
為
概
念
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
方

法
論
は
何
等
、
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
行
為
概
念
を
法
律
に
限
定
さ
れ
た
実
証
主
義
的
方
法
に
よ
る
抽
象
作
用
に
よ

っ
て
概
念
構
成
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
無
内
容
な
還
元
的
行
為
概
念
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
自
然
主
義
的
構
成
に
対
す
る
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
目
的
的
行
為
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
思
想
の
系
譜
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

へ
l
ゲ
ル
の
「
法
の
哲
学
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
l
ゲ
ル
が
「
意
思
の
権
利
は
、
意
思
の
行

動
(
叶

E
C
に
於
て
た
だ
、
意
思
が
そ
の
前
提
に
つ
い
て
自
己
の
目
的
の
う
ち
に
知
る
も
の
、
目
的
に
つ
い
て
自
己
の
企
図
(
〈
2
8
R
)

(ωnrロ
-
円
四
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
|
行
動
は
意
思
の
責
任
と
し
て
の
み
意
思
に
負
わ
さ
公
認

2
2
r
s
c
れ
得
る
、
ー
知
識
の
権
利
。
」
と
言
う
と

の
う
ち
に
有
し
た
も
の
の
み
を
自
己
の
行
為
〈
出
血
ロ
b
E
H巴
と
し
て
承
認
し
、
且
っ
か
か
る
も
の
の
み
に
責
任

を
も
っ
と

北法22(4・131)773



説

き
、
目
的
的
行
為
論
と
の
近
似
性
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
行
為
の
意
味
規
定
は
主
観
的
!
個
人
的
知
識
、
意
欲
に
よ
る
。
た
だ
そ
の
違
い

は
へ
1
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
道
徳
」
の
問
題
で
あ
っ
た
も
の
が
グ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
と
っ
て
は
「
法
」
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ

予
し
か
も
、
法
に
と
っ
て
の
行
為
意
味
規
定
を
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
目
的
的
行
為
論
は
行
為
の
存
在
論
的
構
造
か
ら
得
る
。
し
か
し
ー

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
論
の
過
度
の
狭
臨
さ
の
故
に
、
又
、
過
度
の
主
知
主
義
的
傾
向
の
放
に
全
犯
罪
現
象
を
統
干
的
に
把
握
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

規
範
科
学
と
し
て
の
法
律
学
は
自
然
主
義
的
出
発
点
と
は
対
応
し
得
な
い
と
し
て
行
為
論
を
違
法
論
で
論
じ
た
の
が
ザ
ウ
ァ
ー
で
あ
っ

M
r
彼
を
先
駆
者
と
し
て
、
行
為
の
客
観
的
傾
向
、
社
会
的
有
意
性
を
強
調
す
る
社
会
的
行
為
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
「
社
会
的
重
要
性
」
の
強
調
、
規
範
的
な
も
の
の
強
調
は
行
為
論
で
は
な
く
違
法
論
に
な
る
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
違
法
論
の
礎
石
と
し
て
は
役
立
つ
が
責
任
の
礎
石
と
し
て
は
成
立
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
違

法
性
、
有
責
性
の
礎
石
と
し
て
の
行
為
論
を
人
聞
の
存
在
論
的
構
造
か
ら
得
ょ
う
と
し
た
の
が
、

カ
ウ
フ
マ
ン
の
行
為
概
念
で
あ
っ
た
。

論

マ
イ
ホ

l
フ
ァ

l
、
ア
ル
ト
ウ

i
ル・

人
間
の
存
在
論
的
構
造
か
ら
得
ら
れ
た
行
為
概
念
は
単
な
る
実
定
法
か
ら
抽
象
的
に
得
ら
れ
た
法
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
は
刑
法
規
範
の
対
象
に
一
定
の
限
界
を
設
定
す
る
も
の
と
な
る
。
刑
法
の
対
象
と
な
り
得
な
い
現
象
を
区
別
す
る
選
択
機
能
を
果
、
す
こ

と
が
で
き
る
。
叉
、
こ
の
概
念
は
内
容
に
充
ち
た
ず

2yzrFm)
も
の
で
あ
る
か
ら
違
法
、

有
責
の
礎
石
と
し
て
も
そ
の
機
能
を
果
た

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
行
為
論
の
段
階
で
は
人
間
と
し
て
の
支
配
可
能
性
(
行
為
自
由
)
が
、
違
法
論
の
段
階
で
は
、
こ
の
種
の
地

位
、
役
割
に
お
け
る
人
間
の
支
配
可
能
性
(
社
会
的
自
由
)
が
問
題
と
な
る
。
但
し
、
行
為
者
個
人
の
専
門
的
知
識
の
故
に
通
常
人
よ
り

も
秀
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
地
位
、
役
割
の
細
分
化
に
よ
っ
て
違
法
に
行
為
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
教

滑
な
犯
罪
者
を
も
違
法
論
に
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
客
観
的
人
的
違
法
論
)
。
責
任
の
段
階
で
は
、
具
体
的
人
間
の
支
配
可
能
性
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